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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時
平成１７年３月１１日（金）午前１０時　　　　開会
　　　　　　　　　　　　　午後　４時５７分　散会

１．場所
大会議室

１．出席委員
委 員 長 三好義治  副委員長 森内一蔵  委　　員 大澤勝哉
委　　員 本保加津枝  委　　員 森西　正  委　　員 野口　博

１．欠席委員
なし

１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 助　役　小野吉孝
市長公室長　中西　肇 市長公室次長　羽原　修
同室参事兼秘書課長　南野邦博　　同室参事兼人事課長　中岡健二
同室参事兼人権政策室女性政策課長　寺西義隆
秘書課参事　山野芳男 同課参事　藤井智哉 政策推進課長　有山　泉
同課参事　中野泰男 同課参事　山田雅也 人事課参事　杉本正彦
人権政策室人権同和対策課長　藤原堅太郎
総務部長　奥村良夫 同部次長兼財政課長　川崎　修
同部参事兼法制文書課長　小寺芳政　　同部参事兼市民税課長　中井秀一　　　
同部参事兼納税課長　井田博敏　　総務防災課参事　寺本敏彦
財政課参事　堤　守 情報政策課長　東角泰典 固定資産税課長　宮部善隆

　　契約検査課参事　梨木幸三　収入役室長　今井　勝 同室参事　佐伯卓治
監査委員、選挙管理・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　杉浦　徹
同局次長　高山真弓 同局参事　大砂　渉
消防長　稲田晴彦 消防本部次長兼消防署長　石田喜好
同本部次長兼総務課長　浜崎健児　　予防課長　水田謙二 警備第１課長　北居　一
同課参事　池沢弘員 同課参事　関口一男 警備第２課長　埜口節夫

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　野杁雄三 同局主幹　上　清隆

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成１７年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成１６年度摂津市一般会計補正予算所管分
議案第４５号　摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件
議案第３７号　摂津市立集会所条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　５号　平成１７年度摂津市財産区財産特別会計予算
議案第１２号　平成１６年度摂津市財産区財産特別会計補正予算
議案第２２号　摂津市の休日を定める条例の一部を改正する条例制定の件
議案第２３号　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第２４号　重要な公の施設に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分

（女性センターに関する部分）
議案第３２号　摂津市立女性センター条例の一部を改正する条例制定の件
議案第１９号　摂津市収入役の事務の兼掌に関する条例制定の件
議案第４６号　摂津市助役定数条例を廃止する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○三好委員長　ただいまから総務常任委

員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　連日、議会でお疲れのところ、きょう

は総務常任委員会をお持ちいただきまし

て、大変ありがとうございます。

　本日は、先日、当委員会に付託されま

した諸議案、ご審査いただくわけでござ

いますが、どうぞよろしくご審査いただ

きまして、ご可決いただきますようよろ

しくお願いいたします。

　一たん退席いたしますが、在庁いたし

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

　開会に当たりまして一言ごあいさつに

かえさせていただきます。ありがとうご

ざいます。

○三好委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、森西委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。

　暫時休憩します。

　　（午前１０時１分　休憩）

　　（午前１０時２分　再開）

○三好委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それでは、議案第１号、

平成１７年度摂津市一般会計当初予算の

うち、総務部等に係る部分につきまして、

目を追って主なものの補足説明をさせて

いただきます。

　まず、歳入でございますが、２３ペー

ジ、款１、市税、項１、市民税、目１、

個人は、前年度に比べ１，７００万円の

減となっております。これは給与収入総

額は６年連続減少しているものの、一部

税制改正による増が見込まれることなど

を考慮し計上いたしたものでございます。

　目２、法人は、前年度に比べ４億１，

８００万円の大幅増となっております。

これは前年度に引き続き、企業収益の改

善による法人税割の増が見込まれること

によるものでございます。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ２億９，２００万円の

減となっております。これは家屋につい

ては新・増築による増が見込まれるもの

の、土地については地価下落により評価

額が引き続き減少していることを考慮し、

計上いたしたものでございます。

　次に２４ページ、目２、国有資産等所

在市町村交付金及び納付金は、前年度と

同額を計上いたしております。

　項３、軽自動車税は、前年度に比べ１

００万円の増となっております。これは

四輪乗用車の増加によるものでございま

す。

　２５ページ、項４、市たばこ税は、前

年度に比べ２，１００万円の減となって

おります。これは、たばこの消費本数が

減少していることによるものでございま

す。

　項５、都市計画税は、前年度に比べ５，

９００万円の減となっております。これ

は、固定資産税と同様の理由によるもの

でございます。

　２６ページ、款２、地方譲与税、項１、

所得譲与税は、前年度に比べ１億５，７

００万円の増となっております。これは、
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三位一体の改革に伴う平成１７年度国庫

補助負担金の廃止・縮減分の代替財源と

して、増額措置されたものでございます。

　項２、自動車重量譲与税は、前年度と

同額を計上いたしております。

　２７ページ、項３、地方道路譲与税は、

前年度と同額を計上いたしております。

　款３、利子割交付金は、前年度に比べ、

２，０００万円の減となっております。

　２８ページ、款４、配当割交付金は、

前年度に比べ２００万円の減となってお

ります。

　款５、株式等譲渡所得割交付金は、前

年度に比べ、６００万円の増となってお

ります。

　２９ページ、款６、地方消費税交付金

は、前年度に比べ２，０００万円の増と

なっております。

　款７、ゴルフ場利用税交付金は、前年

度に比べ２０万円の減となっております。

　３０ページ、款８、自動車取得税交付

金は、前年度に比べ、３，５００万円の

増となっております。これは平成１６年

度決算見込み、大阪府の交付見込み等を

参考に計上いたしたものでございます。

　款９、地方特例交付金は、前年度に比

べ１，０００万円の増となっております。

　３１ページ、款１０、地方交付税は、

前年度に比べ２億８，６００万円の減と

なっております。これは、三位一体の改

革に伴う地方交付税の抑制により、平成

１６年度に引き続き、本年度も普通交付

税が不交付になると見込まれることによ

るものでございます。

　款１１、交通安全対策特別交付金は、

前年度に比べ２００万円の増となってお

ります。

　３２ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目１、総務使用料は、

庁舎施設等使用料を、また３６ページ、

項２、手数料、目１、総務手数料では、

税務諸証明手数料などを計上いたしてお

ります。

　続きまして、５１ページをお開きくだ

さい。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目９、振興補助金は、前年度と同額を計

上いたしております。

　項３、委託金、目１、総務費委託金で

は、府税徴収事務委託金を計上いたして

おります。

　５３ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入は、

前年度に比べ４００万６，０００円の減

となっております。これは、土地貸付収

入の減によるものでございます。

　目２、利子及び配当金は、各種基金利

子を計上いたしております。

　５４ページ、款１７、寄附金は、前年

度と同額を計上いたしております。

　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入

金、目１、財産区財産特別会計繰入金は、

前年度に比べ２，１２３万円の減となっ

ております。本年度は、市場池貸付収入

の２０％相当額のみ計上いたしておりま

す。

　５５ページ、項２、基金繰入金、目１、

財政調整基金繰入金は、前年度に比べ６

億９，２２３万５，０００円の増。目２、

減債基金繰入金は、前年度に比べ３億１，

０８４万５，０００円の増。目３、総合

福祉会館再整備基金繰入金は、前年度に

比べ１０億円の増となっております。こ

れらは、公債費のピークを迎え、増嵩す

る歳出と減少する歳入との調整のため、

基金を取り崩し、また、基金から借り入

れを行い、一般会計に繰り入れるもので

ございます。

　５６ページ、款１９、諸収入、項１、

延滞金、加算金及び過料、目１、延滞金
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は、前年度と同額を計上いたしておりま

す。

　項２、市預金利子、目１、市預金利子

は、前年度に比べ１５万円の減となって

おります。

　５８ページ、項４、雑入では、財政課

分として大阪府市町村振興協会交付金な

ど、総務防災課分として水道事業会計か

らの収入などを計上いたしております。

　続きまして、６２ページ、款２０、市

債は、全体で前年度に比べ４３億７，０

９０万円の減となっております。これは、

前年度４８億６，６７０万円計上してお

りました借換債が、本年度は５億８，６

８０万円と大幅に減少いたしたことによ

るものでございます。

　本年度発行予定の市債といたしまして

は、目１、民生債では借換債、目２、土

木債では正雀自転車駐車場整備事業債や

借換債など、目３、消防債は消防施設整

備事業債、目４、教育債は借換債、目５、

市民税等減税補てん債は市民税等減税補

てん債、目６、臨時財政対策債は臨時財

政対策債となっております。

　借換債以外の借り入れ限度額及び借り

入れ方法などにつきましては、１２ペー

ジの第３表、地方債に記載のとおりでご

ざいます。

　続きまして、歳出でございますが、６

８ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費につきましては、

７４ページまでに記載のとおり、そのほ

とんどが事務執行経費でございます。

　７４ページ、目２、文書広報費は、文

書の郵送料などに係る経費を計上いたし

ております。

　７５ページ、目３、会計管理費は、会

計室に係る事務執行経費を計上いたして

おります。

　７６ページ、目４、財産管理費は、庁

舎や集会所に係る維持管理経費などを計

上いたしております。

　７７ページ、目５、車両管理費は、公

用車両の事故に対する賠償金を計上いた

しております。

　８０ページ、目１０、電子計算費は、

庁内の電子計算処理経費を計上いたして

おります。

　８７ページ、目１６、財政調整基金費、

目１７、公共施設整備基金費、目１８、

減債基金費は、それぞれの基金利子を積

み立てるものでございます。

　８８ページ、項２、徴税費、目１、税

務総務費、９０ページ、目２、賦課徴収

費につきましては、税務事務に係る執行

経費を計上いたしております。

　続きまして、１７９ページをお開きく

ださい。款８、消防費、項１、消防費、

目４、災害対策費は前年度に比べ９２０

万１，０００円の増となっております。

今年度は、ハザードマップ作成委託料を

計上いたしましたほか、各種備蓄物品や

防災器具費の購入などに係る経費を計上

いたしております。

　次に、２１９ページをお開きください。

　款１０、公債費、項１、公債費、目１、

元金は、前年度に比べ３３億３６９万３，

０００円の減となっております。これは、

市債の借換分が前年度の４８億６，６７

０万円から５億８，６８０万円と大幅に

減少したことによるものでございますが、

借換分を除いた実質ベースでは、公債費

のピークを迎え、過去最高となっており

ます。

　目２、利子は、前年度に比べ２億３，

２６１万３，０００円の減となっており

ます。

　２２１ページ、款１１、諸支出金、項

２、繰出金は、前年度に比べ７０万円の

増となっております。これは公共施設整
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備基金及び総合福祉会館再整備基金から

の借入金に対する利子償還金を計上いた

したものでございます。

　２２２ページ、款１２、予備費は、前

年度と同額を計上いたしております。

　以上、平成１７年度一般会計当初予算

の補正説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１６年

度摂津市一般会計補正予算第４号のうち、

総務部等の所管する事項につきまして補

足説明をさせていただきます。

　まず、８ページの第３表、地方債の補

正のうち、追加分の千里丘三島線交差点

改良事業につきましては、事業の確定に

伴い、新たに起債許可が見込まれるもの

でございます。また、小学校耐震補強事

業につきまして、国の補正予算で補助採

択されたことに伴い、新たに起債許可が

見込まれるものでございます。

　９ページ、変更分につきましては、消

防施設整備事業債ほか４件について、そ

れぞれ起債許可額が確定したことにより、

その起債の限度額を変更いたすものでご

ざいます。

　次に、歳入につきましては、１２ペー

ジ、款１、市税、項１、市民税、目２、

法人は、２億５，０００万円の増額で、

企業収益の改善により法人税割が大幅に

増加したことによるものでございます。

　款９、地方特例交付金、項１、地方特

例交付金、目１、地方特例交付金は、９

４６万４，０００円の減額で、交付額の

確定により減額いたすものでございます。

　１３ページ、款１０、地方交付税、項

１、地方交付税、目１、地方交付税は、

２億８，６００万円の減額で、三位一体

の改革による交付税の削減に伴い、普通

交付税が不交付となったことにより、そ

の全額を減額いたすものでございます。

　２０ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目２、利子及び配当金は、

９万５，０００円の増額で、財政調整基

金などの利子がほぼ確定したことに基づ

くものでございます。

　２１ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金では、競艇寄附金

７２１万８，０００円を計上いたしてお

ります。

　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入

金、目１、財産区財産特別会計繰入金は、

３８３万１，０００円の減額で、事業費

の確定に伴い、味舌上財産区からの繰入

金を減額いたしております。

　２２ページ、款２０、市債、項１、市

債は、先ほど申し上げましたとおり、事

業費の確定により新たに起債許可が見込

まれるもの及び起債許可額の確定に伴う

起債限度額の変更を計上いたしておりま

す。

　２３ページ、款２１、繰越金、項１、

繰越金、目１、繰越金は、２，０１８万

５，０００円の増額で、前年度繰越金を

計上いたしております。

　続きまして、歳出でございますが、今

回補正をお願いいたします予算のうち、

減額補正につきましては、事業費を精査

し、経費の節減に努める中で、決算で見

込める不用額について減額いたしたもの

で、２５ページから２７ページまでの款

２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費、２７ページの目２、文書広

報費、目４、財産管理費、３０ページの

目１０、電子計算費、３２ページの項２、

徴税費、５５ページから５６ページの款

８、消防費、項１、消防費、目４、災害

対策費、６５ページの款９、教育費、項

７、保健体育費、目３、体育施設費、節

１７、公有財産購入費、６６ページの款

１０、公債費、項１、公債費において減

額補正いたしております。
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　次に、今回、増額補正いたしておりま

す項目につきましては、３１ページ、款

２、総務費、項１、総務管理費、目１６、

財政調整基金費で、今回の補正財源を調

整するため、財政調整基金積立金を、目

１９、土地開発基金費で、土地開発積立

金を計上いたしております。

　以上、一般会計補正予算第４号の補足

説明とさせていただきます。

○三好委員長　市長公室長。

○中西市長公室長　続きまして、議案第

１号、平成１７年度摂津市一般会計当初

予算のうち、市長公室に係る部分につき

まして、目を追って主なものについて補

足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目１、総務使用料で、男女共同

参画センター使用料を計上いたしており

ます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金では、

国勢調査等、各種指定統計調査の実施に

係る指定統計調査費委託金を計上いたし

ております。

　４５ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金で、統

計調査員研修に係ります統計調査費補助

金や人権相談事務費補助金などを計上い

たしております。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入で、派遣職員給与等負

担金などを計上いたしております。

　次に、歳出でございますが、６８ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費では、秘書業務、女性

政策推進に係る業務など、各課に係りま

す事務執行経費のほか、人事課で所管し

ております職員研修、労働安全衛生、職

員健康管理、職員厚生会関係などの予算

８，９４３万７，０００円を計上いたし

ております。

　人事課予算につきましては、研修経費

などの節減に努めましたが、職員数適正

化計画に基づく雇用形態の多様化に対応

するため、アルバイト等の賃金９４６万

７，０００円の増額を行ったことや、管

理職昇任試験の経費７０万円を計上した

ことなどにより、６５１万８，０００円

の増額となっております。

　７４ページ、目２、文書広報費では、

広報せっつの編集、発行、配布に係る経

費のほか、ホームページの情報追加及び

更新に係る経費などを計上いたしており

ます。

　７７ページ、目６、企画費では、政策

推進課に係る事務経費を計上いたしてお

ります。

　８２ページ、目１２、女性政策費では、

男女共同参画意識調査委託を行うほか、

男女の共同参画社会を目指すための経費

などを計上いたしております。

　目１３、男女共同参画センター費では、

女性問題電話相談の時間延長を行うこと

などにより、前年に比べ９７万３，００

０円の増額になっております。

　このほか、（仮称）男女共同参画セン

ター管理運営のほか、相談業務や講座開

催に要する経費などを計上いたしており

ます。

　８５ページ、目１５、諸費においては、

人権啓発推進事業、平和事業の経費など

を計上いたしております。

　人件費に係ります予算につきましては、

２２３ページ、給与費明細書をご参照賜

りたいと存じます。平成１７年度当初予

算の給与費は、特別職に係る予算といた

しまして、４億４，１７６万３，０００

円、一般職に係る予算といたしまして、

６３億９，４６５万６，０００円、総額
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６８億３，６４１万９，０００円を計上

いたしております。

　前年度当初予算と比較いたしますと、

８．８％、６億５，６０６万１，０００

円の減となっております。これらの給与

費の関係予算は、それぞれの予算科目に

おいて計上いたしておりますが、それぞ

れの合計は報酬が３億３，５９９万７，

０００円、給料が２８億７，２１０万２，

０００円、職員手当が２６億１，１２２

万１，０００円、共済費が１０億１，７

０９万９，０００円となっております。

　次に、一般職の給与費の主な増減につ

いてご説明を申し上げます。

　給与費全体では、５億９，０２４万２，

０００円の減額となっております。その

内訳は、給料で１億２，１０２万２，０

００円の減額。職員手当で４億６，９２

２万円の減額となっております。

　また、それぞれの内訳としましては、

給料の１億２，１０２万２，０００円の

減額は、普通昇給分として２，５６５万

６，０００円の増額となったものの、採

用、退職、各会計間の異動によるものの

減額により１億４，６６７万８，０００

円の減額となったことによります。

　職員手当では、４億６，９２２万円の

減額は、制度改正に伴う分としまして、

通勤手当の支給方法の変更で３５７万３，

０００円の減額と、退職、各会計間の異

動などにより４億６，５６４万７，００

０円の減額となっております。

　共済費では、５，４６５万２，０００

円の減額となっております。この主な要

因といたしましては、市町村職員共済組

合の年金の負担金料率、市町村職員互助

会の補給金料率、及び市町村職員健康保

険組合の介護保険に係る負担金料率が改

正され、増額となったものの、採用、退

職、各会計間の異動により減少いたして

おります。

　以上、１７年度一般会計当初予算の補

足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１６年

度摂津市一般会計補正予算（補正４号）

のうち、市長公室にかかわります事項に

つきまして補足説明をさせていただきま

す。

　歳出についてでございますが、１７ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金では、指定統計調査

の委託金が確定したことに伴い、２００

万円を減額いたしております。

　次に、歳出についてでございますが、

２５ページ、款２、総務費、項１、総務

管理費、目１、一般管理費では、対象者

の減などによる職員健康診断委託料や教

養研修費負担金の減額などのほか、人事

課の業務執行経費１，２３７万９，００

０円を減額いたしております。

　また、人件費に係ります予算について

は、６７ページ、給与費明細書をご参照

ください。給料で、年度途中の退職者が

あったことにより１３８万円を減額いた

しております。

　職員手当では、４億４，８４６万１，

０００円増額となっておりますが、主な

要因は、退職手当で当初予定しておりま

した定年退職者以外に退職者が生じたた

め、４億６，２０６万７，０００円の増

額をいたしたことによるものでございま

す。

　なお、ただいま申し上げました額につ

きましては、退職見込み数を確定いたし

まして算出しましたが、その後、自己都

合等によりまして退職者２名の追加が明

らかになってまいりました。今、その退

職手当の額計算をいたしておりまして、

金額の明らかになった時点で、まことに

申しわけございませんが、追加補正とし
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て提出してまいりたいと思っております

ので、よろしくお取りはからいをお願い

申し上げたいと思います。

　次に、２８ページ、目６、企画費では、

政策推進課の業務執行経費を、３０ペー

ジ、目１２、女性政策費、目１３、女性

センター費では、男女の共同参画社会を

目指すための経費や、女性センター管理

運営のほか、相談業務に要する経費など

女性政策課の業務執行経費を、３１ペー

ジ、目１５、諸費では、平和事業、人権

啓発事業など人権同和対策課の業務執行

経費を、３７ページ、項５、統計調査費、

目２、指定統計調査費では、国の指定統

計調査に係る業務執行経費を決算見込み

により減額いたしております。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○三好委員長　次に、消防長。

○稲田消防長　それでは、議案第１号、

平成１７年度摂津市一般会計予算のうち、

消防本部に係る事項につきまして、目を

追ってその主なものについて補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目５、消防使用料は、消防本部

施設の使用料でございます。

　３７ページ、項２、手数料、目５、消

防手数料は、危険物設置許可等申請手数

料等及び罹災等の証明書発行に伴う手数

料でございます。

　５０ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大

阪航空消防運営費補助金でございます。

　６０ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入は、消防団員退職報償

費及び近畿道救急業務実施市町村交付金

が主なものでございます。

　次に、歳出でございますが、予算概要

につきましては９７ページから１０３ペー

ジにかけ記載いたしておりますので、あ

わせてご参照願います。

　１７２ページ、款８、消防費、項１、

消防費、目１、常備消防費は、１０億１，

１０３万５，０００円で、前年度と比較

して２．７％、２，６４０万４，０００

円の増加となっております。

　１７３ページ、旅費は、救急救命士養

成のための九州研修所や、各種技術習得

のための大阪府立消防学校などへの職員

研修派遣に係る普通旅費でございます。

　需用費は、消防活動に係る消耗品や被

服及び緊急情報システムに係る消耗品並

びに消防車両や消防庁舎の維持管理経費

等でございます。

　１７４ページ、委託料は、庁舎清掃委

託料、庁舎総合管理委託料及び緊急情報

システム等保守管理委託料などでござい

ます。

　１７５ページ、工事請負費及び備品購

入費はＮＯｘ・ＰＭ法の規制対象となる

消防ポンプ自動車の更新、普通救急自動

車から高規格救急自動車への更新及び高

度救命処置用資機材の整備に要する経費

でございます。

　１７６ページ、負担金、補助及び交付

金は、大阪航空消防運営費負担金、消火

栓の新設・修理負担金、救急救命士教育

派遣負担金及び婦人防火クラブへの災害

用備品に対するコミュニティ助成金など

でございます。

　続きまして、１７７ページ、目２、非

常備消防費は、３，５００万７，０００

円で、前年度と比較して３７．８％、２，

１３０万３，０００円の減額となってお

ります。これは、平成１６年度に味舌上

第２分団屯所の底地を購入したことによ

るものでございます。報酬は、消防団員

に対する報酬でございます。報償費は、
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退職消防団員に対する報償金でございま

す。

　旅費は、火災出動及び訓練並びに歳末

非常警戒等の費用弁償でございます。

　需用費は、消防団員の新基準被服の導

入、消防団車両の維持管理経費などでご

ざいます。

　１７８ページの工事請負費は、摂津市

第２分団屯所の上水道布設工事費でござ

います。負担金、補助及び交付金は、消

防団員等公務災害補償等共済基金負担金

及び消防分団施設整備補助金などでござ

います。

　以上、平成１７年度摂津市一般会計予

算のうち、消防本部に係る事項の補足説

明とさせていただきます。

　次に、議案第９号、平成１６年度摂津

市一般会計補正予算（第４号）のうち、

消防本部に係る事項につきまして、補足

説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、２２ペー

ジ、款１９、諸収入、項４、雑入、目１、

雑入の救急振興財団助成金の増額は、平

成１６年度に更新いたしました高規格救

急自動車に積載する自動体外式除細動器

に係る財団法人救急振興財団からの助成

金でございます。

　続きまして、歳出でございますが、５

５ページ、款８、消防費、項１、消防費、

目１、常備消防費の備品購入費の減額は、

高規格救急自動車購入に係る執行差金で

ございます。

　目２、非常備消防費の役務費、委託料、

公有財産購入費の減額は、いずれも味舌

上第２分団屯所の底地購入経費の執行差

金でございます。

　以上、平成１６年度摂津市一般会計補

正予算（第４号）のうち、消防本部に係

る事項の補足説明とさせていただきます。

○三好委員長　杉浦局長。

○杉浦監査委員・選挙管理・公平・固定

資産評価審査委員会事務局長　議案第１

号、平成１７年度摂津市一般会計予算の

うち、公平委員会委員、固定資産評価審

査委員会、選挙管理委員会、監査委員に

係ります項目につきまして、補足説明を

させていただきます。

　まず、７９ページ、款２、総務費、項

１、総務管理費、目８、公平委員会費及

び８０ページの目９、固定資産評価審査

委員会費につきましては、委員報酬、旅

費などの管理経費でございます。

　次に、９５ページ、款２、総務費、項

４、選挙費、目１、選挙管理委員会費に

つきましては、委員報酬、旅費などの管

理経費でございます。

　９７ページの目２、農業委員会選挙費

は、７月１９日任期満了に伴う農業委員

選挙に係る経費で、投票立会人報酬など

の人件費、投票用紙の印刷代、入場整理

券の発送料等の執行管理費でございます。

　次に、９８ページの目３、市議会議員

一般選挙費につきましては、９月２９日

の任期満了に伴う市議会議員選挙に係る

経費で投票立会人報酬などの人件費、入

場整理券の発送及び選挙公報の新聞折込

などの役務費、ポスター掲示場、投票所

設営撤去などの委託料、また選挙公営制

度に係る選挙運動用自動車の使用、ポス

ターの作成経費等、執行管理費でござい

ます。

　次に、１０２ページの項６、監査委員

費、目１、監査委員費につきましては、

委員報酬、旅費などの管理経費でござい

ます。

　以上、補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１６年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）の

うち、公平委員会、固定資産評価審査委

員会、選挙管理委員会、監査委員に係り
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ます項目につきまして、補足説明をさせ

ていただきます。

　まず、歳入でございますが、１７ペー

ジの款１４、国庫支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金は平成１６年７月１

１日執行の参議院議員通常選挙に伴いま

す委託金の確定により減額をするもので

ございます。

　２０ページの款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金は、平成１

６年１０月２４日執行の府議会議員補欠

選挙に伴います委託金の確定により減額

をいたすものでございます。

　次に、歳出でございますが、２９ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目８、公平委員会費及び目９、固定資産

評価審査委員会費につきましては、報酬、

旅費など管理経費の精査に伴い減額をす

るものでございます。

　次の３３ページ、款２、総務費、項４、

選挙費、目１、選挙管理委員会費につき

ましては、旅費、需用費などの管理経費

の精査に伴い減額をするものでございま

す。

　目２、参議院議員通常選挙費につきま

しては、人件費やポスター掲示場設営撤

去委託料など、選挙執行経費の確定に伴

い減額するものでございます。

　３４ページの款２、総務費、項４、選

挙費、目３、市長選挙費につきましては、

平成１６年９月２６日執行の市長選挙に

係る人件費など、執行経費の確定に伴い

減額するものでございます。

　３６ページ、款２、総務費、項４、選

挙費、目５、府議会議員補欠選挙費につ

きましては、平成１６年１０月２４日執

行の府議会議員補欠選挙の人件費など、

執行経費の確定に伴い、減額をいたすも

のでございます。

　３８ページ、款２、総務費、項６、監

査委員費、目１、監査委員費につきまし

ては、管理経費の精査により減額をする

ものでございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○三好委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　野口委員。

○野口委員　最初に質問させていただき

ます。

　最初に、歳入関係について幾つかお尋

ねいたします。

　１つは市税に関する点でありますけど

も、この数年間、全国的には企業収入が

ふえて、サラリーマンの所得は減るとい

う傾向の中で、いろんな税制改正も伴い

ながら、その結果、地方自治体に対する

税収面の変化がその都度出てきているわ

けですが、まず個人市民税の問題ですが、

先ほど説明で１，７００万円減と、法人

市民税は４億１，８００万円ということ

でありますけれども、個人市民税の場合、

定率減税の平成１７年度半減ということ

の影響をどう見ているのかというのが１

つと、法人市民税がふえているわけです。

この辺の積算根拠なども、まずお尋ねし

たいと思います。

　市税の２つ目は、地方消費税交付金で

すね。今回は２，０００万円の増という

ことで、そんなにふえてはないわけです

けれども、消費税の免税点が３，０００

万円から１，０００万に引き下げされる

ということについて、ことしの４月が本

格実施になります。その影響が地方税に

も出てくるわけでありますけれども、そ

の免税点の影響が本市の場合、どのぐら

いなのかと。ちなみに全国では、平成１

７年度は６，０００億円と想定されてお

りますけれども、これが２つ目です。

　３つ目は、固定資産税の問題です。先
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ほどいろいろ説明がありました。結果と

して、現在、固定資産税を払っている方々

の中で、増額になる方、減る方、据え置

きになる方、その辺の数字、パーセント

も含めて２億９，２００万円減の積算根

拠などお答えいただきたいと思います。

　次に、平成１７年度初めて項目が入っ

ています、４１ページの消防費国庫補助

金で、住民等のまちづくり活動支援補助

金３６７万２，０００円という、こうい

うものがあります。これはどういう内容

かということと、あわせて消防費の関係

で今回の救急車を高規格に変えるとか、

消防ポンプ車のぎ装工事の仕様も出てお

りますけれども、先ほどの補足説明で、

救急振興財団からの補正で百二十数万円

の助成金がついたという話がありますけ

れども、こういう、今の災害が多い中で、

災害対策を進めていくという時代になっ

ている中で、国の補助金が計上されてい

ないという、予算書を見ますとそうなる

わけですけども、この過去はあったと思

うんですけども、現状、こういう高規格

救急自動車を買う場合、またポンプ車の

更新だとか、いろんな消防関係にかかわ

る新しい車を買う場合の国の負担などが

どうなっているのかということをあわせ

てお示しいただきたいと思います。

　次に、市債の関係です。１つは交通バ

リアフリー施設整備事業債３，７５０万

ということで、歳出を見ますと正雀駅の

５，０００万円の費用に対して、残り１，

２５０万というので一般財源で賄うとい

うことになっているんですけども、代表

質問の中では１億５，０００万円かかる

と、今回５，０００万円の予算が組まれ

ています。阪急だとか、国だとか、大阪

府もそうですけども、新年度予算には計

上されていません。その辺のバリアフリー

推進にかかわる費用について、どういう

予算的な裏づけがはっきりしていくのか

と。この前、１１億という数字が代表質

問答弁では一応出ていました。

　正雀駅全体の事業費は概算で１１億円

と、大阪府の補助金については１駅当た

り最大で２，６００万円以内ということ

があります。基本は事業主、国、それと

市も含めた大阪府で３等分という話でし

た。ですけども、その辺の新年度予算に

そういうものが計上されていないですけ

ども、実際どうなるのか、その辺の内訳、

見通しを教えていただきたいと。

　４１ページの公営住宅家賃対策補助金

です。これも三位一体の関係で、これか

らどうなるのかという部分に入っている

問題ですけども、新年度の３，１１７万

９，０００円については、いろんな計算

が前年度に比べて変っているわけですね。

前年度は補助基本額４，５００万に対し

て、掛ける２分の１でいっていました。

　今回は、３つの補助基本額に対して、

それぞれ２分の１、３分の２、２分の１

掛けているわけですけども、この公営住

宅の家賃対策について、三位一体改革の

動向も含めて、代表質問で答弁はありま

したけども、実際どうなるのか、ちょっ

とお示しをいただきたいと思います。

　代表質問の答弁では、ことしから交付

金化ということで、国全体では結構ふえ

ていますが、この建設後の家賃補助の問

題とか、建設事業債の取り扱いなど、不

透明だという答弁がありますけども、摂

津市にとっても、この鯵生野団地と野々

団地の建替えは焦眉の課題でもあります

し、そういう点で、もう少し代表質問に

対する答弁の問題について、そういう内

容を含めて、ご答弁を再度いただければ

と思います。

　次に、人権同和対策にかかわる問題で

す。１つは名称問題です。もう１つは、
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大阪府の動きだとか、摂津市としても現

在の人権教育啓発推進協議会を改組して、

（仮称）摂津市人権協会に変えるという

動きの中で、いろんな国で論議がされよ

うとされている人権擁護法案などの関係

もあり、改めて行政の運営について、公

正な立場から行政を執行すべきだという

ことについて、地方自治体として物を申

すべきだという観点からの質問でありま

す。

　名称問題については、たびたびこの問

題については個人的に取り上げてきてい

ますけども、平成１５年３月末に同和特

別法が終結、なくなりまして、この同和

対策を進めていく法的な根拠はなくなっ

たわけですね。そういう中で、特に大阪

府は全国の中でも部落解放同盟に偏って、

さまざまな事業が展開してきましたし、

法律が終結した後も府同促方式を人権協

会に改組して、組織を残すと、あわせて

一般施策に従来の同和事業をもぐらせて

いくということなどが行われて現在に至っ

ています。

　国の方でも人権擁護法案の審議の中で、

部落解放同盟は過去行ってきた、確認・

糾弾会に対する法的な根拠を求めると、

入れるということで修正にも応じよとい

う動きもありますし、大阪府下でも、大

阪府が新年度実態調査を行うと、同和問

題解決に向けた実態把握ということで、

府民意識調査が１つ、２つの実態調査を

行うという動きが出ています。そういう

中で、大阪府議会でも、大阪市議会でも

金額は大きいですから、我が党の議員団

がいろいろ審議をし、法的な根拠はない

んだから、人権問題は同和だけではない

わけですから、そういう立場で人権全般

として、自主的な人権問題取り組むべき

だという立場から、不公正の分について

追求もしてまいりました。

　そういう中で、名前がもともと法の指

定区域ないのに、しつこく言葉は悪いで

すけど、名前を残しておるという状況が

続いています。改めてこの名称問題どう

するのかということです。後半の問題に

ついては代表質問の中で、助役盛んに、

この問題関係する質問の中で、人権は同

和がすべてかと受けとめられるような答

弁をされていましたので、そうではない

と、地方自治体としても公正な立場で自

主的な判断で、人権問題に取り組むべき

だと思いますけども、助役からの答弁を

この問題ではいただきたいと思います。

　次に、戦後６０年にかかわる問題です。

この前、答弁が代表質問で返ってきませ

んでしたので、改めて個別問題として再

度質問いたします。

　代表質問では、本市が平和都市宣言を

行っているという視点に立って、世界的

にも全国的にも節目の年としてさまざま

な事業を展開しようとしています。ご承

知のとおり、自民党も今年度結党５０年

を迎えるという中で、憲法改正案をつく

ると、それに民主党も乗っかるというこ

とで、憲法を変える論議も盛んでありま

す。

　しかし、６０年前、今の憲法をつくっ

たとき、日本がこの憲法をつくることに

際して、世界に対して不戦の誓いを行っ

たということで、戦後は出発しました。

質問は、代表質問でも申し上げましたよ

うに、今の憲法が制定された当時、当時

の文部省が発行した「あたらしい憲法の

はなし」、これですけども、これの活用

をぜひ考えていただきたいということな

んです。

　少し紹介しておきますと、戦争放棄の

ところで、こういうふうな文章がありま

す。日本は正しいことをほかの国より先

に行ったのです。世の中に正しいことぐ
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らい強いものはありませんということに

ついて、武力を持たない、戦争放棄の問

題について、こういう文章をその戦争放

棄のところでは、新しい憲法の話という

ところではまとめているわけです。これ

が戦後の出発を国がこういう中身で出発

しますよということの基本文書になりま

す。

　これをぜひ少なくとも子どもたちに配っ

ていただけないかというふうに思います。

これについてどうなのか、お答えいただ

きたいと。

　続いて、男女共同参画の問題です。代

表質問でもいろいろ議論がされました。

男性の１人としていつも女性にお世話に

なっているわけですけども、今の第２期

せっつ女性プランの策定が平成１４年３

月にされて、その目標年度が来年度末と

いうことで、その後に向けて新年度、市

民意識調査を行うなど、条例の制定も含

めた次の男女共同参画についての自治体

としての方向づけを行うという大変大事

な平成１７年度であります。

　それで、まずお聞きしたいのは、第２

期せっつ女性プランの到達について、ど

う評価されているのかと、施策の体系６

つの基本問題とか、それにかかわる重点

政策、施策の方向などコンパクトにまと

めて取り組んできておられますけども、

その到達の評価ですね。特に残された課

題はどうなのかと、本会議ではいろんな

数字が出されましたけれども、数字に出

ない大事な点もあれば、あわせてお示し

をいただきたいと。

　それと、条例制定の問題です。これか

ら懇話会できちっと論議をされていくだ

ろうと思いますけども、大阪府下で、今、

大阪市、堺市、豊中、池田、吹田、東大

阪ということで、大阪府下で５つの自治

体が条例を制定をしています。

　男女共同参画の問題については、温度

差がありまして、条例制定が必要かどう

かという問題まで、なかなか踏み込めな

いというのが多くの自治体の流れであり

ます。ちなみに国の資料を見ますと、条

例制定を行っているので見ますと、自治

体の中で、市区町村入れますと７．４％

になっています。１０％に満たないとい

うことなんです。そういう受けとめが反

映されているかと思いますけども、国の

法律の中でも地方自治体が条例制定を義

務づけよということはおっしゃっていま

せんけれども、それに準じる施策を展開

するということで、出されていますけれ

ども、自治体の法律である条例できちん

と位置づけて、自治体として男女共同参

画問題について、より違った角度から視

点から取り組んでいくんだという位置づ

けは大事ですから、そういう点でぜひ条

例制定に向けて進めていただきたいと。

　単純に、男女共同参画じゃなくて、男

女平等に役立つ条例と、取り組みという

視点はぜひ忘れないで進めていただきた

いと思うんですけども、ちょっと一言、

その辺の問題についてもお答えをいただ

きたいと思います。

　次に、災害対策の問題です。先ほど消

防関係の高規格救急車だとか、ポンプ車

とかにかわる補助金の問題、質問いたし

ましたけれども、それとは別に平成１７

年度ハザードマップの作成から配付、そ

れと防災推進計画の策定だとか、地域防

災計画の見直しなど、基本的な行政とし

ての方向を決める大事な年にもなります

し、その辺のちょっと詳しい中身をぜひ

教えていただきたいと。

　それと、特にハザードマップについて

は、住民参加をいかに進めていくのかと

いう視点を忘れないで、生かしていただ

きたいと。委託にするにしても、こうい
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う洪水が発生したと、これによって、こ

の地域はこういう状態になりますよと、

水の高さはこうですよと、いろいろ想定

しますよね。その場合に、その地域の方

はどういう動線で避難所に行くのかとい

うことになろうかと思うんですけども、

要は地域の方がその地域をよく知ってい

るわけですから、一定、策定するにして

も最終的なまとめは、最低、マップの作

成についてはそういう住民参画を貫いて、

取り組んでいただくということが大事だ

と思いますので、その点の問題も含めて、

ご答弁をいただきたいと。

　次に、土地開発公社健全化の問題です。

平成１３年度決算見込みが立った、財源

不足の試算値の資料の中で、５年間で健

全化を行うということで進めるというこ

とでありました。５年後というのは平成

１７年度になります。試算値の場合は平

成１７年度２億８，３００万を組んで、

これで健全化完了だということで出発を

したわけでありますけども、今回、正雀

の分だとか、幾つかありますけども、こ

の５年間経過した中での公社の健全化計

画達成度、これについてわかりやすく説

明をいただければと思います。

　次は、三位一体の関係です。これは、

本会議でも論議された、特に平成１９年

以降の財政見通しとの関係が深くかかわっ

てくるだろうと思いますけども、この前、

総務常任委員協議会でも説明がありまし

た。本市の影響額、平成１６年度と平成

１７年度当初のわかっている分ですね。

合計しますと税源移譲、国庫補助負担金

の削減、それと地方交付税と臨時財政対

策債、これ含めますと、マイナス１１億

４，５００万円、こういう計算になるわ

けですね。大きく影響を受けると、確か

に昨年からの地方六団体の頑張りで、基

本的には新年度は前年度並みということ

で、確保することができましたけれども、

今後の市の財政運営から見ても、いろい

ろ注視もし、それも組み入れた見通しも

立てていくということで大事な問題含ん

でいます。

　そこで、いろんなペンディングの問題

もあります。地方交付税についても、平

成１７年度については総額は確保された

ということはありますけども、実際は影

響出てくると、地方自治体の中身になり

ますけども、結果として国庫補助負担金

の削減と移譲の関係で見れば、３兆円程

度の補助負担金を廃止縮小しますと、平

成１７、１８で。税源移譲をおおむね３

兆円規模を目指すというのが、今の到達

状況、国の段階で。しかし未決着も２つ

残っています。１つは、３兆円の税源移

譲というところの中で、８割は決まって

いますけども、残り約２割、６，０００

億が決まっていないと。対象は決まって

います。その生活保護費、母子家庭の児

童扶養手当、公立文教施設の建設国債関

係など、これは中身は指定して具体的に

どうするか決まっていないという話です。

　もう一つは、今は市町村に関係ありま

せんけれども、先生方のいわゆる給料、

これについてどうするかと。縮減規模は

８，５００億と決まっていますけども、

これは合意に至らずと、２つの問題が残っ

ています。

　とりわけ、生活保護で計算しますと、

今４分の３が国の補助であります。これ

は３分の２になった場合には１億５，０

００万円の影響が出てきます。２分の１

になりますと４億４，０００万影響が出

ます。大変な影響を受けるわけですね。

そういう不透明な部分もあるわけであり

ますけれども、こういうこれからの財政

運営に大きな影響を与える、この三位一

体問題について、僕の方の説明が悪いか
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もわかりませんけれども、どう受けとめ

ておられるのか。お答えをいただきたい。

　最後に、今後の財政見通しと市政運営

の基本の問題について、財政分野からご

質問したいと思います。

　代表質問の答弁の中では、平成１９年

度、約１１億の赤字が出ますと、公債費

のピークが平成１７年度と、平成１９年

度は公債費は普通会計ベースですかね、

約４１億円程になると。平成１８年度は

実質償還額７億円減少すると。結果とし

て平成２３年度より多額の財政支出がな

い限り、状況は好転していくと。当面、

平成１６年度の決算が出た時点で、平成

２０年までの試算値を出されるというこ

とでありました。

　私がお聞きしたいのは、去年出された

１８事業ありますわね。その中で出され

ている市の負担もたくさんあります。

　そういう中で、代表質問の中では吹田

操車場跡地も、今年度始まったら５年後

から自治体施設として、財政的な影響を

受けるとか、南千里丘についても始まっ

たら５年後ということで、これも２３年

以降だとか、そういう発言もされていま

す。

　先ほど皆さんがおっしゃっている多額

の財政支出がない限りという、見ますと、

今でも決めている市民生活に必要な１８

事業、いろんな中身がありますけれども、

最低やるべき課題についても結構多額の

費用が要るわけです。それをやりながら、

将来的な摂津まちづくりをきちんと進め

ていくということになりますけども、こ

の１８事業、その中でも特に必要なもの

について絞ったとしても、大変な費用が

かかると、これでも大変なのに、簡単に

吹操跡地だとか、南千里丘の問題につい

ても、２３年度以降、云々ということで、

いろんな財政支出しながら、進めていこ

うということで、今考えておられるとい

うふうな今の到達だと思うんです。

　そこで、多額の財政支出の限度がどの

ぐらいになるのかという問題です。１８

事業の中で、やらなきゃならない最低の

問題の中で、これをやった場合に、そん

な余裕あるのかという問題ですね。

　この辺が、１点目としてわかりやすく

説明をいただきたいと。

　もう１つは、職員数適正化計画にのっ

とってみますと、平成１９年度から２０

年、２１年、２２年度、大変な退職手当

が出てまいります。平成１９年度に実質

収支が１１億円の赤字になりますと、翌

年度の１９年度から退職手当がごっつい

ふえてくるということになります。

　平成１３年度の決算後に出された試算

値でいきますと、退職手当だけ見ますと、

大分状況は変っていますけれども、平成

１７年度は４億６，０００万円で見てい

まして、１８年度が９億７，４００万、

１９年度から１５億円台、１４億円、２

０億円、１９億円、２３年度で９億円に

戻るという、こういう数字が示されてい

るわけですけども、それだけ１９年度か

ら新たな問題として、この退職手当が増

額していくと、こういう絡みも含めて、

この２２年、２３年以降、どんな見通し

を持っているのか。ちょっとわかるよう

に説明いただきたいと思います。

　もう一点は、地域再生事業債に係る問

題です。摂津市がこの対象になるのかど

うか、私もわかりませんけども、地方交

付税の削減だとか、自治体での財政の中

で、地方単独事業が進められないという

ことで、一般財源で賄われた分を、地域

再生事業債という項目で、自治体の判断

で国の許可に基づいて組みますよという

ことになってきています。

　当然、これを活用するかどうかの観点
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は、単独事業に組んだ場合に、それに使

う一般財源を市民の暮らしを守るための

施策に使うとか、福祉に使うとか、そう

いうことの中で、どうしても必要な単独

事業になった場合に、その場合に活用す

るという視点も僕はありだと思っていま

す。そういう点で、摂津市が、この地域

再生事業債のかかわり、対象になるのか

どうか。またこの問題について、現在は

どういう受けとめをされているのか。お

尋ねいたします。

○三好委員長　答弁を受けたいと思いま

すが、今の野口委員の質問の中で、２点、

建設常任委員会の所管にかかわる分があ

りまして、１点につきましてはバリアフ

リーの市債発行の部分が、建設事業費ま

での立ち入っての答弁は控えていただき

たいというふうに思います。

　それから、４１ページの公営住宅の家

賃対策補助のうちの、この質問は三位一

体にかかわる部分で答弁をお願いしたい

と思いますので、質問者もよろしくお願

いしたいと思います。

　答弁受けたいと思います。中井参事。

○中井総務部参事　それでは、平成１７

年度の市民税歳入についての見方につい

てご説明を申し上げます。

　現在の経済状況につきましては、企業

収益は大幅に改善しており、景気の動き

は民間需要中心の回復が続いているとこ

ろでございます。

　こうした状況が１７年度も引き続き堅

調に推移するものと見込んでおります。

しかしながら、市税歳入の基幹となりま

す個人市民税につきましては、税制改正

による配偶者特別控除の上乗せ部分の廃

止により、９，０００万円の増収、また

生計を同一にする妻の均等割非課税措置

の廃止により、７００万円の増収が見込

まれますものの、一方、減収となる主な

ものといたしましては、給与所得者の給

与総収入額が６年連続して減少しており

ますことから、給与所得者につきまして

は、平成１７年度も対前年度比を９９％

と見込み、６，５００万円の減収、また

少子高齢化の進展に伴い、納税義務者の

減少により３，５００万円の減収を見込

まざるを得ない状況がございます。

　こうした要因によりまして、個人市民

税につきましては、対前年度１，７００

万円減の３２億６，３８０万円を計上さ

せていただいております。

　なお、定率減税の縮減の実施時期につ

きましては、所得税は１７年分の申告か

らでございまして、市民税につきまして

は、平成１８年度からということで、現

在４万円を限度に個人市民税の所得割税

額の１５％を税額から控除しております

が、これを２分の１に縮減し、２万円を

限度に個人市民税の所得割税額の７．５

％を税額から控除するものでございます。

　この影響額につきましては、１７年度

が減収３億６，０００万円の影響がござ

います。１８年度このまま同じような状

況が続きますと、その半分ということで、

１億８，０００万円の影響ということに

なろうかと思います。

　それから、もう一方の法人市民税につ

きましては、１号法人の企業業績が大幅

に回復したことによりまして、１６年度

に引き続き、主要企業の好決算が見込ま

れますことから、１６年度の決算見込み

額に加え、企業のリストラ等による大幅

な特別損失の計上による減収もないこと

が見込めることと、それから、また主要

企業において、昨年の猛暑による好決算

が期待されますことから、４億１，８０

０万円増の２２億７，６６０万円を見込

んでおるところでございます。

○三好委員長　次に、宮部課長。
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○宮部固定資産税課長　平成１７年度固

定資産税の現年課税分が２億９，２００

万円の減少となったことについて、ご説

明申し上げます。

　土地につきましては、地価下落を反映

した時点修正によりまして、宅地の総評

価額が７％程度下落することに伴いまし

て、前年度予算マイナス５．８％、２億

６，８００万円の減収となり、４３億４，

１００万円、家屋は評価替え年度ではご

ざいませんので、滅失分と、新増築分の

差額分の増によりまして、対前年予算３．

４％増、８，３００万円の増収で２５億

５００万円、償却資産にありましては、

景気停滞による新規設備投資の手控え、

減価償却増によりまして、対前年度予算

５．３％減、１億７００万円の減収とし

て、１８億９，６００万円、合計で対前

年度予算３．２％減、２億９，２００万

円の減収として８７億４，２００万円の

予算を計上いたしました。

　土地の現行税制では、評価額が下落い

たしましても評価額に対して税の負担割

合を示します負担水準によりまして、課

税標準が決定されております。この負担

水準が低い土地にありましては引き上げ、

平均的な土地にありましては据え置き、

高い土地にありましては引き下げるとい

う負担調整措置が講じられております。

　平成６年度の地価公示価格の７割評価

以来、平成１３年度までは負担水準の低

い土地が多かったことによりまして、評

価額が下がりましても税収が伸びてまい

りました。しかし、負担調整措置により、

各土地の負担水準が上昇してまいりまし

たこと、また平成１４年度に商業地等の

課税標準額の上限が評価額の７０％に法

定化されたことによりまして、現在据え

置き土地や引き下げ土地の割合が増加い

たしております。

　特に税収の８割程度を占めます商業地

等につきましては、その引き下げ土地の

割合が平成１２年度には０．２％とほと

んど皆無でございましたが、平成１６年

度には６６％、平成１７年度には７６％

に達する見込みでございます。

　逆に引き上げ土地につきましては、平

成１２年度に７２．３％であったものが、

平成１６年度には０．１％、平成１７年

度には０．１％以下になる見込みでござ

います。

　このような土地が増加すればするほど

地価の下落がダイレクトに課税標準額の

下落、すなわち税収減につながり、対前

年度２億６，８００万円の減となったも

のでございます。

　ちなみに、その他の土地の負担水準の

割合でございますが、平成１７年度にお

きましては、小規模住宅用地につきまし

ては、引き下げ土地が１３．５％、据え

置き土地が８６％、引き上げ土地が０．

５％、商業地等につきましては引き下げ

土地が７６％、据え置き土地が２４％、

引き上げ土地が先ほど申しましたように

０．１％以下となっております。

　全体では、引き下げ土地が５１．１％、

据え置き土地が４８．６％、引き上げ土

地が０．２％となっております。

○三好委員長　浜崎次長。

○浜崎消防本部次長　先ほどの国庫補助

金の関係でございます。委員、ご存じの

とおり、平成１６年度に高規格救急車の

方、国庫補助金が不採択になりました。

これにつきましては、三位一体改革の影

響をもろに受けたものでございます。

　引き続きまして、本年度はどうだとい

うご質問でございますが、先日、平成１

７年２月１４日の都道府県指定都市消防

財政担当係長会議の結果につきまして情

報提供があり、その中で、今後の補助金
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につきましては、市町村消防施設整備補

助金はすべて廃止になりました。という

ことで、今後市町村に係ります整備の補

助金に関しましては、設備の補助金に関

しましては、廃止ということです。

　しかしながら、平成１８年度、この中

でちょっとうたわれていますのは、平成

１７年度はそれなんですけども、平成１

８年度以降は緊急援助隊以外はすべて廃

止という、一番新しい情報を得ています。

○三好委員長　北居課長。

○北居警備第１課長　消防署所管の救急

振興財団からの助成金についてでござい

ます。

　救急体制強化のための資機材導入に係

る助成事業でありまして、実施主体は財

団法人救急振興財団であります。本市に

おきましては、平成１６年６月に助成金

の要望書を提出しておりまして、同７月

に助成金決定通知書をいただきました。

対象資機材は、自動体外式除細動器で、

高度救命資機材の１つでございます。助

成額は基準額１９３万７，０００円の３

分の２の１２９万１，０００円でござい

ます。

○三好委員長　寺本参事。

○寺本総務防災課参事　４１ページの消

防費国庫補助金に係るご質問でございま

すが、住民等のまちづくり活動支援補助

金３６７万２，０００円については、ど

ういうものかというご質問でございます

けれども、これにつきましては、平成１

７年度に作成を予定いたしております、

洪水ハザードマップに係る国庫補助金で

ございます。補助率につきましては、３

分の１となっております。

　次に、洪水ハザードマップ、東南海・

南海地震防災対策推進計画、また地域防

災計画の詳しい中身と住民参加をどう進

めていくのかというご質問でございます

けども、淀川や安威川などを抱えます本

市におきましては、洪水の危険性や避難

方法等の情報をよりわかりやすく住民に

周知するために、洪水ハザードマップを

作成いたします。これは、洪水が起こっ

た場合、洪水予測図に避難場所や避難経

路を書き込んだものでございます。

　また、東南海・南海地震に係る防災対

策推進計画の作成もいたします。これは、

今世紀前半にも起こる確率が高いと言わ

れております東南海・南海地震に係るも

のでございます。作成に当たりましては、

専門の業者の意見も取り入れながら、進

めてまいる予定をしております。

　洪水ハザードマップ及び防災対策推進

計画の作成をもとに、地域防災計画の改

訂につきましても段階的に進めてまいる

予定をしております。

　これらを有効に活用するためには、今、

ご指摘いただきましたように、住民の参

加をいかに進めていくかが重要ではない

かと思っております。作成段階から、作

成以後も市民に防災意識の向上のための

一助とするものでなければならないと認

識しております。これらの作成に当たり

ましては、地域の実情は地域住民の方が

一番よくご存じでありますので、自主防

災組織や自治会組織などの協力をいただ

きながら、負担にならない程度で参加を

促し、作成後の配布方法などを検討しな

がら、出前講座や自主防災訓練時などで

活用してまいりたいと考えておるところ

でございます。

○三好委員長　堤参事。

○堤財政課参事　それでは、私の方から

地方消費税交付金の件に関しまして、２

点目として市債のうちバリアフリーの関

係につきまして、３点目として公営住宅

家賃対策補助金につきまして、公社健全

化につきまして、もう一点、地域再生事
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業債につきまして、５点ご説明させてい

ただきたいと思います。

　まず、中小企業に対する特例措置であ

る事業者の免税点が、課税売り上げ高が

３，０００万以下となっておるものを１

６年４月１日以降に開始する課税期間か

ら１，０００万円以下に引き上げること

となりました。その影響額ということで

ございますが、地方消費税の交付の仕組

みといたしましては、まず国が消費税と

地方消費税を合わせて徴収し、都道府県

にそれを納付し、それを都道府県が市町

村に人口と事業所、統計事業者数に応じ

て交付するという仕組みになっておりま

す。

　そこで、先ほど申し上げました１５年

度の税制改正において、かかる改正がな

されたわけでございますが、その当時の

増減収見込額を見てみますと、中小企業

者に対する特例の見直しによる増収額は

平年度で５，０４０億円となっておりま

した。これに対して、地方消費税は、そ

の２５％の１，２６０億円となります。

　本年度の本市の地方消費税交付金の予

算額から勘案いたしますと、この特例見

直しによる増収額は４，８７７万と推定

されるものでございます。

　なお、委員のご指摘のように、１７年

度６，０００億という試算とのことでご

ざいますが、６，０００億で試算いたし

ますと、地方消費税は１，５００億円と

なりまして、本市の予算に占める割合か

ら求めますと約５，８００万円程度にな

るものと推定しております。

　次に、市債のうち、バリアフリーの関

係でございますが、バリアフリーにつき

ましては、１８事業と申されましたが、

一応最優先課題ではないかと考えており

ます。

　１１億円の事業費のうちの３分の１、

約３億７，０００万円について、３年間

で負担をしていくということでございま

すが、当初、設置補助金という性格から、

当初起債はできないものではないかとい

う見込みをいたしておりましたが、その

後、府との協議を原課の方で重ねていた

だきまして、一般事業債として７５％の

起債の充当ができるということが判明い

たしましたので、５，０００万に対して

７５％、３，７５０万円の地方債を計上

させていただいた次第でございます。

　次に、公営住宅家賃対策補助金のうち、

三位一体の改革における影響ということ

でございますが、こちらの方も三位一体

の改革につきましては、かなり不明な点

も多うございますが、こちらの方として

は一般財源化予定の補助金の中に、メニュー

がございましたので、原課の方を通じま

して大阪府に何度もこういう問い合わせ

をさせていただいております。

　現段階では、予算書のとおり交付され

るものと見込んでおりますが、建設事業

費の取り扱いにつきましては、過日の総

務常任委員協議会でもご説明申し上げま

したとおり、まだまだ不明な点も多く、

現在のところお答えができるような状況

ではございませんので、よろしくお願い

申し上げます。

　続きまして、４点目の公社の健全化で

ございます。土地開発公社の経営の健全

化対策ということで、総務省の方から通

知を受けまして、１３年度から１７年度

までの５年間取り組んでまいりました。

達成度ということでございますが、まず

土地開発公社の健全化計画における目標

といたしましては、設立出資団体の債務

保証、損失補償に係る土地の年度末簿価

総額を標準財政規模の２５％以下にする

ということがまずございます。

　この点については、既に１３年度末に
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達成をしておりまして、今後、標準財政

規模が下がるという見込みもございます

けれども、それでも十分達成はできると

見込んでおります。

　次に、２点目ですが、取得後５年以上

の長期保有土地に係る土地の年度末簿価

総額の標準財政規模に対する割合を０．

１以下、または１１年度末の値から０．

１以上引き下げるという目標がございま

す。

　本市の場合は、長期保有土地がほとん

どでございますので、こちらについては

０．１以下に引き下げることは非常に難

しいものでございますので、１１年度の

値から０．１以上引き下げるということ

を目標として掲げました。この点につき

ましては、先ほど１７年度当初２億数千

万が今回は１億数千万になっているとい

うご指摘を受けましたが、この点に関し

ましては、当初計画をしておりました当

時に比べまして、１３年度から１７年度

まで毎年一応２，０００万円の新規取得

というものを健全化において計画上は計

上しておりましたが、これらの新規取得

を期間中全く実行しなかったことや、あ

るいは金利低下によりまして、約２億円

程度の差が出ております。

　それで、当初１７年度につきましては、

別府公園用地の買い取りの予定でござい

ましたが、１６年度は別府公園用地、１

７年度は今回計上しております正雀自転

車用駐車場用地と教育用地を計上してお

りましたが、今申し上げたようなことで、

約２億円ほど減少をしておりますので、

別府公園用地につきましては、今後まだ

事業化の予定が当分ないということで、

まず１７年度予定の教育用地を１６年度

に買い戻し、１７年度に予定どおりの正

雀自転車場駐車場用地を買い戻しをする

ということで、大阪府とも協議し、了承

をいただいたものでございます。

　あと３点ほど目標がございまして、供

用開始済土地の解消ということがござい

ました。こちらにつきましては、１５年

度、鳥飼西ゲートボール場の買い戻しに

より、これは達成をいたしております。

その他、２点ほどございますが、こちら

の方は当初からそういう例えば土地売却

未収金がないこと、あるいは用途不明確

土地がないことということになっており

ますが、そちらの方につきましては、明

確にし、土地売却未収入金もございませ

んので、こちらの方は達成しております

ので、２点目のものだけがかなり厳しい

状況ではございますが、大阪府の了解も

いただき、１７年度でうまく計画をほぼ

達成できる見込みとなっております。

　ただ、また１６年の１２月にまた国か

ら新たな健全化計画を策定するようにと

いう通知がございました。それにつきま

しては、本市の場合は、１７年度まで計

画を策定済みでございますので、改めて

１７年度中にまた計画を策定するという

ことになっておりますので、よろしくお

願いいたします。

　それから、地域再生事業債についてで

ございますが、対象になるのかどうかと

いうことでございますが、地域再生事業

債と申しますのは、地方財政計画の投資

単独の対前年比を勘案して定める額を上

回って事業を実施する団体か、全国の標

準的な投資規模を勘案して定める額を上

回って事業を実施する団体のいずれかの

団体が発行できるものでございます。

　１６年度につきましては、本市には資

格がございませんでしたが、１７年度に

つきましては、先ほど申し上げた条件の

前半の方につきまして、若干の可能見込

額が生じております。

　ただし、現在のところは可能見込み額
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ということでございますので、明らかに

なった時点でまた改めてお示しをしたい

と考えておりますので、よろしくお願い

申し上げます。

○三好委員長　三位一体の今後の財政問

題について、奥村部長。

○奥村総務部長　それでは、三位一体に

ついてどう受けとめておるのか、あるい

は今後の財政見通しどうなのかというこ

とについて、私の方からご答弁申し上げ

ます。

　過日、総務常任委員協議会で説明した

ことと重複するかもわかりませんが、よ

ろしくお願いしたいと思います。

　国庫補助負担金の改革、あるいは税源

移譲、地方交付税の改革、いわゆる三位

一体の改革でございますが、この目的は

地方と国との仕事の分担、あるいは国の

コントロールの解消と言われております。

　国と地方の関係におきまして、最終的

には支出と税源配分の乖離を縮小するも

のと言われております。国民の租税負担

は国３に対しまして、地方２となってお

ります。

　地方交付税やあるいは国庫支出金等の

地方への財源移転によりまして、歳出ベー

スでは、国２に対しまして地方３となっ

ております。このことから国庫補助金制

度の弊害等を払拭し、仕事量に応じた税

源配分にするため、税源移譲をするもの

でございます。三位一体改革によって、

地方財政の自立度を高め、税源移譲する

もので、地方分権を一層推進するもので

ございます。

　このルーツをたどってみますと、平成

５年６月に衆議院並びに参議院で地方分

権の推進に関する決議がなされました。

平成７年５月には地方分権推進法が成立

し、平成１１年には地方分権一括法が成

立、１２年４月１日には地方分権一括法

が施行されました。

　この地方分権一括法の施行によりまし

て、にわかに改革の機運が高まってまい

りました。この改革は地方全体のマクロ

の問題でございまして、個々の団体の利

害得失で議論は当たらないというふうに

思っております。地方団体間での調整は、

地方交付税に期待もされておりまして、

地方六団体の改革案を提示するに当たっ

ては、いろいろ前提条件を国の方に示し

ております。

　平成１６年の６月４日に経済財政運営

と構造改革に関する基本方針２００４、

いわゆる骨太方針２００４が閣議決定な

されました。この中に平成１８年度まで

三位一体の改革の全体像を平成１６年度

秋に明らかにし、年内に決定する。平成

１７年度及び１８年度に行う３兆円程度

の国庫補助負担金改革の工程表、税源移

譲の内容及び交付税改革のない方向を一

体的に盛り込む、そのためには税源移譲

を３兆円規模を目指す。その前提に地方

公共団体に対して具体案を取りまとめる

ように要請し、これを踏まえて検討する

というふうに閣議決定がなされました。

　それ以降、それぞれ地方六団体でいろ

いろ協議を行いました。

　それで、８月２４日に国の方に対しま

して三位一体に関する提言をなされたと

ころでございます。

　この三位一体の提言なんですが、もち

ろん１７年、１８年の補助金の改革もご

ざいますが、全体的に４つの提言がなさ

れております。

　１つは、前提条件がございます。地方

の改革案が適切に実施されるために国と

地方の協議機関を設けてほしい。それか

ら、それぞれ個々の具体的な条件として

税源移譲の一体的な実施や、あるいは確

実な税源移譲、負担転嫁の排除等々、考
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え方が示されました。

　もし、国と地方の協議機関が整わなけ

れば、具体案の提案は撤回しますという

ところまで話が進んでおりました。

　その提言に当たりまして、ちょっと議

事録を紹介したいと思います。地方六団

体が国に対して提言したときに、全国知

事会の会長の梶原会長の方が、こういう

こともおっしゃっておられます。我々６

団体は小異を捨てて大同につくという、

本当に苦しい産みの苦しみを味わいなが

らまとめました。しかも６団体共通案と

してまとめました。これは真の地方分権

改革を今やらなければいけないという強

い思いでまとめたことということを重ね

て申し上げたいと。国会決議や地方分権

一括法で、国と地方で対等だと言われた

が、なかなか現実はそうでもない。この

際、そういう経緯も確認していただいて、

この改革案を真摯に受けとめていただき

たいと思う。

　私たちは真摯に受けとめて、ボールを

投げ返すということをしたわけですから、

政府、国側もそれを真摯に受けとめてい

ただきたいというようなこともおっしゃっ

ておられます。

　この具体の分で、それぞれ提案された

んですが、その中に先ほど言いました前

提条件もあわせて、全体像も示されてお

ります。地方分権推進のための三位一体

の改革として、１８年度までは第１期の

改革、１９年から２１年までは第２期の

改革ということで、全体像を示されてお

ります。

　国から地方への税源移譲、トータルで

ございますが、８兆円程度、国庫補助負

担金の見直しとしまして、９兆円程度の

減額、この差１兆円ございます。

　この差額については、地方公共団体の

創意と工夫により、一層の行財政の効率

化、合理化を推進して、行財政努力によっ

て対応するというふうにされております。

　今回、それぞれ提言がなされまして、

平成１８年度まで、３兆円足らずの金額

が提示されておりますが、これは地方六

団体の９兆円の補助金削減からいきます

と、大体３合目程度ということになって

おります。これからが非常に本格的な議

論というふうになっております。

　先ほど野口委員の方から、それぞれ残

されている課題も指摘ございました。生

活保護及び児童扶養手当に関する国庫負

担金の改革、公立文教施設整備費等建設

国債対象経費である施設費の取り扱い、

義務教育関係経費において費用負担につ

いて、教育水準の維持・向上を含む義務

教育のあり方について幅広く検討、平成

１７年秋までに中央教育審議会の結論を

得るというふうになっておりますが、そ

れぞれ１７年に持ち越している課題も多

いというふうに聞いております。

　いずれにいたしましても、この地方六

団体の要望でございます。最終的には地

方分権ができるかどうか。この三位一体

の改革に大きくかかわっているというふ

うに認識しております。

　次の、今後の財政見通しでございます

が、議会本会議のところでそれぞれ答弁

をさせていただいております。

　平成１７年の当初予算で、それぞれ不

足額を基金の繰入金で補てんをしており

ます。ご承知のように、合計２６億９，

７００万円ほどの基金からの繰り入れを

して、収支合わせております。

　この結果、財政調整基金ほか４基金の

主要な基金残高でございますが、今回補

正４号で、それぞれ基金の積立を１億２，

７００万ほど財政調整基金にしておりま

す。

　その結果、平成１７年度当初の２６億
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９，０００万円を取り崩しますと、平成

１７年度では１２億４，６３７万程度に

なろうかと思っています。ただ、この１

２億ですが、平成１６年から公共下水道

事業特別会計で、資本費平準化債を発行

しております。平成１６年の当初予算で

８億８，６００万円、平成１７年、今回

の当初予算でも９億７，２７０万円を発

行予定しております。合計しますと、１

８億５，８８０万円、もしこの資本費平

準化債の発行がなければ、先ほど言いま

した１２億強の基金残高はなくて、むし

ろ６億円の赤字というふうになっていた

というふうに認識しております。

　市債発行での一時しのぎではございま

すが、それぞれそういう手を使いながら

赤字を出さないというふうに財政の方で

は考えております。

　先ほど言いました公債費のピーク、そ

れから退職金のピーク、これを過ぎます

と一定落ち着くというふうに思っており

ますが、ここ五、六年が非常に厳しい状

況が続くものと思っております。

　その後は一定の落ち着きがあるんです

けれども、この機会に収支均衡は崩れて

しまうというふうに思っています。多少

の赤字決算は計上することがあっても、

再建団体の水準に達しないような、そう

いう財政運営も現実求められるのではな

いかというふうに思っております。

　ちなみに平成１６年の標準財政規模は

１７０億８，６００万円でございます。

その２０％になりますと、３４億５，７

００万円、この数字を超えますと赤字再

建団体というふうになります。

　ちょっと乱暴な議論でございますが、

収支均衡、もちろんとることが必要、大

切というふうには認識しております。し

かし、実際に公債費のピーク、それから

退職金のピークで収支は均衡、必ずや一、

二年のうちには崩れてくるのではないか

というふうに思っております。

　そうさせないためにも、やはり先ほど

言いました平準化債とそういう手立てを

しましたけれども、他に手立てがないの

かどうか。今後、検討していきたいとい

うふうに思っております。

○三好委員長　藤原課長。

○藤原人権同和対策課長　名称につきま

してですけども、名称については、機構

改革の中で提案していこうと思っており

ます。特措法、いわゆる平成１４年３月

末をもって法期限を迎えました地対財特

法についてでありますが、これを受けて

府の同和対策審議会におきまして、答申

が出ております。その中では、教育労働

の課題が残されているとともに、府民の

差別意識の解消が十分進んでおらず、同

和問題が解決されたとは言えない状況で

あるというふうな指摘がございます。

　それを受けて、大阪府は２００５年に

府民意識調査というのを実施するという

ふうに聞いております。府民７，０００

サンプルをこの秋以降に実施するという

ふうに聞いております。項目については、

まだ明らかになっておりませんが、項目

については市町村も含めて検討していき

たいというふうな提案を受けております。

　人権協会ですが、（仮称）摂津市人権

協会というのを、この新年度予算で立ち

上げていただきたい。要するに改組して

立ち上げていただきたい。あくまでも仮

称でありますが、というような要望を市

がしております。

　これは、いわゆる行政と市民組織との

協働、ともに働く、協力しながら働くと

いう意味でありまして、なぜかと言えば、

現在の人権協はいろんな活動、人権を中

心にしていろんな活動をしているのです

が、その中で、加盟団体が非常に多いと。
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地域ですごく地域密着型の団体であると

いうことで、何とか今までの啓発プラス

相談事業を担っていただいて、市民の人

権に対する自立支援、そういうのもやっ

ていただきたいということでお願いして

おります。

　それと、「あたらしい憲法のはなし」

でありますが、これは昭和２５年１２月

に当時の文部省が中学社会科１年生用に

発行したものだというふうに思います。

　過日の代表質問におきまして、出まし

た折りに、教育委員会、学校教育課の方

にこういう冊子が過去に配られたよとい

うことで、話を持っていっております。

その後はまだ話をしておりません。

　それと戦後６０年、被爆６０年の取り

組みでありますが、それも本会議の方で

お答えしましたように、平成１７年度は

平和月間というのを例年開催しているの

ですけれども、その中で広島の平和記念

資料館なり、長崎の原爆資料館から写真

とかあるいはポスターを取り寄せて、展

示をしていきたいというふうに考えてお

ります。

○三好委員長　寺西参事。

○寺西市長公室参事　男女共同参画社会

の実現に向けてということで、第２期女

性プランを平成１４年から平成１８年度

までの５か年計画というふうなことで、

今実施しております。プランの中で、男

女共同参画の促進ということで、各種審

議会や委員会への女性の参画目標として

３０％と定めまして、女性の参画推進を

お願いしてきたところでございます。

　平成１４年４月１日時点で、２５．３

％、１５年４月１日時点で２９．４％、

１６年４月１日で、２７．６％というふ

うなことになっておりまして、若干では

ございますが、３０％に近づいていると

いう状況でございます。

　その他、プランの中に基本課題として、

６項目ございますが、数字としてあらわ

れているのは、この審議会等の女性委員

の割合というふうなことだけでございま

して、ほかの分野につきましては数字と

してあらわれているというふうなことで

はございません。しかし、徐々にですが、

一応市民意識の中に男女共同参画の促進

をしていかなければならないというふう

なことで、啓発についても市の方でやっ

ておるところでございます。

　広報紙の方で人権シリーズというコー

ナーに、今、２か月に１度、女性政策に

かかわる記事を掲載しております。それ

と、市役所の職員に対する啓発というこ

とで、女性問題を身近に理解していだく

ために、毎月１回、女性政策課から女性

政策レターを発行させていただいておる

ところでございます。

　もう一点、最近問題になっております

ドメスティックバイオレンスでございま

すが、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律ということで、平

成１３年の１０月に施行されております。

この分が昨年、平成１６年の１２月に改

正されておりまして、本市におきまして

も平成１５年１１月にＤＶ防止ネットワー

ク会議を設置しております。

　構成機関といたしましては、摂津市医

師会をはじめ、吹田子ども家庭センター、

茨木保健所、摂津警察署、摂津市民生児

童委員協議会、民間シェルター、女性セ

ンター、それと役所の中で関係する各課

にも入っていただく中でネットワークを

組み、連携を図っておるところでござい

ます。

　続きまして、男女共同参画に関する条

例についてというふうなことでございま

すが、先ほど委員の方からもございまし

たように、現在、大阪府下で６市、大阪
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市、堺市、豊中市、吹田市、池田市、東

大阪市の以上６市と大阪府が条例制定を

されております。

　男女共同参画社会の実現につきまして

は、行政のみの努力で実現できるもので

はございません。市民、事業者も含めた

すべての人がさまざまな分野で日常的に

取り組みを進めることが不可欠となって

まいります。条例を制定することは市の

基本的な施策や、市民事業者の責務を明

確にし、市民、事業者と共同して積極的

に取り組んでいくための共通基盤をつく

るものであるというふうに考えておりま

す。

　今後、条例制定につきましては、現女

性プランの推進状況を勘案しながら、果

たして今、条例制定する状況にあるのか

どうか、女性政策市民懇話会委員をはじ

め、いろんな立場の方にご意見をいただ

く中、摂津市に合った条例制定に向け、

慎重に検討してまいりたいというふうに

考えております。

○三好委員長　中岡参事。

○中岡市長公室参事　退職手当の見通し

のご質問と思うんですけれども、委員ご

指摘のように、１９年から２２年にかけ

ては金額でいいますと大体２００名ぐら

いやめますので、６０億ぐらいが必要と

思っています。

　その間、早期退職等もやっております

けれども、平成１６年度に早期退職した

分でいいますと、約１１名の応募があっ

たんですけれども、その中でいいますと

団塊の世代の退職者が多いということで、

うちの方で試算いたしますと、この方の

分で大体１年間に約６，２００万円の財

源の削減になります。勧奨退職で上乗せ

で支給した分が約３，７００万円でござ

います。あともしその方の分をすべて新

規で採用したといたしましても、２億４，

０００万ほどの減額になりますので、差

し引きいたしましても、約２億１，００

０万円の効果が上がっております。

　それとあと退職金の支出の分までも含

めますと、約６年ぐらいすれば、十分そ

の分のもとはとれるような効果が上がる

と思っております。

　それから、その後ですけれども、平成

２３年から２５年にかけましても、大体

２５名から３０名ぐらいの退職者がおり

ます。その分につきましては、大体３０

名といたしまして、年間９億円ほどかか

るんですけれども、その分２５年までで

約２７億ほどを見込んでおります。

　今回、１６年度で行いました希望退職、

これを１７年度、１８年度続けることに

よって、もし応募者が出てくれば、その

効果もまた上がっていくんではないかと

思っております。

○三好委員長　暫時休憩します。

　　（午前１１時５８分　休憩）

　　（午後　１時　　　　再開）

○三好委員長　再開します。

　野口委員。

○野口委員　２回目ちょっと絞って質問

させていただきます。

　再質問の最初は、人権にかかわる問題

です。名称問題については、機構改革の

中で提案していきたいという答弁であり

まして、これ毎回、毎回お尋ねしておっ

て、そのときは次年度から直しますよと

いう感じのご答弁だったんだけども、そ

ういう答弁もあれば、検討しますという

答弁もあれば、いろんなことの繰り返し

ですけれども、先ほどもいろんな情勢問

題をお話しましたけれども、少なくとも

部落解放同盟に偏ったやり方に追従する

としても、名前ぐらいはなくなっている

わけですね、ほとんどのところは。幾つ

かは残っていますけれども、そういう状
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態について、わからないと、法でしめさ

れた指定区域もないのに、多くのところ

で同和という名前は少なくとも人権に変

えるという流れですわね。何で、この現

状になっているのか、理解できないわけ

です。機構改革いつなんですかね。ぜひ

時期を示して、いつまでやるのか、どう

いう形でこの問題について決着をつける

のか。きちっとご答弁をいただきたいと。

　それと、参事の方からいろいろお話が

ありましたけれども、先ほど僕は大阪市

の例をちょっと申し上げました。行政は

ご承知のとおり税金で運営されています。

　そういうところで、一般の方が見て不

公正な部分が１つとして同和行政なんで

す。今、同和行政と言いませんけれども。

大阪市議会で、うちの議員が取り上げた

のが財政規模違いますけども、１３３億

円の税金を同和事業に使っているという、

その中には僕もびっくりしましたけれど

も、いろんな福祉の分野で、例えば地域

福祉権利擁護事業だとか、小地域ネット

ワーク活動推進事業、障害者ぴあカウン

セラー派遣事業、ケアマネージメントリー

ダー養成研修事業、高齢者引きこもり対

策事業と、こういう一般事業へもぐり込

んで、補助金が出ていると。これが資金

的な保証になって、人権協会として従来

のべったりの行政を進めるという、この

暗礁になっているわけですよね。

　だから、少なくとも名称問題ちゃんと

けりをつけていただいて、府と市町村の

関係もありますから、あからさまには、

対応はしんどいかもわかりませんけれど

も、もっと行政の公正に執行するという

立場で、そういう位置づけで大阪府のさ

まざまな問題については対応すべきだと

いうことで１つ申し上げておきますし、

３つの調査については、この前、大阪府

に確認したら、５年前にやった実態調査

のときには、大阪府が法に違反して、同

和地区とか同和地区出身だとか、人々と

か、こういう言葉を入れてから質問して

いるわけですよ。

　今回もこういうことを入れて、質問す

ることはどうかと問うてもなかなか大阪

府は答えないと、何で同和地区だけの方

に７，０００とおっしゃいましたけれど

も、決めた限定した調査なのか。おかし

いわけですよ。もう法はないんですよ。

本来ならばすべて一般施策に移行して、

今のような状態を一掃すると、その姿が

公正な姿なんですよ。それがそうなって

いないと、そういう意味では、この人権

協会の問題も含めて、３つの調査、実態

把握を大阪府が行って、新たな策動をし

ようと思っているんでしょう。そういう

ところはきちんと見ていただいて、最大

限努力をしていただくということは、お

願いしておきます。

　戦後６０年の取り組みですけども、ちょっ

と答弁わからなかったんですが、代表質

問で事前に「あたらしい憲法のはなし」

の問題について通告していましたけれど

も、答弁なかったんですね。先ほど申し

上げたように、戦後の出発として憲法に

ついて、国民の皆さんに文部省がつくっ

た、この「あたらしい憲法のはなし」を

渡して、二度と戦争はしないとか、含め

て新しい新たな日本を出発したわけです

よね。それのこの出発の文書なんです。

たくさんひらがなで書いています。小中

学生も当然理解できると思います。

　そういう意味では、これをぜひ配布す

る努力をしていただきたいと。そんなに

予算はかかりませんわね。１００万もか

からんと思いますけども、こういう戦後

６０年にふさわしい節目として、こうい

う視点も僕は大事だと思うんですよ。

　本市の平和都市宣言でありますけども、
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宣言文の最初は私たちは憲法で戦争を放

棄し、世界の恒久平和の実現に貢献する

ことを誓っていますと。こういう文章で

宣言文は始まっていますけども。だから

今いろんな動きがありますけども、憲法

の問題について、戦後６０年の歴史につ

いてきちっとその出発について理解して

いただくことから、６０年全体見ていた

だくという趣旨もありますし、ぜひ冊子、

少なくとも子どもたちに配布していただ

きたいと再度強調しますけれども、担当

の方からのご答弁しんどかったら、助役

の方からよろしくお願いいたします。

　男女共同参画の問題については、意識

調査、一般市民１，０００人、自営業に

従事する女性４００人、１，４００人対

象にして調査を行うということでありま

した。この調査の項目について、どんな

項目でするのかというのは、この懇話会

なりで相談されるんでしょうか。される

ならば結構ですけども、丸投げしないで

そういう形をつくっていただきたいとい

うことはお願いしておきます。

　それで、条例制定の問題については、

慎重に検討していきたいというお話があ

りますけれども、先ほど申し上げたよう

に、自治体としての姿勢を示す意味では、

条例が一番妥当な方向でありますし、い

ろんな各市の到達点もありますけれども、

本市としてきちんと条例を制定して、姿

勢を示して、この課題が進むようにお願

いしたいと。

　先ほど、数字が見えない中での大事な

問題いろいろ取り組み状況のお話あった

んですけど、毎日、痛ましい事件が続い

ておりますけれども、お話にあったＤＶ

だとか、女性に対する暴力問題、いろい

ろあるわけで、そういうことも改めて、

条例をつくる方向での中で、きちっと整

理もし、対応していただきたいというこ

とでお願いしておきます。

　災害対策のハザードマップ問題です。

あとの問題、また後からお聞きしますけ

れども。

　１，１００万の予算ということなんで、

予算的には全戸配付はしんどいかと思う

んですが、ようやく、この防災推進計画

の策定だとか、ハザードマップ、地域防

災計画の見直しということで、具体的に

行政としても進めていくわけで、特に災

害対策のある面では出発だというふうに

思います。

　そういう点では、いろんな場面でつくっ

たハザードマップをお渡しするという形

も当然でありますけれども、先ほど答弁

の中では住民参加でつくっていくという

話でありましたし、一緒につくっていっ

た問題については、住民に返していただ

くと、災害発生した場合にはそれを活用

して、早急に避難をし、災害を少なくし

ていくということになっていくだろうと

思いますので、補正を組んでまでも全戸

配付まで、まとまったマップについては

していただきたいということで、お願い

したいと思うんですけれども、一言見通

しについてご答弁いただければお願いし

たいと。

　三位一体と財政の今後の見通しの問題

についてであります。今後の見通しの中

で、１つは国との関係で、三位一体の影

響はどのぐらい出るのかということが１

つはあるかと思うんです。

　先ほど三位一体の期限について、部長

の方からご答弁あって、第２期が平成１

９年から２１年ということで、第１期合

わせて８兆円の税源移譲で９兆円の削減

ということであります。

　これに並行して、平成１９年度から地

方財政計画について、地方交付税を数年

間で削減するような手立てが、今、国に
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おいてつくられようとしています。この

２年間で摂津においても、７兆円近くの、

臨時財政対策債も含めればもっとですけ

れども、約１０億円近く、地方交付税の

削減と、臨時財政対策債削減で、そうい

う影響が出ているわけです。これが今申

し上げた数年間で、地方交付税を削減し

ようと考えているということがもし実施

されれば、摂津にとって大きな影響を受

けるということが１つの将来見た財政の

見通しの中で、ペンディングの問題とし

て、僕はあると思うんです。

　財政状況としては、平成１７年度当初

予算ベースで、今年度末、こういう状況

になりました。確かに市債は元利償還が

多いわけですから、どんどん減っていま

して、一般会計、特別会計合わせますと

８３８億円です。市民１人当たり９８万

で初めて１００万円割りました。これで

水道企業債とか、決算では出てくる債務

負担行為が入ってきますけれども、元利

償還金が一般と下水で、これは借り換え

も含んでおりますけれども、初めて１０

０億円超えました。約１１０億ですね。

１日元利償還額は、これも３，０００万

超えまして、３，０１２万という、大変

な借金返済の平成１７年になります。

　そういう中で、今後の見通しを見た場

合、先ほど退職金の問題もお話ありまし

たように、平成１９年から２２年まで、

２００名ほどと、当然早期退職だとかあ

るかもわかりませんけども、それに要す

る費用６０億、平成２３年から２５年、

約単年度９億円で２７億と、これだけで

も８７億かかるわけですね。それと先ほ

ど三位一体の影響を見れば、余り財政的

余裕はないと、その一方で、国の税制改

正だとか、小泉内閣になって、今月で丸

４年たとうとしていますけども、一般の

新聞が新年度予算に対して、本格増税路

線という、大体言葉は違いますけれども、

増税路線という新年度予算に対する表題

をつけたわけです。

　この状態では、このままでは、平成９

年の橋本内閣のときに消費税を３％、５

％、医療費を２兆円の負担、合わせて９

兆円の単年度負担を押しつけましたけど

も、あのときを超える日本経済に対する

影響、国民生活に対する影響を与えるの

ではないかという、そういうことを私ど

もの国会議員団としては国会でも、もん

できました。

　その内訳としまして、９７年度、平成

９年のときには、大企業収益もふえてい

ました。企業収益も。一方で、国民の収

益もどんどんふえておったんです。そう

いう中で９兆円の負担を被せた結果、冷

え込んだんです。今度は、今どういう状

態かといいますと、９７年の橋本内閣当

時に比べまして、資本金１０億円以上の

企業収益は年間で６兆円です。ふえてい

るんです、年間単位で。

　一方、従業員給与、サラリーマンの給

与は４．５兆円マイナスということです。

こういう状態の中で、定率減税の半減縮

小だとか、さまざまな負担増計画が出さ

れようとしていますけども、その中で影

響を受ける高齢者、国民の暮らしを見た

場合に、これからの財政見通しとの関係

で、国に原因があるにしても、国民、摂

津の市民も大きな影響を受けるというこ

ともきちんと視野に入れて、市民生活を

守ることと財政再建を行うと、これを姿

勢の基本にすえて、その中で市民合意を

図りながら必要な公共事業を行っていく

と、この原則に立つべきだと思うんです。

　ちなみに、この前資料いただきました

けれども、どのぐらいの負担増になるか

といいますと、例えば１つは夫が６７歳

で年金収入で年間２４０万、妻は６５歳
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で無年金の場合、平成１７年度は所得税、

市民税、介護保険料、国民健康保険料が

総額で２０万６４８円納めるわけですね。

これが来年度、平成１８年になりますと、

定率減税も廃止をされます。

　老年者控除５０万円もなくなります。

年金控除が１４０万から１２０万円に下

がります。こういう所得税を課税する課

税所得が高くなってきますので、これに

よって、同じ項目で比較しますと２９万

２，４１４円になります。

　９万１，７６６円、こういう世帯の方

は、平成１８年度は負担がふえるわけで

す。これ今決まっているだけですよ。こ

れどんどんかぶさってくるわけですから。

　もう一つ、政府が言っている家計調査、

これ０３年、だから２年前の調査ですけ

れども、勤労調査世帯の平均データで計

算しますと、世帯数は３．４９人、世帯

主の給与年収は５１５万円、配偶者の年

収６４万円、こういう前提で計算します

と、既に小泉内閣によって負担が実施さ

れている分で、小泉内閣になる前に比較

しますと、年間で１０万５，０００円負

担がふえているわけです。

　今、国会に出ている分を含めて、今後

平成１７年度と１８年度で新たに７万３，

０００円ふえるわけです。平成１８年度

から、丸っぽ平年ベースで計算しますと、

年間１８万の負担がこういう世帯ふえま

すので、これを毎月の税込みの収入ベー

スで見ますと３６万の金額になりますけ

れども、毎月の収入額の半分が新たな増

税分として払うと、負担がふえるわけで

す。これだけ国民生活も大変な状態になっ

ていると。これはいろんな機会で、摂津

市の平均所得が少ない問題も含めて、合

わせて上下水道料金は２０トン計算で、

大阪府下３番目高い問題だとか、そうい

う公共料金の問題も含めて申し上げてき

ましたけれども、簡単に言えば先ほど申

し上げた、今後の財政を見た場合に、平

成１９年度はマイナス１１億円だろうと

いうことで、３４億円の赤字再建団体の

ところまでいかないと。しかし２０年度

から大変しんどくなります。いろんな財

政指標を考えておられるかもわかりませ

んけれども、今申し上げた市民生活の実

態が、そうなるんだということをしっか

り視野に入れていただいて、昨年は市長

選挙もありまして、日経新聞の住民サー

ビス番付府下最低という指標をもとにし

て、いろいろ申し上げましたけれども、

そういう指標もあるわけですから、実際

問題、国の政治によって、それだけ負担

がふえるという問題があります。だから、

先ほど申し上げたように、今後の財政見

通しの中で、市民生活を守るということ

はどういうことなのかと、それと国の三

位一体の影響はどのぐらい出てくるのか

と、それに平成１９年から退職手当がど

んどんふえていくことになるわけですけ

ども、１８事業の決めてる中で、最低必

要上たくさんあります。これやるにして

も、そのほかに手を出す余裕は私はない

と思います。

　そういう点で、今申し上げたような、

今後の財政見通しを見ても、何回も申し

上げているような、この財政再建と市民

の暮らしを守るという立場で、改めて財

政を行っていただきたいというふうに思

うわけですけども、今、国の税制改正等々

による負担増の中身の話をしましたけれ

ども、それに対する感想といいますか、

お答えをいただきたいと思います。

○三好委員長　藤原課長。

○藤原人権同和対策課長　まず、名称変

更の件でありますが、私としましては、

次の機構改革において名称変更を目指し

ております。その辺は、私の方では承知
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しておりません。申しわけありません。

　それと、２００５年の府の調査であり

ますが、これについては先ほどご答弁申

し上げましたように、まだ調査項目につ

いて、決まっていないということであり

まして、調査項目については各市町村の

方に項目の提示を行うということであり

ますので、それを待っているというか、

４月以降いつになるかわかりませんけど

も、待っているところであります。

　「あたらしい憲法のはなし」の配付で

ありますが、これにつきましては、先ほ

ど申し上げました平和月間の取り組みの

中で、市と共催であります、世界人権宣

言摂津連絡会議というのがございまして、

そことも相談しながら、配付に向けて検

討していきたいというふうに考えており

ます。

○三好委員長　小野助役。

○小野助役　今、課長の申し上げた中身

で若干補足も含めて答弁させてもらいま

す。

　まず、名称の変更の問題につきまして

は、次の機構改革と申し上げますか、市

としては７月に、通常４月には新規採用

並びに管理職、７月には課長代理以下が

人事異動ありますので、若干ほかの機構

等の問題も持っておりますから、７月に

向けて一定の検討をし、一定の結論を出

したいなという気持ちで思っております。

　ただ、この確かに人権という大きな概

念の方向として、同和問題があるという

ことで、今後は大きく人権の傘のもとと

いうことになると思います。そういった

ことを考え合わせて、機構改革したいと

思っております。

　ただ、野口委員言われているように、

法の終了ということを言われるんですが、

これは財政法上の特別措置が終了したと

いうことでありまして、財政上の特別措

置は終了しております。しかしながら、

その同和問題そのものについては、先ほ

ど藤原課長が言ったとおりでございまし

て、そういったことの中で、すべてがな

くなるということではございませんので、

大きな人権という中身でもって名称は検

討し、一定の整理したいと思っています。

　なお、次の「あたらしい憲法のはなし」

でございますけれども、少し若干読んで

おるんですが、２３年の１０月発行、２

５年に文部省の検査済になっております。

ただ、この今申し上げている世界人権宣

言摂津連絡会議等々との協議と申してお

りますが、やはり市がもしも出すならば、

やはり内部で十分議論をするべきだとい

うふうに思います。

　といいますのは、ここに見ただけでも、

例えば明治欽定憲法が国民に与えられた

ものだと、これが本当にそういうことだ

けで言い切れるのかと。この一言だけと

いうことがありますし、いろんな議論が

出ると思います。

　それから、今度の新しい憲法は、日本

国民が自分でつくったものだと、これは

いろんな議論があります。今、現在、護

憲、改憲、創憲、加憲という形が今出て

おります。私も憲法問題は、これは国政

の場でいろいろ議論をして、国民の代表

である国会議員各位が議論して、それが

審判を受けるということでございますか

ら、それにゆだねようと思っています。

　そういった今の憲法問題が、いろいろ

ある中で、このことを出すことがどうい

う一体８万５，０００人の市を代表する

市役所として、どういうことになるのか

というと、これは十分議論しなければな

らない。確かに、民主主義、国際平和主

義、主権在民主義はこれは異論はないと

ころであると思いますが、このようなと

ころには十分議論していかなくてはいけ
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ないと思っています。

　それから、この国際平和主義の中にも、

日本が自分の国のことばかり考えている

ので、とうとう戦争を始めてしまったと

いうくだりも、これも歴史的な中にもい

ろんな議論があり、これ私は具体的に申

し上げる問題ではございませんが、これ

とていろんな議論がやはりまだ歴史的事

実の中で起こっていることを見ましても、

十分これは慎重に市として出すとするな

らば、十分内部で議論をし、これをいろ

んな批判があっても、この中身を出すと

いうことはすべて正しいんだと。基本的

にこれを容認し、一定の説明責任が出て

まいりますから、これは慎重に扱うもの

であるということで思います。出す出さ

ないは別として、これは十分そういうご

意見も伺いながら、内部で十分議論をす

べきものというふうに今のところ考えて

おります。

○三好委員長　ハザードマップと財政見

通しについては、奥村部長。

○奥村総務部長　ハザードマップについ

て、まずお答えしたいと思います。

　予算額としては、１，００１万７，０

００円を計上しております。その内訳と

して、印刷製本費では、４５８万円を予

定しております。

　先ほど寺本参事の方から言いましたよ

うに、ハザードマップの作成は、これ作

成すれば終わりというふうには考えてお

りません。作成段階から、あるいは作成

以後も市民の防災意識向上のための一助

にしたいというふうに考えております。

行政のひとりよがりになってしまわない

ように、出前講座や、あるいは自主防災

訓練の機会をとらまえて、十分活用して

いきたいと。

　ご指摘のように、全戸配付ということ

をおっしゃっておられましたけれども、

例えば、冊子物とか、あるいはパンフレッ

トものというように、区分けをしながら、

より多く市民の方に配布したいというふ

うに考えております。

　それから、三位一体の改革の影響につ

いてでございますが、今、現在１７年、

１８年と暫定的ではありますが、所得譲

与税、あるいは都道府県レベルでいきま

すと、税源移譲予定特例交付金の処置が

なされております。この処置はあくまで

暫定的でありまして、税制改正の大綱に

よりますと、平成１８年度に税制改正が

行われる予定であります。いわゆるフラッ

ト化のために、個人住民所得割等、それ

から個人所得課税のあり方について、そ

れぞれ役割分担を明確にしながら、さら

には整合的な制度とするために改正がな

される予定と聞いております。

　平成１８年の通常国会で必要な税法の

改正、それから１９年度分の所得税、あ

るいは平成１９年度分の個人住民税から

適用されるというふうに聞いております。

これ、本来は、増税をするのが目的では

なしに、国と府の税源配分でございます

ので、地方六団体が提言しておりますよ

うに、税源移譲に当たっては個人住民の

所得課税全体で増税とならないようにと

いうふうに、国の方に強く要望しており

ます。

　それから、平成１７年１月１８日に地

方六団体、総務大臣が一応会合しており

ます。これは１８年度以降を見据えた会

合になっております。

　大きく要望として上げておりますが、

地方財政計画及び地方交付税について、

平成１８年度交付税は、少なくとも平成

１７年度以上の額を確保すべきであると

いう要望も上げております。

　２点目として地方税でございます。先

ほど言いましたフラット化に伴いまして、
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個人所得課税全体が実質的な増税になら

ないように、適切な調整措置をお願いし

たいということに要望しております。

　３点目としては、国庫補助負担金のス

リム化、交付金化、それから４点目とし

て国の関与、規制に廃止、見直し等を要

望しております。

　今後につきましては、先ほどご答弁申

し上げましたように、全体の８兆円、あ

るいは９兆円の補助金カットの分でいき

ますと、まだまだ３合目、４合目でござ

います。それぞれ地方六団体の動向をや

はり我々は注視していきたいというふう

に思っております。

○三好委員長　野口委員。

○野口委員　最後に意見だけ述べさせて

いただいてやめます。

　この間、毎年、財政問題、いろいろ会

派を超えて論議がなされてきました。い

よいよよりしんどい状況に直面していく

中で、どういう立場で財政運営を、再建

も含めて行っていくのかというのが、問

われているかと思っています。

　特に、国の政治に基づいて先ほど申し

上げた形で、国民の側はどんどん負担が

ふえると。一方、企業収益はどんどんふ

えると。しかし、そういう方々に対して

は、９９年に実施した減税策ももとに戻

さないという形で、勝ち組、負け組とい

う色分けが極端にされようとしている。

そういう社会になろうとしていく中で、

国民、市民も大変な状態に陥ってきてい

ます。

　それは、当然、摂津市も一緒でありま

すし、そういう問題をきちっと摂津市行

政として受けとめていただいて、それを

取り込んだ形での行政の役割を果たす、

そのための財政運営と。プラスアルファ

はまたいろいろ住民合意で考えてもらっ

たらいいと思います。

　そういう点では、南千里丘の開発の問

題だとか、吹田操車場跡地の問題、特別

委員会で論議がありますけども、そうい

うときだからこそ逆に必要ならば住民合

意のためのいろんな流れをつくって、検

討していくということぐらいで進めたら

どないかなと思っています。

　ぜひそういうことを基本にして、行政

運営進めていただきたいということを最

後に強調しまして質問終わります。

○三好委員長　次、森西委員。

○森西委員　それでは、代表質問と重な

る部分も多少はあると思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

　重点施策を障害者施策と、安全・安心

の施策というふうに上げておられますの

で、総務常任委員会ですので、安全・安

心施策を中心な形として質問させていた

だきたいと思います。

　予算書に沿って質問させてもらいます。

まず５５ページなんですが、基金の繰入

金です。平成１６年には、公共施設の整

備基金の借入金１４億２，１００万円、

今年度には総合福祉会館再整備基金の借

入金１０億円と基金より借り入れしてお

りますけれども、この総合福祉会館の再

整備基金の借り入れですので、返済が必

ずあるわけです。返済時期というのは、

いつなのか。それで、返済方法はどうい

うふうな形でされるのか。

　そして、今後、基金からの借り入れと

いう方法をとっていくのか、お聞きしま

す。

　続いて、７２ページです。委託料の中

で人材育成基本方針支援委託料というの

が、これは去年までなかったと思うんで

すけれども、ことしからだったと思いま

す。これはどのような委託なのか、お聞

きします。

　同じく、秘書業務の委託料ですけれど
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も、昨年が５３０万、今年度が６８３万

２，０００円ということで、１５３万２，

０００円の増になっております。これは、

なぜふえているのか。人数をふやされる

のか、違う形態をとられるのか、お聞か

せいただけますか。

　続いて、７８ページ、負担金、補助及

び交付金の淀川右岸３市１町地下鉄延伸

連絡協議会負担金ですけれども、平成元

年に運輸政策審議会第１０号答申におい

て、今後路線整備について、検討すべき

区間と位置づけられていますけれども、

この答申の目標年次が平成１７年度、こ

としでありまして、この大阪圏に関する

新たな計画が答申されるということです。

これについて、何か聞いておられること

があるのか。それに向けて、何か市とし

て取り組んでおられるのか、お聞きしま

す。

　８１ページですが、電子計算費の委託

料の情報セキュリティ監査委託料が、こ

れは去年なかったんですが、新たにでき

ております。これは恐らく個人情報保護

法に絡んでだと思うんですけれども、こ

れはどのようなものを委託をして、どこ

に対して行うのか、それと概要には、基

幹システムの情報セキュリティチェック

というふうに書かれておりますけれども、

どういうふうなことをするのか、お聞き

します。

　８２ページの男女共同参画意識調査の

委託料ですけれども、これはどういうふ

うな形で対象はどのような方に、それと

また時期はいつぐらいにされて、期間を

どのぐらいかけて行われるのか、お聞き

します。

　続いて、１７３ページ、消防の方に飛

びます。消防費の常備消防費の需用費の

消耗品の消防署のところですけれども、

平成１６年度が９６２万８，０００円が

今年度２，２５７万円というふうに１，

２９４万２，０００円増になっておりま

すけれども、これについて詳しくお聞き

します。

　１７５ページ、消防ポンプ車ぎ装工事、

工事請負費２，０５０万３，０００円。

これについて今後のほかの消防車等の予

定をお聞かせいただけますか。

　それと、１８０ページです。ハザード

マップの作成委託料ですが、先ほどから

も野口委員が質問をされておられました

けれども、このハザードマップで、洪水

が起こったときの地図というのはわかる

んですけれども、それ以外に、何か必ず

記載しなければならないことというのは

あるのか、お聞きします。

　それと、今年度、安全・安心の施策と

いうことで、防災に力を入れられるとい

うことなんですけれども、今、現在、摂

津市で自主防災組織が１２小学校区中７

小学校区で組織されていますけれども、

組織がない小学校区について、例えば、

今現在、災害があれば、どのような対策、

対応をとろうとしておられるのか、お聞

かせいただけますか。

　続いて、予算概要の方に移らせてもら

います。１４ページですが、創造的人材

育成事業並びに現業職場活性化事業など、

職員研修と言われる事業の予算が年々減

少しておりますけれども、減少しても研

修内容というのは変らないのか、もしく

は支障ということは出てこないのか、お

聞きします。

　それと代表質問で意見として言いまし

たけれども、経験を少なくして課長になっ

たり、課長経験が少なくて部長になった

りというふうなことで、管理職の退職者

が多く出るという形で質問もさせてもら

いましたけれども、そういうふうな支障

というのは今後、起こってこないのか、
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お聞かせいただけますでしょうか。

　続いて、２１ページで、昨年までは総

務費、総務管理費の企画費というところ

にせっつ塾がありまして、本年度は名前

が見当たりません。このせっつ塾という

のはもうやめられたのか、お聞かせいた

だけますでしょうか。

　それと、人件費の方に移ります。ここ

で、人件費の調整手当、予算書でいえば

２３２ページですけれども、支給対象地

域が摂津市全域であると、支給率が１０

％であるということですけれども、これ

国の算定では１０％ではないと思うんで

すけれども、国の算定はどうなっている

のか、お聞かせいただけますでしょうか。

　それと、住居手当と通勤手当が国の制

度と異なるというふうに書かれているの

ですが、これ国の制度はどうなっている

のか、お聞かせいただけますか。

　それと、大阪市の方でいろいろと問題

が発生しておりまして、何項目かはその

中で改善をされるというふうなこともマ

スコミ等で出ておりますけれども、例え

ば大阪市で改善される中で、摂津市には

あるとか、比べてそういうふうなのがあ

るのか、お聞かせいただけますか。

　例えば、大阪市では、互助組合への公

費補助、互助組合連合会などの退職者へ

の給付金、団体生命共済の保険料の公費

負担、職場単位の福利厚生団体への助成、

それと大阪市が総務省に給与の二重支給

と指摘されて、特殊手当が摂津市にはあ

るのか。それと、勤務手当の基礎額への

扶養手当算入、係長級職員への管理職手

当の支給などがあるのか、お聞きします。

　それと、互助組合から大阪市の方では、

職員の子どもが小中高へ入学時に支給す

る祝い金を出されるとか、会員リゾート

施設の利用料が出るとか、勤続２０年と

３０年の職員に現金を支給するとか、表

彰勤続２５年と３５年の職員に表彰金と

して現金を支給するとか、また退職時に

互助組合の方から退職金とか、その後に

年金が出るというふうなことがあるとい

うふうに新聞等でも書かれております。

そういうふうなことが、摂津市でもある

のか、お聞かせいただけますか。

○三好委員長　堤参事。

○堤財政課参事　それでは、私の方から

基金繰入金のうち、総合福祉会館再整備

基金の借入金について、お答え申し上げ

ます。

　このような基金の借入運用につきまし

ては、あくまでも緊急避難的な措置でご

ざまして、財源不足対策といたしまして

は、異例の措置でございます。

　しかしながら、急迫いたします財政を

賄うため、やむを得ず緊急措置として借

り入れを行うものでございます。

　借り入れの期間につきましては、１７

年４月から３年間でございまして、期間

中は３年定期の利息を付すこととなって

おります。

　予算書２２１ページに、総合福祉会館

再整備基金借入金利子償還金として７０

万円を計上させていただいております。

　３年後には償還となる予定でございま

すが、その前年度には昨年度借り入れい

たしました公共施設整備基金からの借入

金１４億２，１００万円の償還もござい

ます。財政状況が非常に厳しい当分の間

につきましては、このような借りかえを

行いまして、財政状況を見ながら返済に

ついて、今後、例えば基金に一定額を積

み立てるなど、考えていかなければなら

ないと考えております。

○三好委員長　有山課長。

○有山政策推進課長　２点、地下鉄の２

号線の延伸に係る分と、それからせっつ

塾ということで、ご答弁申し上げます。
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　運輸政策審議会の動きでございますが、

昨年１６年４月７日に大阪府の方で情報

をつかみまして、摂津市の方に連絡をい

ただきました。その内容は、社会経済的

観点、Ｂ／Ｃが１．０以上であること、

それから、都市構造の機能の強化であり

ますとか、環境への対応、つまり環境へ

の対応と申しますと、ＣＯ2の排出量の

減少量が多いこと。それから、乗り継ぎ

の利便性の向上があること、アクセス、

イグレス、イグレスというのは、乗り継

ぎの回数とかで、最終的に到達する、そ

ういう時間の減少の度合いが高いという

ことなんですが、こういう利便性の向上

が高いことなど、幾つかの点で指摘があ

りまして、この４月の時点で答申案で位

置づけられないであろう路線、１２路線

の中に、地下鉄２号線、大日・高槻のこ

の間、１４キロが含まれておりました。

　私どもの方といたしましては、この３

市１町の地下鉄延伸連絡協議会の方でこ

れに対応すべく４月の末に会議を持って

おります。

　一応、地下鉄２号線の事業の概要なん

ですが、整備距離は１４キロ、事業費は

１，８３８億円、Ｂ／Ｃ３０年間でそれ

の利便性というのは、０．９３というこ

とで１を割っております。

　それから、輸送密度、これが１万５，

㎞６００人／　、それと収支の採算なんで

すが、これ開業後４０年を基準にしてお

ります。これが開業の分でいうと、４０

年で累積赤字が４，８０５億円という試

算になっておりました。

　とりあえず、私どもとしましては、淀

川右岸３市１町の地下鉄延伸連絡協議会

と、あと２市を加えた地下鉄の延伸研究

会の方で５月２０日に近畿運輸局の方に

行きまして、延伸について要望をしてま

いりました。要望といたしましては、運

輸政策審議会第１０号答申の継続性の確

保、それから各市の総合計画などに位置

づけられている地下鉄であるということ

の位置づけ。それから、すべての数字に

対する根拠数値の開示ということでの要

望をさせていただいております。このと

きに、一応話をさせていただいた内容で、

近畿運輸局の方が申しておりますのは、

４５路線、５４０キロという形での従前

の１０号答申を、１２から１３の路線に

絞り込むということで、その内容につい

ては、選挙がありましたので、８月以降

に変更の内容が示されるとされたところ

であります。

　私どもとしましては、その路線の計画

の継続性ということでお願いをしたとこ

ろです。対応者は近畿運輸局の企画課長

でございます。それから、専門官が同席

しておりました。

　後にこれがパブリックコメントで掲示

されましたので、同様の趣旨の意見を淀

川右岸３市１町の地下鉄延伸連絡協議会

並びに淀川右岸地下鉄延伸研究会の方で

同様の趣旨の内容をパブリックコメント

の方でやりました。

　その結果の方なんですが、個別路線に

ついて、答申案に明記されておりますと

おり、地方自治体等から検討すべきもの

と提案があった路線について、この場合

は私どもの２号線でございますが、費用

対効果が１を超えるものであり、かつ施

設整備に対し相当の支援措置を前提に採

算性が確保される路線を基本とし、さら

に地域開発や都市機能の向上等、都市政

策上の必要性を考慮して選択を行ってお

ります。

　なお、検討結果については参考資料と

いうことで、この場合、付随する文言と

して、今後これらの状況が変るというこ

とであれば、追加されるということになっ
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たような回答をいただいております。

　それと、せっつ塾の方なんですが、昨

年、研修に係る費用として、講師の費用

５万円を計上しておりましたが、せっつ

塾の塾生の方からこの財政状況の中で、

私たちに予算を割くというのはいかがな

ものかというような考え方が出てまいり

まして、この予算を計上しない形になっ

たものでございます。

　せっつ塾は、なお元気に活動を続けて

おります。

○三好委員長　南野参事。

○南野市長公室参事　秘書業務の委託料

の増の問いでございますけれども、これ

は労働者派遣を導入するまでの間、派遣

職員が行う業務につきましては、女子職

員２名で行っておりました。そして、平

成１５年５月からでございますが、労働

者派遣制度の導入を行う際、早朝並びに

夕方の来客並びに会議等によります接遇

がほとんどないだろうという判断をいた

しまして、開庁時間から閉庁時間までの

間を１名として、１０時３０分から１５

時３０分の間を１名といたしました。そ

して早朝並びに夕方１名、昼間は２名の

１．５名の体制をとってきたということ

でございます。

　しかし、平成１６年におきましては、

１年を通しましてさまざまな諸課題によ

ります協議が増加することもありました

ので、早朝、夕刻におきましては、来客

の日程をとるようなケースが多々出てま

いりました。

　そういったことで、接遇等での時間が

ふえたことにもよりますが、一般事務等

の事務が停滞したり、あるいはさまざま

な支障が起こってまいりました。そういっ

たことで、平成１７年度におきましては

派遣職員の２名体制をとるということで

ございますので、とることで解消するた

めに１日４時間で６，７６０円というこ

とでございますので、その実働時間の日

数を掛けますと、２２５日ということで

ございますので、１５３万円の増加とい

うことでございます。

　ただし、今後１年を通じまして会議並

びに来客が少ない日につきましては、一

定の事務がスムーズに行える日が発生し

た場合は、事前にそういうことが推測さ

れますので、その日は派遣労働者の就業

時間の短縮化を図ることにも努力いたし

まして、支出の削減には努力を努める所

存でございます。

○三好委員長　杉本参事。

○杉本人事課参事　それでは、私の方か

ら３点、お答えいたします。

　人材育成基本方針の委託料については、

どのようなものか、また、職員研修の予

算が年々減少しておるが、支障はないの

か。また、経験が少なく、課長や部長に

なることについて、これもいずれも支障

はないのかというお問いでございます。

これについてお答えいたします。

　人材育成基本方針につきましては、代

表質問等でもございましたけれども、本

市における今後の職員の育成の長期的な

方針、方向を示しまして、我が市の職員

の今後とるべき行動とか、基本目的とか

を明確にすることを目的として策定する

ものでございます。委託料とはどのよう

なものかということでございますが、人

材育成の基本方針自体が非常に今後の我

が市の職員の育成、また方向性、ひいて

は市政全般において非常に影響を及ぼす

ものかと考えておりますので、これにつ

きましては外部のコンサルタント業者に

お願いいたしまして、一部アドバイスを

いただく予定をしております。細かい内

容については省略しますけれども、今の

ところ考えておりますのは、この育成方
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針をつくるに当たっての、庁内検討委員

会でありますとか、個別具体的なワーキ

ングチームでありますとか、こういった

ものに対しまして、適宜、そのステージ

ごとにおけるアドバイスをいただくとい

うことを予定しておりまして、金額的に

は９６万円を計上させていただいており

ます。

　続きまして、職員研修の予算の減少に

ついて支障はないのかということでござ

います。

　確かに、今年度につきましては職員研

修の予算は大幅に削減しております。も

ちろん財政事情等が大きい理由ではござ

いますけれども、その研修等の効果につ

きましては、これは人事課といたしまし

ては、今までありました遠方への派遣で

あるとか、そういったものをできるだけ

とりやめ、インターネット等情報機器を

活用することによって、これを情報の収

集に努めるとか、また今であれば大阪府

の市町村研修研究センター、いわゆるマッ

セＯＳＡＫＡでございますけれども、こ

ういったところの無料で講座を開催して

おりまして、非常に他市他団体との一緒

の研修が受けられとか、こういったもの

が非常にしっかりやっていただいており

ますので、こういったものの活用、また

予算自体の総花的な使用ではなくて、で

きるだけ予算を集中しまして、有意義な

研修に重点を置くということによって、

研修予算の減少については何とかこれを

カバーしていくと。予算がありませんの

で、知恵を出していくというふうに考え

ております。

　それから、経験が少なく課長や部長に

なることが支障はないかというお問いで

ございます。これにつきましては、いろ

んなご意見ございますでしょうけれども、

まず既に係長昇任試験をもう１０年ほど

前からやっておりまして、これも年々、

年齢を下げまして、今でしたら最低年齢

３２歳というふうになっております。

　ですから、以前であれば、１０年ほど

までであれば最低で多分係長昇任してお

りましたのが、４０歳ぐらいであったか

と思います。ですから、既にそういった

面で早期に昇任をさせていっているとい

うのが１点ございます。

　さらに、課長試験につきましても今年

度につきましては、また内容を見直しま

して、若年でできるだけ課長級に上げて

いくということで、早くから管理職とし

て経験を積んでいくということを目指し

まして、制度については逐次改正を行っ

てきておりますので、確かに若いという

ことでの問題もございましょうけれども、

むしろ若いということでのエネルギーと

いいますか、前向きな精神といいますか、

そういったものがカバーしてくれるので

はないかなと。人事担当としては考えて

おります。

○三好委員長　寺本参事。

○寺本総務防災課参事　洪水ハザードマッ

プのご質問でございますけれども、洪水

ハザードマップにつきましては、河川の

氾濫によります浸水区域、また避難所の

位置、避難路等を記載しておるわけでご

ざいますけれども、特に何を記載しなけ

ればならないということは決められてお

らないわけですけども、地図の裏面を使

用しまして、非常時の持ち出し品など、

関係機関、防災関係機関などの連絡先と

か、これから検討してまいりたいと思い

ますけども、住民の方にわかりやすい洪

水ハザードマップにしていきたいと考え

ております。

　それから、自主防災組織がない校区に

ついてどのような対策をとるのかという

ご質問でございますけども、今現在、自
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主防災会につきましては、７小学校区で

組織化していただいておりまして、未組

織の校区につきましては、５校区あるわ

けでございますけれども、その５校区の

未組織の小学校区でも、自治連合会で防

災訓練を既に取り組んでいただいている

ところもございます。

　また、１月１７日の阪神・淡路大震災

を教訓に毎年取り組んでおります防災と

ボランティア週間の間に、市の方から未

組織の校区に毎年順番に出向きまして、

消防本部や警察などの協力のもとで、各

小学校に設置しております、コミュニティ

倉庫の防災資機材を使用いたしまして、

訓練に取り組んでいただいておるわけで

ございますけれども、地域住民によりま

す協力、助け合いの訓練の場を１月の震

災訓練に絡めて提供しているところでご

ざいます。

○三好委員長　中岡参事。

○中岡市長公室参事　互助会なり手当関

係の数件のご質問に対して答弁させてい

ただきます。

　まず、はじめに調整手当でございます

けれども、摂津市の場合は、無指定でご

ざいます。国がしておりますのは、国の

官舎等がある地域について指定している

ということで、摂津市の場合はそういう

形で１０％をつけているのではなくて、

近隣、大阪市なり摂津市に隣接している

市が１０％の該当地域ということになっ

ておりますので、それに基づいて１０％

をつけているということでございます。

ですから、国がしている指定の地域でつ

けているというのではございません。

　それから、住居手当と通勤手当の国と

の相違点ということでございますけども、

住居手当につきましては、国の場合は新

築で５年以内のものについては、金額は

忘れたんですけども、幾らというのがつ

いておるんですけども、摂津市の場合は

そういう制度はございません。組合の交

渉の中でもそれはつけてほしいという話

も聞いておりますけれども、今のところ

その点については、財源も要るというこ

とで、国と同じようにはなっていないと

ころでございます。

　それから、通勤手当につきましては、

２キロ未満で交通用具を利用してきてい

ただいている方がございます。その方に

ついては、通常、定期代にして、バスの

１区間にしてもかなりかかるんですけど

も、一応２キロ未満の交通用具利用者と

いうことで１，０００円だけ支給をいた

しております。その分については国と違っ

ているところでございます。

　それから、特勤手当につきましてです

けれども、昨日の新聞に載っておりまし

たが、水道の企業手当については、今見

直しをしているところでございます。そ

れ以外にだぶっているという分ではない

とは思っているんですけれども、例えば

本会議でも答弁させていただきましたけ

れども、役付手当というのは、特勤手当

の不快なり、不健康、あるいは困難とい

う概念からしますと、役付が入るのはど

うかという議論もございます。

　ただ、人事課でも考えておるんですけ

ども、例えばこれを外した場合に係長、

あるいは課長代理級を管理職の中に含め

て、管理職手当を出す。他市では係長か

ら管理職手当ということでやっていると

ころもございます。

　そうした場合に、やはり府下の平均で

いきますと、最低でも係長が４万という

形になりますので、そうなりますと、そ

れに基づいて部長が、ただいまの５万で

すけれども、６万なり、７万に上がると

いうこともございますので、その辺も含

めて、見直しについては慎重に考えたい
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と思っております。

　おっしゃいましたように、いろんな手

当とだぶって出しているという分につい

てはございません。今、見直ししており

ますのは時代の流れによって不適当では

ないかという部分も一部分ありますし、

あるいは月額で出ている部分があります

ので、その分については日額に直すよう

な形で組合と協議をしているところでご

ざいます。

　それから、互助会の分でございますけ

れども、大阪市の互助会と同様に大阪府

市町村職員互助会でも、同様の支給はご

ざいます。ただ、言われていますように、

年金が支給されるとか、そういうふうな

分については大阪府の市町村の互助会で

はございません。

　今、現在、こういう問題が起こる前に

市町村互助会の理事会なり、評議員会と

いうのがあるんですけれども、その中で

退職給付金の引き下げでありますとか、

あるいは会費、今現在、１対１．６４で、

１７年度からは１対１．５になるんです

けれども、その部分についても１８年度

を目指して、１対１に引き下げるような

形で事業内容も見直す中で、検討してい

るということで、評議員会でも報告を聞

いておりますので、そういう形で内部努

力という形でやっているということで、

ご報告をさせていただきたいと思ってお

ります。

○三好委員長　北居課長。

○北居警備第１課長　それでは、消防署

所管のご質問が２点ございました。お答

えします。

　１番目でございますけども、需用費、

消耗品費の１６年度比増額でございます。

これは２つの要因がございまして、第１

の要因としまして、防災衣等の更新に係

る費用、これが９６５万円でございます。

これは全国的に消防職員の死傷事故が増

加する中、災害活動中の隊員の安全を確

保するために、ＩＳＯ規格の基準に適合

した防災衣を更新するものでございます。

　１７、１８年度の２か年計画で実施い

たします。

　いま一つは、司令室の通信機器交換物

品の更新でございます。これは、年度計

画表に基づき実施しておりますが、１７

年度は８７６万８，０００円で、１６年

度に比べ３１３万１，０００円の増とな

ります。

　１７年度は、指令台導入から５年目に

当たりまして、交換周期５年目の物品が

多いというところがその要因となってお

ります。

　以上が、消耗品費の増減理由でござい

ます。

　もう一点、１７年度のポンプ自動車更

新のぎ装工事、これに係ります今後の消

防車の更新予定はというご質問でござい

ます。

　現在、車両更新計画は平成２６年度ま

で策定しております。１７年度を除きま

すと、１８年度から２４年度までの７年

間でＮＯｘ・ＰＭ対象車両が６台ござい

ます。平成１８年度に救助工作車、平成

２０年度にはしご車、平成２１年度、水

槽つきポンプ自動車、平成２３年度、同

じく水槽つきポンプ自動車、平成２４年

度には、消防ポンプ自動車と化学消防ポ

ンプ車です。まだ、ＮＯｘ・ＰＭ対象外

の車両としては８台が２８年度までの間

に残っております。

○三好委員長　浜崎次長。

○浜崎消防本部次長　先ほど委員からご

質問がございました、校区でまだ自主防

災のないところにおいて、今、大きな災

害、または災害があったらどうするのか

という問題について、お答えいたします。
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　この問題につきましては、先般も同様

のお話を委員からいただいておりまして、

早速、消防団の方とも協議いたしました。

一義的には、まず通常の火災が起こりま

すれば、当然、消防職員の方が出て行き

ますし、管轄の消防団の方も出ていただ

きます。

　ただ、森西委員がおっしゃっておられ

ますのは、もしない場合、設置されてい

ないところはどうするのだと、今あれば

どうするのだということですけれども、

今あれば今と同じような指揮体制になる

と思います。ただし、大きくなれば当然、

我々消防職員のみだけでは、当然対処で

きません。それにつきましては、消防団

の皆さんが地域の防災リーダーとして活

躍していただけるということを我々は期

待しております。

　それにつきまして、先般、副団長以上、

会議におきまして、校区が１２校区ござ

いまして、それにつきましては、一定、

どこの分団がどこの校区を担当するかと

いうことについて、協議いたしました。

　これにつきましては、一定、結果を得

られましたので、今回４月上旬に行われ

ます辞令交付式、分団長以上の会議の中

で発表したいと思います。そして、この

指導者となるべく消防団員の皆様には、

現在、６月の上旬にやっております消防

団の訓練を見直しまして、救助訓練、救

急訓練、消火訓練というふうにメニュー

を変えて、地域防災リーダーとして地域

の皆さんを指導していくという立場で育

成されるよう、こちらの方も努力したい

と思います。

○三好委員長　寺西参事。

○寺西市長公室参事　男女共同参画の意

識調査についてご答弁申し上げます。

　一応委託料といたしまして、８３万８，

０００円。それに通信運搬費ということ

で２８万５，０００円。それと印刷製本

費ということで２万１，０００円、それ

と消耗品ということで、３万３，０００

円計上しておりまして、１１７万７，０

００円、市民意識調査の全体に係る経費

でございます。

　なお、実施時期につきましては、１０

月ぐらいを予定しております。それで、

一応郵送、さらに回収ということで、約

１か月ぐらいを見込んでおります。

○三好委員長　東角課長。

○東角情報政策課長　予算書８１ページ

の情報セキュリティ監査委託料について

お答え申し上げます。

　森西委員ご指摘のとおりでございまし

て、平成１７年４月１日からの国の個人

情報保護法の施行に合わせまして実施す

るものでございます。

　内容につきましては、住基、税、国保

などのシステムについて、市民の安全・

安心という観点から情報のセキュリティ

機能がどの程度摂津市として果たされて

いるのかにつきまして、第三者機関であ

ります監査法人に依頼、調査し、今後の

外部からの不正アクセスの阻止でありま

すとか、情報漏えいの防御方策について

検討を行うものでございます。

　現在、摂津市のセキュリティの水準に

つきましては、個人情報につきましては、

専用回線を設けますとか、ＤＶの対応に

つきましてはオンライン画面を改造する

など、さまざまなセキュリティの強化対

策を行っておりますが、自己評価だけで

はこの現在の技術の進歩やあるいは人的

なミス、または技術的な進歩に対して対

応することができませんので、第三者機

関であります監査法人に依頼し、行うも

のであります。

　内容につきましては、税や国保業務な

どのまず職員の情報処理に対するチェッ
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クでありますとか、もう１つは、情報セ

キュリティの技術的な面での実証実験を

行う予定になっております。

○三好委員長　森西委員。

○森西委員　それでは、まず基金の借入

金なんですけれども、１点抜けていたよ

うな気がします。今後、基金からの借り

入れという形をとっていくのかという部

分を、もう一度お聞きします。

　それと次、秘書の業務委託の件なんで

すけれども、やはり市長が今までずっと

ほかの課に対して経費を削減というふう

にされてきたところですので、今、皆様

方の正面に座らせてもらって、今、課長

ご答弁いただきましたけれども、そのと

きでもどういうふうな答えが返ってくる

ねやろうというような形で見られていた

職員というのは、多く私は見受けました。

　２名体制で、朝夕の忙しいときの対応

をされるということで、今後、お客さん

が来られないときには、経費を極力避け

るというような形をとられるということ

ですので、やはりその辺は皆さんに経費

削減というようなことを言うてきたとこ

ろですので、その辺はしっかりと必要で

ないところは削減していただくように、

これは要望とさせていただきますので、

よろしくお願いします。

　続いて、淀川右岸の３市１町地下鉄延

伸連絡協議会で、今お聞きして、今後、

路線整備について位置づけられないであ

ろう路線というようなことになっている

ところですけれども、要望という形で市

としてはぜひとも延伸に向けて取り組ん

でいただきたいという部分も１つありま

す。

　そしてほかに、例えば地下鉄でなく、

違う形で実際に代表質問でもコミュニティ

バスのこととか、やはり鳥飼地域の東部

に住まわれている方の足の確保といいま

すか、本当に困っておりますので、例え

ばモノレールを大阪高槻線沿いにつくる

ということも可能なのかというようなこ

とも検討していただいて、もしくは違う

方策がとれないものかということを検討

して、その足の確保という形を考えてい

ただきたいと思います。これは要望とし

ます。

　続いてですが、ハザードマップですけ

れども、これも先ほど野口委員からも質

問をされて、極力全員にハザードマップ

が渡るようにということでしたけれども、

私もやはりその辺は同意見であります。

経費という部分があるでしょうけれども、

知る、知らないにおいて、その人の命と

いうのは、変ってきたりということも出

てくると思います。自分の住んでいると

ころは水につかるのか、危険なのか、ど

こが安全な場所なのかというところをやっ

ぱり市民みんなにお示しするべきだと私

は考えますので、これも要望としますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

　続いて、自主防災組織がない小学校区

に対して、先ほど消防団にお願いをする

と、６月には救急訓練とか、救助訓練を

して、消防団に担っていただくというよ

うなことで、これは１つそちらの形とい

うことで、実際にないところといいます

か、やはりこの防災というのは、市民の

意識の向上だと思うんです。幾ら行政で

一生懸命していても、市民の方が意識を、

そういうふうな防災意識というようなこ

とを持たなかったら、結局何もならない

と思うんですよ。いかに防災意識を高め

ていくかというところですので、それも

自主防災組織というのが、またそれは意

識向上のための１つだと思いますので、

ないところはぜひとも早急に、これは自

主防災ですから、自分のところから立ち

上がってきてというのが基本なんでしょ
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うけれども、逆に行政側としては、自主

というか、立ち上がってくるような投げ

かけをぜひとも行政として考えていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

　続いて、人材育成等ですけれども、係

長の昇任を３２歳からというふうに引き

下げたりというふうな形をとられている

ということですけれども、私も議員の中

では若い方ですので、逆に若い者でもで

きるんだと、ベテランという人でも変わ

らないんだというような意識を持ってい

まして、恐らくその職員のそういう方の

中にもそういうふうな意識を持っておら

れる方というのは多くおられると思いま

すので、そういうふうな考えを持たれた

方を、ぜひともそういうふうな立場に昇

格といいますか、そういうふうな立場に

うまく持っていけるような、そういうふ

うな組織づくりを今後とも考えていただ

きますよう、よろしくお願いいたします。

　それと、人件費に関することですけれ

ども、これは参考としてお聞きしたいと

思います。ただ、大阪市でこういうふう

な問題が出ていて、大阪市が廃止をする

というようなこととか、ほかの市町村が

例えば物事が発覚して、それを廃止する

というふうなことになったときが、例え

ば摂津市にそういうふうなのがまだ残っ

ているというふうなことでしたら、やっ

ぱり市民はやっぱり納得しない部分があ

るでしょうから、徒歩での通勤手当を廃

止されて、摂津市というのはほかでも先

駆けてそういうふうなことがあった場合

には速やかに対応するという自治体、市

だと思っておりますので、仮にそういう

ふうなことがあれば、速やかに対応をし

ていただきますように、これも要望した

いと思います。

　それと、消防のポンプ車のぎ装工事で

すけれども、今、お聞きしたところによ

りますと、まだ長い間おかれて消防車両、

もしくは救急車両等、更新をしていかな

ければならない、これは多額の費用がか

かるわけですね。平成１５年のときに、

野口委員も先ほどから１８項目というふ

うなことをおっしゃっておられますけれ

ども、そのときで、平成１５年度でいた

だいた資料の中では消防車両、救急車両

の更新計画というのが事業費で４億７０

０万ですか、そのうち市が３億１，７３

８万ですか、うち起債が２億８，０００

万ですけれども、それ以外でも同時に行

わなければならないというような事業が

本当にたくさんあります。

　代表質問でも意見として申し上げさせ

てもらったんですけれども、今まで平成

２３年には財政が好転するというふうな

ことをおっしゃっておられますけれども、

実際にそうであるのかという不安も抱い

ております。本来なら、今すぐにでもそ

ういうふうな１８項目といいますか、そ

ういうふうなことを速やかに行うべき事

業だと思いますけれども、財政的に厳し

いと。経費の平準化を図っていくという

ふうなことで、この中でも２３年以降に

金額を上げているのが千里丘の西地区再

開発の事業でも、２０億円かかると。

　それとまた、吹田操車場の跡地の利用

計画の北側の側道の道路事業、これで１

９億円、２１年度からかかるというふう

なことで、焼却炉が平成２４年から１３

０億円、これは市が８１億円かかるとい

うようなことです。その今の状況を見て、

準用再建団体に陥らないように、日常の

経費を使わないように一生懸命努力をし

ていて、優先的にしなければならない事

業というのを結局先延ばしにしているわ

けです、今のところ。それを答弁で今、

先ほどからも吹操の跡地とか、南千里丘
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は２３年以降に支出として出てくるとい

うふうなことをおっしゃっておられます

けれども、今、それを考えたときに、平

成２３年度以降も実際に好転になるのか

なという不安は本当に大いに抱きます。

　この中でも、載っていないのが正雀の

まちづくり、それと吹操の跡地のまちづ

くり、そういうふうなことの金額として

載っていないわけで、そういうふうなこ

とを含めますと、これますますと厳しい

ことが考えられまして、そういうふうな

ことをどういうふうに思っておられるの

か。総務部長か助役にお答えいただきた

いのですけれども。

○三好委員長　基金の今後どうするのか

で、堤参事。

○堤財政課参事　先ほど一部答弁が抜け

ておりましたので、おわび申し上げます。

　今後、ほかにも基金から借入金という

形をとっていくのかというお問いでござ

いますが、このような形で借り入れがで

きます基金につきましては、総合福祉会

館再整備基金と公共施設整備基金の２基

金のみでございますので、ほかの基金か

らは借り入れをすることはできません。

　しかしながら、今後、準用再建団体回

避に向けまして、少しでもほかに財源が

ないか、あるいは借り入れができないか。

不足財源の補てんができないかについて

も、模索しながら財政運営に努めて、進

めてまいりたいと存じますので、よろし

くお願いいたします。

○三好委員長　奥村部長。

○奥村総務部長　それでは、財政問題、

将来の問題なんですが、お答えします。

野口委員のときにもご答弁申し上げまし

たように、１７年度末の主要な４基金の

残高は１２億４，６３７万円というふう

に予定しております。ただし、１７年度

もそれぞれ決算を見込んだときに不用額

は当然出てきます。今回、補正でお願い

しております減額補正で３億３０６万６，

０００円、歳出の方で通常、定期退職以

外に退職が出ておりまして、４億６，２

０６万７，０００円の増額補正していま

す。

　もし、この退職手当がなければ７億６，

５００万ほど不用額が計上していたとい

うことになろうかと思います。これを補

正前の予算額３４５億６，５７３万２，

０００円に比べますと、約２．２％の不

用額、これは毎年大体２％ないし３％ぐ

らいの不用額は出てまいります。そうし

ますと、先ほどの１７年の１２億の残高

が、１７年の不用額、もし６億ないし９

億ぐらいの不用額が出てくれば、２０億

円というような基金の残高になります。

　これでいきますと、１８年は予算組み

ができるのかなというふうに思っており

ます。ただし、１８年度以降の要は収支

の分で、昨年の８月にお示しをさせてい

ただきました。１８年では１７億円の赤

字、それから１９年度は２１億円の赤字

というふうになります。これ合計します

と４０億円を超えてしまいます。

　先ほど言いましたように、標準財政規

模の２０％が大体３４億円ぐらいですの

で、１８年、１９年、ストレートに出ま

すと３４億円超えてしまうと、先ほど堤

参事が言いましたように、そうしたら基

金がなくなった場合にどうするのか、他

の貸付金がないかどうか。今現在、模索

をしております。

　現実的に基金の枯渇というのは赤字団

体まっしぐらというふうになっていくん

ですが、やはり先ほどのいろんな貸付金

で、その場しのぎというふうにお叱りを

受けるかもわかりませんが、３４億円以

上の赤字を出さない、これが今現在、我々

の財政に与えられている至上命題なのか
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なというふうに思っています。

　実際には、実際にいろんな施策をもっ

て解決するということは、なかなか難し

いと思っております。日々のいろんな経

費削減、これの積み重ねの中で、一定、

四、五年ぐらいの耐乏期間、苦しい期間

を耐えていかなければならないというふ

うに思っております。

○三好委員長　暫時休憩します。

　　（午後２時３６分　休憩）

　　（午後２時３７分　再開）

○三好委員長　再開します。中岡参事。

○中岡市長公室参事　先ほど森西委員の

方からご質問があった人件費の件なんで

すけれども、参考にということでおっしゃっ

ていましたので、再度、補足という形で

説明をさせていただきます。

　まず、調整手当でございますけれども、

先ほど不十分やったかもわからないんで

すけれども、国の施設がそれぞれの大阪

なり、別に北海道でもどこでもいいんで

すけれども、施設がある場合には、東京

都の調整手当を基準にして、大阪でした

ら何％、あるいは北海道でしたら何％と

いう形でつくのが調整手当でございます。

　それで、その分につきましては今言い

ましたように、国の官舎があるところは

そういうふうに調整手当が指定されてい

るんですけれども、官舎のないところに

ついてはそういう指定はないわけでござ

います。

　それでは、そのときにどうしてそれを

決めるかということになるんですけれど

も、一応地方公務員の給料につきまして

は、その地域の民間なり、あるいは国の

団体なり、そういうふうなことを参考に

して、そういうふうな参考にした分を逸

脱しないような形で、設定しなさいとい

うことになっておりますので、そういう

意味で近隣各市を見たところ、調整手当

が１０％の地域であるということで、摂

津市も１０％という形で調整手当をつけ

ております。

　それと、特勤手当でございますけれど

も、企業職手当につきましては、今現在

廃止に向けて協議中でございますけれど

も、摂津市では一応平成２年に特勤手当

の大規模な見直しをやっております。そ

の中でほとんど整理はできているという

ことでありますけれども、先ほど言いま

したように時代の流れによって、やっぱ

り要らなくなったもの、あるいは先ほど

言いましたように財政の関係で、本来は

特勤手当には似合わないものであるけれ

ども、財政の関係で今すぐにそれを特勤

手当から外すことはできないようなもの、

あるいは今、なお月額で払っている分に

ついては特勤手当といいますのは、その

作業をしたときにつけるのが通常であり

ますから、日額に変更するとか、そうい

うふうな部分がまだ少し残っております

ので、その部分については今、組合と協

議しておる最中でございます。

　ですから、今、新聞で出ているような

中身についてはほとんど見直しはできて

いるものと思っておりますので、そうい

うことでご理解いただきたいと存じます。

○三好委員長　森西委員。

○森西委員　人件費に関しては参考とし

てお聞きしましたので。

　先ほどから奥村部長からご答弁いただ

いていて、なかなか先のことまでという

ようなところなんでしょうけれども、代

表質問でも意見を述べさせてもらいまし

たけれども、南千里丘のまちづくりにつ

いても財政を慎重に、そういうふうな事

業が可能なのかというところを見極めて、

ぜひとも準用再建団体に陥らないような

形で考えていただいて、準用再建団体に

陥りますと市民の生活が今と比べて明ら

－�44�－



かに悪くなるというのは、やはり目に見

えておりますので、そういうふうなこと

がないように、考えていただきたいと思

います。

　ただ、慎重に慎重を期して、今までず

るずると結局いろいろ後回しにしてきた

問題が多くありますので、その辺は速や

かな判断をしていただいて、今までみた

いにずるずるとならないように、ぜひと

もよろしくお願いしたいと思います。

○三好委員長　要望でよろしいですか。

　森西委員。

○森西委員　はい。

○三好委員長　暫時休憩します。

　　（午後２時４２分　休憩）

　　（午後３時１５分　再開）

○三好委員長　再開します。

　本保委員。

○本保委員　それでは、歳出に関しまし

て予算概要の方に基づいて数点質問させ

ていただきますので、よろしくお願いい

たします。

　まず、予算概要１５ページでございま

すが、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費、非常勤職員等雇用事

業５，０７９万２，０００円についてお

尋ねいたします。

　臨時非常勤職員の雇用管理と市民雇用

など、職員の雇用形態の多様化を図ると

ともに、事務効率を上げることで職員の

削減につながっているのかどうか、この

点についてどのように行われ、検証され

ているのか、具体的にお聞かせください。

　あわせて窓口業務に携わる委嘱職員に

ついての勤務態度や対応の評価とそれを

踏まえて１年が経過する段階において、

今後の方針はどのように考えておられる

のか、お聞かせください。

　２０ページでございますが、款２、総

務費、項１、総務管理費、目４、財産管

理費でございます。庁舎管理事業１億９，

５２３万９，０００円に関連してお尋ね

いたしますが、本市における市庁舎の消

防訓練の実施状況と今後の計画について

お尋ねいたします。

　続きまして、２１ページ、款２、総務

費、項１、総務管理費、目４、財産管理

費でございますが、この市立集会所管理

事業８７７万６，０００円に関連してお

尋ねいたします。

　第１期アクションプランにおいて集会

所の統廃合が１７年度より順次実施となっ

ておりますけれども、これにつきまして

は具体的にはどのように計画をされてお

られるのか、お聞かせください。

　続きまして、２２ページ。款２、総務

費、項１、総務管理費、目６、企画費、

業務改善推進事業１７万９，０００円に

ついてお尋ねいたします。ＡＴＯＭＳ運

動の今年度の具体的な動きはどのように

計画をしておられるのかお聞かせくださ

い。また、今年度のせっつ塾の取り組み

についても１７年度までの取り組みの総

括とあわせてお尋ねいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

　続きまして、同じく２２ページの目６、

企画費でございますが、これの行財政改

革推進事業１６万円、行財政改革の円滑

な推進を図るとありますが、これに関連

してお尋ねいたします。

　今年度、国のまちづくり交付金が大幅

に増額をされ１７年度改革額は１６年度

創設時予算額１，３３０億円から６００

億円の増額が計上され、１，９３０億円

となりました。政策推進課としては、こ

れに対する取り組みについてどのように

お考えであるのか、お尋ねいたします。

　同じく、２２ページの目６、企画費、

先ほどの行財政改革事業に関連してお尋

ねいたします。昨年の第４回定例会の委
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員会でもお尋ねいたしましたが、ワンス

トップサービスについて、その後、検討

が進んでいるのか、その現状についてお

尋ねいたします。

　また、来庁者への市民サービスとして、

以前から一定の業務研修を行った上で、

市民公募での総合案内という形もあり得

るかなと考えるとの助役のご発言につい

ては、その後どのように検討していただ

いているのかについても、あわせてお聞

かせをいただきたいと思います。

　あと２７ページでございます。款２、

総務費、項１、総務管理費、目１３、男

女共同参画センター費ということでござ

いますが、この目１３に関しましては、

一言質問の前に申し上げておきたいこと

がございます。ただいま、この議案審議

中の名称でございますのが、この目１３

の男女共同参画センターという名称でご

ざいまして、まだこれから審議をされま

す審議前の名称でありますので、せめて

この便宜上、この名前をもう既に使われ

たとしましたら、仮に前に（仮称）とか、

（仮）とか、そういう形で表示をしてい

ただきたいと感じました。まだこれから

審議をいたしまして、決めていこうと、

議論を尽くしていこうというところにあ

りますのに、当然のように男女共同参画

センター費として計上されていることは

まことに遺憾と思いますので、その点に

ついて今後こういうことがないように、

ご配慮いただきたいと、このように申し

上げておきます。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

１３、これに関しましては情報収集・提

供事業４６万９，０００円についてでご

ざいます。これに関しましては、以前も

質問をいたしておりますけれども、情報

提供についてはどのように今年度お考え

であるのか、お聞かせください。

　また、せっつ女性プラン推進事業２０

２万４，０００円、これにつきまして女

性政策推進市民懇話会などにおけるプラ

ンの推進についてということで予算計上

がされておりますけれども、男女共同参

画社会に向けた推進会議並びに市民懇話

会の開催回数の充実や内容の充実につい

ては、昨年度に比べて本年度はどのよう

に取り組んでおられるのか、具体的にそ

の回数等についてお示しをください。進

捗状況をお聞きいたします。

　あと２９ページでございますけれども、

款２、総務費、項１、総務管理費、目１

５、諸費、人権条例運用事業、人間尊重

のまちづくり審議会委員報酬３２万２，

０００円についてでお尋ねいたします。

　審議会委員の各種団体からの人選につ

いて、また委員の人選が偏らないように

するための対策と取り組みについては、

どのように検討がなされているのか、お

尋ねをいたします。

　続きまして、２９ページ。款２、項１、

同じく目１５、諸費でございますけれど

も、この人権啓発指導員雇用事業４１４

万円につきましてお尋ねいたします。人

権問題啓発推進についての相談、講師業

務とありますが、指導員を１名増員する

ことでこれまでの取り組みよりどれだけ

の効果アップを目指しておられるのか、

お聞かせください。

　また、これに関連して人権啓発指導員

及び人権同和対策課職員のスキルアップ

のため、スーパーバイザーの指導を受け

るとありますが、その必要性と目指す方

向性及び具体的な動きについてもあわせ

てお聞かせください。

　あと、３３ページでございますが、款

２、項２、徴税費、目２、賦課徴収費の

うち、固定資産税の課税事務事業の中で、

地籍図及び路線図修正業務委託料３６８
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万６，０００円に関連してお尋ねいたし

ます。

　この地籍図の設置状況と現在の閲覧の

状況についてお聞きせいただきたいと思

います。

　３７ページでございますが、款２、総

務費、項４、選挙費、目３、市議会議員

一般選挙費５，９５６万円についてお尋

ねいたします。

　本年行われます摂津市議会議員選挙に

関しまして、選挙費用の削減と若者の投

票率を上げるため、どのような方向性で

考えておられるのか、現況と今後の取り

組みについてお尋ねいたします。

　また投票日当日の選挙事務従事者の単

価が高いため、選挙費用を押し上げてい

る実態を改善するための取り組みと、新

成人等のアルバイトを採用し、若者の投

票意識を醸成する機会としてはどうかと

考えますが、この点についてもお考えを

お聞かせください。

　先ほど森西委員の方が、この９９ペー

ジ、１０２ページの消防職員、消防団員

の防災衣の方のご質問はされましたので、

重複いたしますので省かせていただきま

す。質問は、今のところ以上でごさいま

すので、よろしくお願いいたします。

○三好委員長　答弁求めます。中岡参事。

○中岡市長公室参事　非常勤職員等の雇

用事業でございますけれども、昨年につ

きましては、非常勤職員につきましては、

市民課に３名、政策推進課の統計の関係

で１名、それから、あと選挙管理委員会

の方に１名配置いたしております。

　その評価ということなんですけれども、

１年間の間で、市民課では窓口の受け付

けしていただいているんですけれども、

非常勤職員に関しての苦情は一度もござ

いませんでした。評価についてはかなり

いい評価をもらっているということでご

理解いただきたいと存じます。

　それから、今後ですけれども、内容を

見ていただいたらわかるんですけれども、

約９４６万７，０００円賃金では上がっ

ているんですけれども、この部分につき

ましては、非常勤につきましては、事務

職が４名、それから現業の方で２名の非

常勤の採用を予定しております。

　この分につきましては、現業職員の補

充については２０年度までしないという

ことですので、臨時職員、あるいは非常

勤で賄うということで採用を予定いたし

ております。

　今後の１６年度の評価を見てみますと、

非常勤でできる職場については、非常勤

を採用して、市民サービスを低下しない

ような形で経費の削減も図ってまいりた

いと思っております。

○三好委員長　藤原課長。

○藤原人権同和対策課長　人間尊重のま

ちづくり審議会の件でございますが、委

員をどのように選定しているかというこ

とについてであります。ＮＰＯ、女性、

高齢者、障害者、あるいは学校、そのほ

か当事者、当事者というのは要するに被

爆を受けた方の団体とか、そういう意味

でございますが、１５名の定員の中で、

学識経験者も入れましてバランスをとっ

て選定をさせていただいております。

　従来、人権啓発指導嘱託員２名のとこ

ろを３名にいたしました。その理由につ

きましては、今回、人権協の方で人権相

談を受けていただく。その相談委員とし

て１名を府の補助金を充てまして、雇用

をする予定でおります。

　スキルアップですが、それについては、

相談を受ける場合に専門の臨床心理士に

直接指導を受けてよりよい相談ができる

ようにということを考えております。

　そういう意味で、欠かせないことだと
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思いますので、そういう講座を設けます。

○三好委員長　山田参事。

○山田政策推進課参事　業務改善推進事

業についてお答えいたします。

　いわゆるＡＴＯＭＳ運動、業務改善運

動についてですが、これは市民サービス

の向上、あるいは業務の正確性の向上、

効率化を目指して職員が各職場において

創意工夫によって日常業務の改善を推進

するという目的で、平成１５年度から３

年間という取り組みとして行っておるも

のです。新たな改善ということにおきま

しては、平成１５年度が２０課から６４

件の提案がありまして、そのうち実施で

きたものが約４割強の２８件ということ

だったのですが、１６年度、今年度は、

２４課から７１件の提案があり、そのう

ち４分の３に当たる５３件が既に実施が

できているということで、一定の成果が

あったものというふうに評価しておると

ころです。

　初年度は、改善のための職場の風土づ

くりということを主眼に置いておりまし

て、今年度はその改善の実践、そして来

年度につきましては、改善の定着という

ところを主眼に取り組みたいというふう

に考えておるところです。

　具体的には、初年度についてはコンサ

ルタントが入って、この運動の仕組みづ

くりからしたわけなんですけれども、１

６年度は研修ということで、このコンサ

ルタントの派遣によって、各職場での課

題の見つけ方でありますとか、あるいは

職場の議論を通じた解決策の見つけ方、

立て方といったことをグループごとの実

習による研修を通じて行ってきたところ

でありまして、来年度１７年度につきま

しても同様の研修を通じた改善の取り組

みを進めていきたいと考えております。

　それから、もう１点、せっつ塾の取り

組みというご質問ですが、これにつきま

しては、予算については以前、先ほどの

答弁しましたように、予算を組みまして

講師の謝金という形だったんですけれど

も、１７年度については予算は計上せず

に内部のお互い塾生同士が講師になって

勉強するというような形で、これは既に

１６年度の途中から取り組んでおるんで

すけれども、例えば担当の固定資産の話

であるとか、人事の話であるとか、塾生

がそれぞれ担当の分野の仕事をそれぞれ

に今、講師になって指導していくといっ

たような取り組みをしております。

　それから、ちょうど昨年秋には市長交

代ということで新市長と語る会というこ

とでせっつ塾主催の、そういう会を開い

たりというような形で、自己研鑽と交流

ということで取り組みを進めております

ので、１７年度についてもこういった取

り組みを引き続き強めていきたいと、こ

ういうふうに思っております。

○三好委員長　有山課長。

○有山政策推進課長　まちづくり交付金

とワンストップサービスについてご答弁

申し上げます。

　まちづくり交付金、まちづくりの特徴

のある事業展開ということで、従前の補

助金から交付金の形に変って展開されて

いるものでございますが、現在、本市で

は新規事業の抑制をしておりまして、こ

の部分に係る事業の取り組みというのは

現在行ってはおりません。

　しかしながら、こういう補助金が交付

金の形で変ってきているということで、

これらのことを利用しながら新しいまち

づくりというものを考えていく必要は政

策としても必要と考えているところであ

ります。

　今後、こういう補助金、三位一体の改

革の中で交付金というような形に変って
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くるというものがたくさんあると思いま

すので、それらの活用、あるいは事業推

進についての検討は政策推進課で、今後

行ってまいりたいというふうに思ってお

ります。

　それから、ワンストップサービスの検

討でございますが、この部分につきまし

ては、昨年１１月１７日の本委員会で助

役の方から委員がご指摘のあったような

市民公募というような形で、庁内の案内

でありますか、そういう形での整理とい

うものを考えていくというような話を少

し出たかと思うんですが、現実にむしろ

どこの所管で市民がお困りかということ

については、職員の側の方がよくわかっ

ているというようなことになると思いま

すので、市民公募というよりは再任用で

あるフロアマネージャーとか、といった

ような形で考えていく、ただ現在、職員

数適正化計画ということで、７００名と

いう体制を考えておりますので、再任用

の職員などについても定数カウントされ

ますので、なかなかそういう形での対処

の仕方は難しいかと思います。

　しかしながら、役所の多様な業務とい

うことで、戸籍を扱う職員に例えば税の

話をするというのはかなり難しい、１か

所にその職員を集めるというのは難しい

というところがありますので、職員研修

とか、役所のレイアウトを考えるような

形の中で、市民が迷わないような形、あ

るいは接遇の中で市民が迷わないで行け

るような、そういうような形を検討して

いきたいという形で、ワンストップとい

う形での直接の対応ではございませんが、

そのようなことを考えていきたいと思っ

ております。

○三好委員長　寺西参事。

○寺西市長公室参事　男女共同参画セン

ター費につきまして、ご答弁申し上げま

す。

　これにつきましては、今回、女性セン

ター条例の一部改正を提案させていただ

いております。その分につきまして、費

目が男女共同参画センター費というふう

な形で、一応上げさせていただいており

ますのは、政策推進課と財政課等々、相

談した上で、今回こういうような形で上

げさせていただいていますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。

　それと、情報提供の関係でございます。

情報収集あるいは提供をどのようにして

いるのかについてのご質問でございます

が、市民の皆様方に情報を提供するため

には当然いろんなものを収集していなけ

ればならないわけでございまして、情報

ルームの中に、図書あるいはビデオ等、

たくさん置いております。

　また、ホームページにつきましても月

に一度更新しておりまして、新しい情報

をお伝えしたいというふうなことで、イ

ンターネット等で見ていただけます。そ

れでわかるようなシステムにさせていた

だいてもらっておるところでございます。

　それと、年に３回女性センターが発行

しております情報紙を市民の皆様方に配

付させていただいておるところでござい

ます。全市民の皆様方には配付できませ

んが、各公共施設等、印刷物を置いた上

で見ていただいているというのが現状で

ございます。

　それと、女性政策推進市民懇話会の取

り組み状況でございますが、これにつき

ましては、平成７年以降、３回にわたり

まして提言をいただいておるところでご

ざいます。

　これまでに、女性の活動拠点について

の提言、さらに男女の自立を支える福祉

環境の整備についての提言、それとこれ

からの女性政策推進のための提言をいた

－�49�－



だいており、現せっつ女性プラン策定後、

プランの進捗状況に関してご意見をいた

だいておるところでございます。

　具体的な開催回数といたしましては、

平成１３年度は４回、１４年度は１回、

１５年度につきましては２回の開催となっ

ております。それと、今年度につきまし

ては、３回開催いたしております。

　今まで懇話会につきましては、提言を

いただいたときには開催回数も多く実施

しておりまして、１４年の３月に現せっ

つ女性プランができた以降につきまして

は、１４年度であれば１４年度が終わっ

てから１５年度の当初にそれぞれの進捗

状況を報告するというふうなことで、ご

意見をいただきまして、議論をいただく

というような程度になっております。

　今後につきましては、なお一層、充実

に努めてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○三好委員長　宮部課長。

○宮部固定資産税課長　地籍図の設置と

利用の状況についてというお問いでござ

いますが、地籍図は固定資産税における

土地評価のための評価資料でございます

が、同時に納税者の方々への固定資産の

評価、課税の説明資料となることから、

本市では固定資産税課の前の閲覧台にお

いて閲覧に供しております。

　ただし、地籍参考図を評価資料として

評価、課税の説明をすれば十分足りるも

のでございますので、コピーによるサー

ビスは行っておりません。まれにコピー

請求をされる方がいらっしゃいますが、

その場合には閲覧に供している趣旨を説

明し、トレースにて転写いただいており

ます。

　利用の状況といたしましては、課税説

明以外に納税者ご自身が不動産を確認さ

れますとか、あるいは従来、法務局備え

つけの公図が分・合筆等、加筆修正され

ず不整備であったことから、不動産の参

考資料としてお使いになっているという

現状でございます。

○三好委員長　大砂参事。

○大砂選挙管理委員会事務局参事　それ

じゃ選挙にかかわります３点だったと思

うんですけれども、お答えさせていただ

きます。

　まず、若年者層の投票率ということで

ございます。選挙時いろいろな啓発をす

ることによって、選挙人に選挙名であり

ますとか、選挙期日とかいったものにつ

いては十分周知できていると思っており

ますけれども、実際に投票に行っていた

だけないと、特に若年者層の投票率が低

いということで、選挙管理委員会といた

しましても大変に苦慮しているところで

ございます。

　１つ平成１５年度からなんですけれど

も、選挙人名簿に新たに登録した時点で、

新成人個人個人に名簿に登録された旨を

お知らせするとともに、投票を促す内容

のお知らせはがきを送付いたしておると

ころでございます。

　今後とも若年者層をいかに引きつける

かということにつきましては、選挙管理

委員会の中で検討を重ねていきたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げま

す。

　それから、２点目で経費削減でござい

ますけれども、経費削減につきましては

従前から選挙ごとにできることが何かな

いかということで検討を重ねております。

　例えば、平成１５年４月１３日執行の

府議会議員選挙から携帯電話を使用した

ｉモードによる投票速報を導入すること

によって、本部職員の減を図っておりま

す。

　また、平成１６年２月１日執行の大阪
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府知事選挙から不在者投票、また期日前

投票のシステムを導入することによりま

して、時間外勤務を削減いたしておりま

す。今後とも何か経費削減できるものが

あれば早急に取り組んでいきたいと考え

ております。

　それともう１点、従事職員をアルバイ

トに変えてはどうかというご意見だった

と思うんですけれども、現在、摂津市に

おける各投票所の職員配置につきまして

は、１つの選挙の場合に、市民を選任い

たします管理者１名のほか、責任者を含

む職員４名とアルバイト１名、それから

複数の選挙の場合には、さらにアルバイ

トを１名増として配置しています。

　この１投票所における投票事務従事者

数につきましては、府下各市の人数と比

較いたしましても、非常に少ない人員配

置で対応しているところでございます。

　ただ、今後とも公正かつ適正な選挙執

行を念頭に置きながら、さらなる従事職

員の削減が図られないか検討してまいり

たいと思います。

　また、開票につきましても従前９時２

０分に開始いたしておりましたが、２０

分繰り上げ午後９時から開始することで、

終了時間を早めることにより、経費の削

減等も図ってまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

○三好委員長　寺本参事。

○寺本総務防災課参事　庁舎管理事業に

かかります市庁舎の消防訓練についての

ご質問でございますが、市の消防訓練に

つきましては、毎年職員を対象に、神崎

川河川敷で実施されます防火安全協会主

催の消防訓練大会に職員を優先的に派遣

を行い、市内事業所の方々とともに消火

器を使用した消火訓練などを行っている

ところでございます。

　また、昨年８月には市役所庁舎及び庁

舎前におきまして、消防本部の職員の指

導のもとに職員の通報、避難誘導訓練を

実施したところでございます。

　これらにつきましては、消防法に基づ

きます摂津市消防計画により行っている

ところでございます。今後におきまして

も、定期的に開催される消防訓練大会で、

消火器を使用した消火訓練への参加や、

通報、避難誘導訓練なども考えながら取

り組んでまいりたいと思っております。

　次に、集会所の統廃合についてのご質

問でございますが、市立集会所につきま

しては、地域の文化、福祉の向上を図る

とともに、市民のコミュニケーションの

場を提供するため、設置しております。

　現在、市内５１か所の市立集会所を設

置しておりまして、集会所は地域住民の

活動や集会の場として地域に密着したコ

ミュニティ活動の拠点として利用されて

いるわけでございますけれども、これら

の集会所を円滑に運営いただくために、

運営費用につきましては、光熱水費に係

る基本料相当額を委託料として年間３万

５，２００円を各集会所にお支払いして

いるわけでございますけれども、今後に

おきましては、維持補修を行いながら、

稼働状況や地元の動向など、総合的に勘

案し統廃合についても検討を加えていか

なければならないのではと考えていると

ころでございます。

○三好委員長　本保委員。

○本保委員　今いろいろお答えをいただ

きまして、ちょっと数点、２回目につい

て要望なり、また質問なりをさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

　まず、最初の非常勤職員等の雇用事業

についてでございますけれども、おおむ

ね悪い評判を聞いたことがないというこ

とで、こういった形でのやはり雇用体系
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が今後とも多様化していくということで、

これをしっかりと視野に入れて、実験的

に入れたとか、そういう削減的成果に向

けて厳しい状況であるので、入れてみた

というというような一過性のものではな

くて、しっかりと実務能力の向上と庁内

職員の活性化に資するように、今後とも

こういった形で雇用形態の多様化に取り

組んでいっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

　続きまして、庁舎管理事業の方でござ

いますけれども、消防訓練の実施状況、

今お話をいただきましてありがとうござ

いました。これは、神崎川河川敷の方で

皆さん順番に行っていただいているとい

うことで、それだけですかということで

お尋ねをさせていただいたわけでしたけ

れども、庁舎前で実施とかいう形で順次

消防計画というのが定められております

ので、やっていただいているということ

ですね。またそういったことも日常から

することで、随分と違ってくると思いま

すので、昔は公の建物は絶対大丈夫とか

というふうに何か、そういう神話があり

ましたけれども、最近はいろいろガラス

が割られたり、いろんなこともございま

すので、こういったことも含めて、庁舎

管理、今後とも計画に沿った訓練の実施

で、安全の確保に努めていっていただけ

ますように、お願いしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

　市立集会所の方ですけれども、これに

つきましては、コミュニケーションの場

ということは当然、地域の方でやはり人

間というものは、ふえていくのは嬉しい

んですけれども、それがなくなっていく、

あるいは集会所の統廃合を進めていくと

いうことで、今まであったものがなくなっ

たり遠くなったりするということでは、

やっぱり地元の地域からさまざまな声が

起こってくると予想をされるんですね。

　そういったことに対して、取り組みと

いうのが今回の行革の第３次行革の中の

アクションプランの中で、１７年度より

順次実施していくというふうにおっしゃっ

ていますので、それに対してのお答えが

今、これから考えていきます的なふうに、

私だけかもわかりませんが、そういうふ

うに受けとめられたんですね。

　ですから、順次実施方向とするという

ふうに一応書いていただいているんでし

たら、それまで本当に、ことし１７年度

ですから、進んでいかないといけないと。

そしたら、地域住民に対して集会所の管

理をされておられる地域の方に関してな

ど、どのような形で説明会を、あるいは

説得といいますか、ご理解をいただける

ような話し合いをされたのかなという点

で、もう少しお答えをいただけたらなと

思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

　あと業務改善推進事業の方ですけれど

も、先ほどＡＴＯＭＳ運動の中身ですと

か、やはり読ませていただいても、かな

りいいご意見というものが多くて、いい

ご意見というか、民間でも当然やってい

る、考えられることをやはり市の職員の

人たちが考え得るということが、１点普

通では当たり前のことですけれども、こ

ういった環境の中でずっと仕事をされて

きた人がそういうことを考えるというこ

とが、そのこと自体がある意味ではすば

らしいことではないかなと思います。

　やはりこういったことでも、しっかり

と前向きにどんどん変化し、進化してい

けるような形で取り組んでいっていただ

きたいと思うんですけれども。

　ただいま、お答えの中にちょっと気に

なったことがございまして、もう一度そ

の点についてお尋ねをさせていただきた
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いと思うんですけれども、今年度のＡＴ

ＯＭＳ運動の方はいろいろ発表もしてい

ただいておりまして、取り組み等、今後

研修を続けていきたいということで、結

構かなと思いますけれども、せっつ塾の

方の取り組みで、総括の方は十分納得は

できてよくわかりましたんですけれども、

また、内部塾生同士が講師となり、担当

課のいろんな話をしていくのは大変いい

ことだと思いますけれども、新市長と語

る会など、以下の自己研鑽等を含めて、

そういった取り組みをされているという

ことでございますので、これについても

うちょっと、これをせっつ塾の塾生の方

だけで今されておられることを、何らか

の形で現場に展開していこうというふう

には考えておられるのか、おられないの

かどうかということについて、ちょっと

お聞かせいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　あと、行財政改革の方、これはまちづ

くり交付金の方が今、お答えをいただき

ましたように、補助金が交付金にどんど

ん変ってきているというような状況でご

ざいますので、しっかりアンテナを張っ

ていただいて、今、お述べいただきまし

たように、国の交付金を大いに活用して

いただいて、まちづくりプランに貢献で

きるように、今後とも頑張っていただき

たいと思います。

　交付金とか、さまざまな形で今おろし

てこられていますので、見過ごすとその

まま過ぎていってしまいますので、やは

り限られた、国では大きな何千億円とか

という単位になっていても、やはり全市

的に地方へバッとおりてきますと、わず

かな人たちがその恩恵を浴するというよ

うなことになりますので、やはり取りお

くれのないように、しっかりと取り組み

を普段から考えていっていただいて、今

もちょっと今後の展開について考えてい

きたいというようなお答えをいただいた

ように思いますので、しっかりと頑張っ

て市のまちづくりプランに大きく政策推

進課がとってきたというふうに、またこ

ういう取り組みをして、こんなふうになっ

たんだというふうに市民の皆さんにも喜

んでいただけるような発表ができるよう

に、取り組みを今後ともよろしくお願い

したいと思います。

　同じく、この行財政改革に関連してお

尋ねいたしました、ワンストップサービ

スのことでございますけれども、今お答

えをいただきましたが、最終的には職員

数の適正化との整合性を図るということ

が大事だと思います。図る上でもだから

こそ市民公募の枠をふやして、あるいは

ＮＰＯ団体などをしっかりと活用すると

いう点についても考えておられるのかど

うか。この点について、お聞かせいただ

きたいと思います。

　所管の中身とか、そういったことは職

員がよく知っておられますけれども、こ

れから人がどんどんもっと少なくなって

いく中で、現実問題、それができるのか

といったら検討しますということで３年、

５年が過ぎるというのが現状ではないか

なというふうに危惧いたしますので、こ

ういった点についてもっと積極的にお考

えを持って展開していただけるような方

向性はないのかなというふうに思いまし

て、再度お尋ねをこの点についてさせて

いただきたいと思います。

　あと、女性政策の方でございますけれ

ども、このただいま（仮）をつけていた

だいて出していただきたいということで、

男女共同参画センター費のことについて

は申し上げましたけれども、さらにちょっ

と気を使っていただいてお答えをいただ

いたので、政策推進課と協議をした結果、
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このようになりましたということで、だ

れと協議をしたから載せていいというも

のであるのかなというふうに私は正直言っ

て、今お答えいただいたことで逆に感じ

てしまいまして、（仮）をつけたらよかっ

たということで、お話をいただけた方が

すっきりしたんじゃないかなと、これ一

言つけ加えておきたいと思います。

　市民の皆さんは、こういったことに対

して、事務的に普通にどうせなるのやか

らええやんかと思っておられるか知りま

せんけれども、これに対して敏感にやは

り、「エッ、どうして、決まってもない

ことをこんなになっているやないの。なっ

とったやないの。」ということに公開さ

れたあかつきにはなるわけです。こういっ

たことから、やはり行政に対して情報公

開に対する不信というものがやはり積み

重なっていきますので、些細なことに対

してしっかりと気をつけていく。小事が

大事やというふうに、一事が万事とか、

いろいろ日本にはいい言葉がありますの

で、やはりそういうふうにしっかりとと

らえて、こういったこと１つについても、

やはりもう少し配慮をしていただいて、

取り組んでいただきたいと、このように

思うわけでございます。

　この情報収集・提供事業でございます

けれども、前も前回の１２月にも申し上

げたんですけれども、その後、女性政策

レターをちょうだいいたしまして、資料

請求していただきました。やはりそのと

きに、前回も申しましたけれども、情報

提供についてどのようにお考えであるの

か、お聞かせくださいということで、大

体ほぼ同じようなお答えだったと思いま

すが、この女性政策レターを、この前も

言いましたけれども、活用して、市とし

て特色のある呼びかけを職員の皆さんに

対してしていただいて、男女共同参画社

会推進の強化ができるような、取り組み

を独自で各自の実践の励行に向けて具体

的な項目としてあげて取り組んでいただ

けるようにしていただけないかなという

要望をさせていただきました。

　それについて、今回いただいたのも、

私は変っていないように受けとめました。

もしも変えたとおっしゃるならちょっと

こんな点が変っていますと言っていただ

けたらいいかなと思うですけども。

　こういうやはり目に見えないことだか

らこそ、日常的なしっかりとした取り組

みが大事であるということを何回も申し

上げてまいりました。

　現時点で、実践項目はプランニングさ

れているのかどうか。私たちにできる、

やはり市民の皆様にしましょうというの

だったら、自分たちでできることを本当

にプランニング、実践項目としてされて

いるのかどうかについて、再度お尋ねさ

せていただきたいと思います。

　あと、女性政策の推進市民懇話会のこ

とにつきましては、回数等、お話もいた

だきました。ただ、基本的に前回もこれ

も申しましたけれども、女性政策推進市

民懇話会の位置づけというものが、ある

ようでないのではないかなというふうに

思います。しっかりとした取り組みをな

さっていこうとしておられる方が懇話会

の委員さんに入っておられます。

　しかし、資料請求していただきました

議事録といいますか、とりまとめにつき

ましても、読ませていただきましたけれ

ども、内容につきましては、やはりしっ

かりと市民懇話会に相談をした上で、そ

の提言をしっかりと吸い上げてくるとい

うのではないように、私の方は感じるわ

けでございます。本当にこんなことでい

いのかなと、やはり政策の提言はいただ

きましたと、結果的にいただきましたと
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言われればそうかなと思うしかありませ

んけれども、その提言が返ってくるまで

のプロセスにおいてどのような話の持っ

ていき方をされておったのかということ

を、この議事録を読む限りではしっかり

と懇話会の位置づけというものをしていっ

ていただかないといけないんじゃないか

と考えるのですね。懇話会のこの議事録

読んでいただいたらわかりますけれども、

１つのことを決める、あるいは相談する

というのは、ありきでもう相談されてい

るということに対して、これだったら要

らないんじゃないという声も出ておるわ

けですね。それでは何もならない。それ

がたった１つの案件であったとしても、

こんなことやったらという声が出るよう

では、何のための懇話会かというふうに、

懇話会の質自体をやはり問われざるを得

ないような状況なってくると思いますの

で、やはりこういった点についても、今

後の取り組みについて、もっと考えていっ

ていただきたいと、このように思うわけ

です。前回もただ、提案をして提言を受

けるというようなものではなくて、やは

りしっかりとした形で、その諮問的機関

としての役割を、位置づけと果たしてい

ただけるように、行政の方できちっとし

ていっていただけないかということを要

望させていただいておりますけれども、

ひとつも変っていないように、そのよう

に感じました。

　内容的にも、女性政策が、今後、男女

共同参画ということに変ったとして、そ

のせっつ女性プランとそれに対する整合

性についてどのように図っていかれるの

かなと、このように本当に真剣に考えれ

ば考えるほど、このせっつ女性プラン、

せっかくつくってしていることが、これ

がどういった布石になっていくのかなと

いうふうに考えますと、残念でならない

ですし、やはりこれに携わってきた多く

の方がやはり本当に胸のうちの苦しい気

持ちを言えないような思いを皆さんされ

ていると思うんですね。

　やはりいろんな形で、どのようなもの

でもやはり相談をするということの本来

の姿というものをもう少しきちっと行政

側としても考えていただいて、そういっ

たスタンスで、上から物を言う、決めて

きて上からおろすというものでは、本当

の意味での男女共同参画なんかスタート

しないと、このように思うわけでござい

ます。

　せっつ女性プランに対しましては、特

にやはり今回ほかの、またあとでやりま

すけれども、２４号に名称変更、３２号

でセンター条例の中身の変更等が、文言

の変更等が上がっておりますので、こう

いったことに対しましても、やはりもっ

ときちっとした形でセンターなり、運営

委員会なり、懇話会なり、皆さんそうい

う関係者のところへ先におろしていって、

きちっとご同意をいただく、そのプロセ

スを踏んでいただいて、名称についても

考えていくというのが本来の筋ではない

かなと、このように思うわけでございま

す。

　やはり筋を通さないとだめだというこ

とは、この市政運営の基本方針の中でも、

森山市長ご自身がおっしゃっているわけ

です。やはり人と人との信頼関係のルー

ルづくりができなかったらだめだとはっ

きりおっしゃっておられますので、その

ことと整合性がとれないような、今回の

この形になっているのではないかと、あ

とでもう一度これはやらせていただきま

すけれども、そういった状況の中で、女

性レターの活用について、この１点につ

きましては、今後プランニングしていっ

ていただけるのかどうか。お答えをいた
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だきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

　あと審議会の方でございますけれども、

人権条例のこの審議会においては、市民

の方の口々の話ではございますけれども、

各種団体から人選していただいているに

もかかわらず、大体同じような方がメン

バーになっていることが多いというふう

に、これは皆さんも周知されているので

はないかと思います。よく聞く話でござ

いますので。委員の人選が偏らないよう

に、今後またどういうふうにしていくの

かというのは非常に難しい問題かもわか

りませんけれども、やっぱり引き受けて

くださりやすい人に持っていくだけでは、

今後このような厳しい財政状況の中で、

いろんなことにやっぱり挑戦をしていか

ないといけない状況ということを踏まえ

れば、市民の公募枠をふやして、それと

ともに、人選が偏ることのないよう、十

分に配慮しながらも活発な意見の出るよ

うな審議会の運営を、やはり図っていか

れるように要望させていただきたいと思

いますので、今後とも検討をよろしくお

願いいたします。

　あと人権教育の方でございますけれど

も、この人間基礎教育とは、車の両輪で

なくてはならないとの市長の基本方針に

沿ったよりよき啓発と、その推進を目指

して、人権教育の向上、充実が図られる

ようにお願いして要望としたいと思いま

す。

　あと、地籍図の方でございますけれど

も、今、内容についてはお答えをいただ

きまして、トレース転写ということで、

これは不動産業者の方とか、専門業者の

方に偏っていく場合もあるかもわかりま

せんけれども、市民の方として、そういっ

た方からのご相談もありましたし、お聞

かせをいただいたわけでございますけれ

ども、この本市では残念なことに、しっ

かりとした公図のない地域もありまして、

この市の地番図に頼らざるを得ないとい

う現況でもあります。市民の方から地籍

参考図より写しを摂津市地番図の転記と

して記入しまして、手書きの地番図を住

宅ローンの申請時の公図に代わる参考図

として添付をしていると、こういう点に

ついて、あくあまでも地番図は参考図で

ありまして、権利関係には使用できない

ことは周知の事実ではありますけれども、

さらにこの点について、権利関係などに

は一切使用できないとの文言を付記する

などして、コピー機で転写をさせていた

だくことはできないかと。コピー転写を

認めていただけるように改善できないの

でしょうかというようなご相談がありま

した。

　これについて、行政の方の方向性とし

て、固定資産税課とされてはどういうふ

うに考えておられるのか、ちょっとお聞

かせいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　あと、選挙関係ですけれども、アルバ

イトのいろいろお答えをいただきまして、

努力をされて、また苦慮もされてとか、

いろんなことがあると思いますけれども、

この摂津市においては、かなり大きく、

選管の方で、ご努力をいただいて進んで

いっていると思うんです。

　ただ、やはり投票率が下がっていく傾

向に、これはもう全国的な傾向ですけれ

ども、ありまして、特に摂津市はこの若

い方たちの投票率も低くなっていってい

るという現況を踏まえて、今後さらに、

１点だけお答えがもれていたかなと、あ

わせて言っていただいたかもわかりませ

んのですけれども、新成人の方を、投票

意識をしっかり持っていただくために、

投票日にアルバイトとして採用する機会
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にしてもらったらどうかということに対

して、どうなのかなということが何か言っ

ていただけなかったかと思いますので、

再度、お願いしたいと思います。

　これは、やはり選挙費用の軽減と新成

人の人をアルバイトして採用して投票所

に足を運ばせるということで、やはり投

票というものを近いものにしていくとい

うことで、取り組んでいただきたいと思

いまして、考えておりますので、この点

についてお答えをお願いしたいと思いま

す。

　２回目は以上でごさいますので、よろ

しくお願いいたします。

○三好委員長　宮部課長。

○宮部固定資産税課長　２回目のご質問

でございますけれども、地籍図につきま

しては、評価課税の資料ということとあ

と個人の情報には含まれておらないとい

うことから、閲覧に供しておりますけれ

ども、閲覧とそれからある一定業者の方

等へのコピーのサービスをするというこ

とは別の問題かなと考えております。

　ただ、こういったコピー請求といいま

すか、コピーを交付してほしいというよ

うな方はまれにございまして、各市ちょっ

と調査もいたしております。北摂におき

ましては、本市同様、閲覧のみでコピー

請求には応じておらないようでございま

す。本市では実例ございませんけれども、

どうしてもコピーが欲しいというような

場合には、各市の情報公開条例に基づい

て対応しておるということでございます。

　個人情報ではございませんので、ある

一定手続を踏みますと、コピーを提供し

ておるというのが実情のようでございま

す。

　こういった点から、原課におけるコピー

の交付につきましては、今後、検討を要

するものかなと認識いたしております。

ただし、この場合には目的外の特定のも

のに対する特定のサービスということに

なりますので、手数料の徴収の対象にな

ろうかと考えます。

　交付の方法も含めまして、手数料条例、

規則の整備が必要かと考えます。他市の

動向にも留意しながら検討してまいりた

いと存じます。

○三好委員長　大砂参事。

○大砂選挙管理委員会事務局参事　現在、

投票所のアルバイトにつきましては、薫

英の短期大学の方に依頼をさせていただ

いておるわけでございます。ですから、

投票事務にアルバイトとして参加してい

ただくことによって、当然、選挙等にも

関心持っていただけているものと思って

おります。

○三好委員長　有山課長。

○有山政策推進課長　せっつ塾とワンス

トップサービスということで、せっつ塾

なんですが、従前、せっつ塾、政策推進

課も入って、その勉強会をしてまいりま

した。昨年１２月に新規の塾生を募集を

いたしましたところ、新規に５名の職員

が新たに加わっております。これらのメ

ンバーで話をしまして、自律的に自ら運

営をしていくということのもとにたって、

今年１月から企画担当を輪番制に回して

いくというやり方をしております。

　先ほど山田参事の方から、自己研鑽と

いうふうに言葉を使わせていただきまし

たが、せっつ塾の方の目的としては自己

研鑽、それから庁内に向けたものとして

は、昨年１１月２日に実施しました市長

と語ろう会という形でのイベント企画と

いう巻き込み方も考えていこう、それか

ら昨年やっております外部、他市のグルー

プとの交流、こういうことをやってきて、

摂津市の現状を理解する、自らのスキル

を高めていく。それと、現在月に１回やっ
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ております会議では、２時間半ほど集ま

るんですけど、午後６時から。その分に

ついては１時間は研修の講師を輪番制で

回して講義をする。あとの１時間半につ

いては、中でミーティングをすると、議

論をするということでお互いにいろいろ

なポジションのところの話をするという

ようなことをやっております。

　ただ、あくまでもせっつ塾はオフサイ

トミーティングということで、公式の活

動ではございませんので、民間でしたら

営業でありますとか、製造部門が一緒に

会して話をする機会を持つことによって、

それぞれのスキルが上がるというような

例があります。それと同じように、オフ

サイトでそういうミーティングをできる

だけ話し合いを持つ機会を持つというよ

な形で、今後、進めていくということで

す。それから、ワンストップサービスの

方なんですが、委員のお考えはよく理解

はできるんですが、役所ということでい

ろんな人、、市民の皆さんがやってきま

す。これに対して、多様な対応をしてい

かなければならない。

　１つは、先ほど言いましたように、職

員数適正化との整合もございますが、市

民雇用、あるいはＮＰＯという考え方を

した場合、各窓口の情報をどのように仕

事をしていただく方に伝えるかというこ

とが前の段階として必要かなと思ってお

ります。

　したがいまして、各窓口での情報、そ

れを文書化するとか、あるいはマニュア

ル化するとかいうような作業をした後で

ないと、一足飛びにＮＰＯであるとか、

市民雇用にはなかなか結びつかないのか

なというふうに思っております。

　それから、ワンストップに対しては、

今、職員提案の方でありました、ようこ

そ摂津市役所へということで、受付機能

の強化ということで、市民課の窓口で今、

配布をさせていただいていますように、

そこには何番の窓口に、こういう条件で

転入された方は行く必要がありますよと

いうお知らせと窓口番号を書いた案内し

おりを配っております。それから、もう

１つ、サービスマインドレボリューショ

ンという職員提案の方では、窓口業務の

案内表示ということで、今、各所管の窓

口の番号を整理しています。それと西口

と本館の入り口には、その番号に合った

ような形での各課の業務の内容も記載し

たような形で、従前の案内版とは違う形

の案内版に変えております。

　そういうことで、できるだけ市民が迷

わない役所づくりというふうなことを考

えておりますので、なかなかワンストッ

プというのは、一足飛びにはそこには行

かないということで、それなりの努力は

続けていきたいというふうに思っており

ます。

○三好委員長　寺本参事。

○寺本総務防災課参事　集会所の統廃合

の具体的な計画についての２回目のご質

問でございますけれども、集会所の設置

につきましては、これまでおおよそ５０

０世帯、または２自治会に１か所を目標

に設置に取り組んでまいりまして、現在

５１か所あるわけでございますが、集会

所の統廃合につきましては、まだ具体的

には動いておりません。今後は集会所の

維持補修を行いながら、集会所の稼働率

や地域の実情などを勘案しながら、集会

所のあり方について検討を加えていかな

ければならないと思っております。

○三好委員長　奥村部長。

○奥村総務部長　集会所の分につきまし

ては、補足答弁をさせていただきます。

　説明がありましたように、現在５１か

所の集会所があります。そのうち、老人
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常設集会所は３９か所併設をされており

ます。先ほど言いましたように、老朽化

の進んでいる集会所につきましては、で

きるだけ長く地元に使っていただくとい

う意味で、修繕を加えながら利用に供し

ております。

　先ほど１７年度実施ということがうた

われているということですが、統廃合し

ている集会所は今現在ございません。そ

れぞれの集会所は小規模な集会所になっ

ております。

　各自治会に近い立地条件で、喜んでい

ただいているのではないかないうふうに

思っております。

　しかしながら、例えば中規模程度の集

会所であれば、今現在５１か所の集会所

ですので、例えば小学校区単位、１２小

学校ありますので、例えば４軒分、ある

いは５中学校であれば１０軒分の集会所

をつくったならば、スケールメリットな

りがそれなりに得られるのでないかとい

うふうに思っております。

　しかしながら、地元自治会とやはり協

議は必須要件でございますので、そうい

う時期が来ましたら、地元と協議しなが

ら事前相談させていただきたいというふ

うに思っております。

○三好委員長　寺西参事。

○寺西市長公室参事　女性政策レターに

つきましてのご質問でございますが、こ

れにつきましては、一応職員に対する啓

発というふうなことで、平成１４年度か

らせっつ女性政策レターという手紙とい

うふうな形で、現在、庁内のネットワー

クを通じまして、職員に一応配付させて

いただいているということでございまし

て、女性政策課といたしましては、この

ような取り組みをしていますよというふ

うなことを、職員の皆様方にも啓発して

いるというふうなところでございまして、

今後につきましても同様な形で一応取り

組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。

○三好委員長　市長公室長。

○中西市長公室長　若干、先ほど予算書

の中での男女共同参画センターの費目の

件でご意見ちょうだいいたしましたんで

すが、これは従来からこういったケース

の場合、条例改正案と議案書、これはま

だあくまで議案書でございまして、ご可

決賜った以降、これが予算として動くわ

けでございまして、そういう形の中でご

提案を申し上げてご意見をちょうだいす

るという形でやっておりますので、市民

のご意見を無視して、こういう形で既に

やっているという形ではございませんの

で、その辺はご理解賜りたいと思ってお

るところでございます。

　もう１点、懇話会の議論でございます

が、これは非常に、今までもご提言は各

いろんな形でちょうだいしておるわけで

ございますけれども、そのことに基づき

まして、今日の女性プランとかが運営し

てきておりまして、中身が不十分だとか

いう形につきましては、私どもの提案の

仕方が若干整っていなかったかというこ

とで、中では十分ご議論いただいている

というふうに私ども受けとめております

ので、その辺よろしくお願いしたいと思っ

ております。

○三好委員長　本保委員。

○本保委員　それでは、２回目にお答え

いただいた件につきまして、市立集会所

の管理事業の統廃合の件でございますけ

れども、今、総務部長にお答えをいただ

きましたように、この点につきましては、

こういった話が出ているということはや

はりもしかしたらということで、やはり

皆さん、心配しておられる方も多いと思

います。最終的にこういう形で提示して
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いるから、一方的に敢行していきますよ

というのではなくて、今おっしゃってい

ただいたように、地元利用者等の皆様と

よく話し合っていただいて、ご理解をい

ただいて円満にしっかりと移行できます

ように、最大のご努力というのをお願い

したいと思います。

　あと、人材育成の行革の方でせっつ塾

とか、ＡＴＯＭＳ運動とか、職員の皆様

の頑張っていただいている結果でござい

ますけれども、今、大変ご説明いただき

ましたが大変よくわかりました。

　今後ともこの人材育成に行財政改革の

推進力として今後とも職員の意見が生か

されて、またその取り組みが業務改善に

映されるように頑張っていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

　しつこいようですけれども、ワンストッ

プサービスの庁舎内の案内ですけれども、

そんな専門的な物すごく難しいことまで

全部網羅するというのは、やっぱり相当

年数これを専門的にやらないと、難しい

というか、できないのではないかという

ふうに単純に考えてしまいます。やはり

市民公募とか、そうだったらＮＰＯに任

せるとかということは前提として消えて

しまうわけですね。何もならないとおっ

しゃっていることと、じゃあ現実は違う

じゃないかと、このギャップはどう埋め

ていくのだということになりますので、

テストケース的にでも、市民公募した方

とか、ＮＰＯの方とかをお願いをして、

案内の方だけでも今その目に見える形で

はものすごく努力していただいているの

は今のご説明で大変よくわかりましたけ

れども、やはりその庁舎の中、具体的に

人間にはいろんな方がいらっしゃるんで

すね。私たちも若いときにはわからなかっ

た不便さというものを加齢とともに、だ

んだんいろいろとあちこちで感じるよう

になりますので、人間が人間をケアして

いくとか、フォローしていくとか、そう

いったことに世の中も注目をされていま

すように、人がどうですかと、どうされ

たんですかと。どこですかと、書いてあ

るでしょうではなくて、声をかけてあげ

ることによって、庁舎に来られた方の気

持ちというのがそれだけでも随分と違う

し、たったそれだけのことでやはり民間

の皆さんと市民の皆さんと、この行政の

皆さんの距離がグッと縮まるというか、

そういった形で上下関係で、どちらが上

下であってもいけないので、やはり行政

と市民が同じ位置に立つところで協働と

いう言葉が実際的に動き出すのではない

かなと思いますので、こういった形の端

緒というのは本当に小さなところから、

それが大きな力になっていくと思います

ので、最初から大きなことを考えるとで

きないと思いますから、テストケース的

にでも結構ですので、やはり考えるより

やっぱり、よっぽど処理の重要なのは、

大体カウンターのところに並べてあるわ

けがありませんから、そういったことも

加味していただいて、早期に具体化に対

して積極的に取り組んでいただけますよ

うに、これは要望といたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

　あと、今、市長公室長の方からもお話

がありましたけれども、やはりそういっ

た我々が事務的に処理していることでも、

やはりしつこいようですけれども、やは

り市民の方はそれを見たときにどう思わ

れるかということを考えていただきたい

と。事務的にこれは５か月間、私たちに

とってはそうであっても、やっぱりただ

これだけを見た人の考え方というか、市

民の気持ちというのを考えてあげていた

だきたいと思うんです。
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　そういったことに細かい配慮をこれか

らは、やはりしていかないと、市民との

協働ということは、１歩も進んでいかな

いと、このようにも考えますので、そう

いった点について、たったこれだけのこ

とにと思われるかもしれませんけれども、

たったこれだけのことが意外と大きなこ

とに結びついていったり、やはり大事な

んではないかなと、市民の皆さんはやは

りこちらの行政の皆さんの出方次第とい

う言葉は悪いかもしれませんけれども、

皆さんがどのような形で手を伸ばしてこ

られるか、それによってはいつでもいい

ですよ。助けますよと、一緒に頑張りま

すよと、欲得抜きで頑張りますよという

ふうに言っていただける、市民はやはり

賢い、情もあるということをやはりしっ

かりと考えていただいた上ですべてのこ

とに、特に女性問題が今すごく焦点を浴

びるような位置に位置しておりますので、

そういったことにも繊細に考えていただ

けたらなと、このように思いましたので、

苦言を呈する形になりましたけれども、

申し上げさせていただきました。

　女性政策レターにつきましては、今お

答えいただきましたけれども、何回も申

し上げているんですけども、やはり具体

的にこれを活用しないと、庁内でやはり

市民の皆さんに男女共同参画を、うちは

進めるんですよという話を仮にするなら

ば、やはり施策としてこういったことを

庁内で試しにやりましたと。職員みんな

がやりましたと。市民の皆さんもどうで

すか、とてもいいですよというようなこ

とを意見集約して、やはり実際的なプラ

ンとして挙げていっていただきたいとい

うふうに考えるわけです。

　これもずっと言っていましても、目に

見えないことだからということで、何も

展開がなされていないというのは正直言っ

て、これは事実であると思いますから、

やはりレターを流すだけではないと、張

りつけるだけではないというふうにして、

せっかく出しているものですから、これ

も費用がかかっているわけですから、有

効に活用していっていただきたいと思い

ます。

　ぜひ、この男女共同参画社会推進に向

けての各自の実践できる、目に見える形

に、あるいは結果が出てくるような方向

でも、目に見えない形でも結構でござい

ますが、私はこれをやっていると言える

ような実践項目をはっきりと、プランニ

ングをしていっていただきたいと。率先

垂範の姿勢で、職員の皆さんがまず実行

していっていただく、そうあるべきでは

ないかと、このように考えますので、プ

ランの早期作成を強く要望いたしておき

ます。

　あと固定資産税課の方の地籍図のコピー

の件でございますけれども、今ご説明い

ただきましたのは大変よくわかりました。

ただ、最近では法務局の方でも公図のコ

ピーを取得できるようになっているとい

うことでございまして、現状少し変って

きております。

　コピー機をそれを職業になさっている

方は費用の一環として、経費として考え

ていただいて、今おっしゃっていただい

たように一定手数料をいただくという有

料に当然していただいた方が、逆にいい

のではないかと、その際に、費用対効果

を十分考慮していただいた上での話です

けれども、固定資産税課の地籍図を置い

ているそばに有料のコピー機を設置をし

ていただいて、それも１枚とったら１０

円とか２０円とかといったものではなく

て、しっかりと、そこにコピー機を設置

をして有料にして、費用対効果が上がる

と考えられるような値段の設定も価格的
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にもそういうふうに設定をしていただい

て、検討していただけるように、これは

要望しておきますのでよろしくお願いい

たします。

　あと投票の方の話でございますけれど

も、今、薫英の学生さんということで、

これは薫英の学生さんは摂津市在住の薫

英の学生さんですよね。もちろんそうだ

と思います。ですから、しっかりと摂津

市在住の学生さんだったら頼んでいただ

く、学生さんでなくても新成人の方も学

生さんでない方もいらっしゃいますので、

この方たちにしっかりと投票意識を若者

を含む投票率の向上が図られますように、

また経費削減とあわせてぜひ実施をし、

頑張っていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○三好委員長　大澤委員。

○大澤委員　それでは、予算概要２０ペー

ジの財産管理費、庁舎管理事業について

お尋ねします。

　事業費総額１億９，５２３万９，００

０円計上されており、１６年度予算額と

比較しますと１，８３０万２，０００円

の増額となっております。内訳を見ます

と、修繕費が前年度より１，５８８万３，

０００円の増額となっています。それで

お聞きしますけども、この増額の理由を

お教えください。

　次に２点目としては、庁舎総合管理委

託料３，５５９万７，０００円が前年度

２，９５３万５，０００円より６０６万

２，０００円増額されています。委託業

務の内容に前年度とは違いができたので

しょうか。その増額の理由をお教えくだ

さい。

　次に３点目、光熱水費５，１００万円

ですが、これは１６年度と同額でありま

す。過日の本委員会において１５年度の

光熱水費が予算額５，２３４万５，００

０円に対して決算額が４，２８６万３，

０００円で、９４８万１，０００円の残

額が出るということで質問いたし、内容

をお聞きしましたら、庁内の節電に努め

た結果、約４００万円近い電気料金が節

減できたということを聞きました。

　職員の皆さんの努力によって節約でき

た成果に対しまして、予算計上において

は全くそれを配慮せずに、また同じ額を

予算として計上されています。問題は、

決算額が幾らということですから、それ

が節約できておればいいということでは

ありますけれども、せっかく努力によっ

て電気料金のみだけでもそれだけの減額

ができたのであれば、当然それを予算の

中において反映させるべきではないか。

これだけの努力してこれだけ安くなりま

したよということも必要ではないかと思

うんですが、その辺のところのご見解を

一度お聞きしたい。

　１６年度も１７年度も５，１００万で

同じ額というのも何か毎年同じでいいの

かなと、当然あれもこれもということで

節減に努めてもらわなければならないの

ではないかと思いますが、その辺いかが

でしょうか。

　次に、同じく概要の３３ページ。納税

課の通信運搬費４８５万円でありますが、

これは１６年度より５０万減額されてお

ります。この内容は恐らく過日委員会で

私が質問しました市民税及び固定資産税

の納期前の通知はがき、これがきちっと

納税されている市民から見れば、むだな

ことであるということで批判が出ており

ましたので、その旨申し上げて改善を要

望しました。その結果ではないかと思い

ますが、納税率を上げるために出されて

いた通知はがきであったわけですから、

今年度は徴税率を上げるための工夫をど

のようになさったかと。５０万減額され
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たということは、何らかの対応を変えて

いかれたように思います。その辺のご努

力があれば一度内容をお聞かせください。

　次に、同じく概要の３３ページ、固定

資産税課の課税事業のうち委託料であり

ますが、家屋評価支援システム修正業務

５９７万７，０００円と土地評価支援シ

ステム修正業務１６０万とあります。こ

の評価支援システム業務とはどのような

業務内容なのか、前年度はこれがなかっ

たものですから、内容をお尋ねします。

　次に、固定資産税システム税法改正対

応委託料は、１５年度並び１６年度より

も５２５万増額となり、この倍になって

いますね。１，０５０万となっています。

また、手数料は１６年度は２５万４，０

００円が１７年度は８４３万３，０００

円と大きく増額しておりますが、その理

由をお尋ねいたします。

　次に、歳入についてですが、予算書の

５５ページ。款１８、繰入金の項２、基

金繰入金についてですが、前年度に比べ

て５億８，７００万円、２７．８％もふ

えています。いろいろと歳出削減の努力

をされていると思いますが、それにもか

かわらず、基金繰入金が大幅に増加した

理由と現在の基金の状況についてお伺い

します。

　次、公債費の削減について、予算書２

４５ページの一般会計における地方債の

現在高の見込みが掲載されています。過

去の予算書と比較してみますと、平成１

０年度末の現在高がピークでありまして、

４４９億７９８万３，０００円となって

います。平成１７年度末の現在高見込み

は、３４９億８，５７１万１，０００円

でありまして、実に２２．１％、９９億

２，２２７万円の減となっています。１

６年度と比較しましても、３８３億４，

６００万円で、約９．１％の減額になる

わけで、これは元金償還金以内での市債

発行によるものと考えますが、いかがで

しょうか。お考えをお聞かせください。

　次に、たびたび質問が出ております、

校区の地域防災組織の立ち上げについて

お尋ねします。これは、１６年度の代表

質問においても校区の防災組織の立ち上

げを早急にするべしということを申し上

げました。それで、阪神・淡路大震災か

らもう１０年の経過の後に、まだ１２小

学校区の中で７校区の立ち上げしかなさ

れていないということで、いろいろ防災

についてご答弁を聞いておりましたけれ

ども、私は災害が起こった後の支援、こ

こに問題がありはしないかと。

　というのは、神戸のケースを見まして

も、いわゆる自治会組織の確立をされて

いないところは救援物資が十分に市民一

人ひとりに行かなかったと。自治会組織

のきっちりしているところは速やかに行っ

たと、これは事実なんですね。

　ですから、そういう面から見ましたら、

各校区での立ち上げについて、市はどの

ように要望し、またその必要性を本当に

積極的に話をなさっているのかなと。めっ

たに起こらんことですから、これから先

も起こるかどうかわかりませんけれども、

もし災害が発生したときにそういう地域

差があったとき、十分に防災システムの

行き届いたところとそうやないところと

の間には格段の差がついてくる。そのと

きに、その対応について、自らがそうい

う組織をつくらなかったからだというよ

うなことは、私は恐らく通らないであろ

うと、結局は市の怠慢ということになっ

てくるのではないかと思います。

　ですから、そういった面で、もっともっ

と校区においての各自治会への働きかけ

が大事ではないかと。

　例えば、１校区において、１０の自治
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会があるとすれば、全部の自治会の足並

みがそろうのを待っていたのではだめで

あろうと、その中で３自治会でも４自治

会でも同意すれば、まずそれで立ち上げ

ると、それであとは私どもの自治会もそ

の組織に入らないといけないというよう

な自主的な動きの中から呼びかけもし、

また組織に入っていただくというような

運び方でないといけないのではないかと

思うわけです。

　実は、この１３日に私、別府ですから

別府小学校区のことを言いますとどうか

という思いもしますけれども、別府小校

区自主防災会というマニュアルがありま

して、その訓練内容をちょっと申し上げ

ますと、まず情報訓練、それから避難誘

導訓練、消火訓練、給食訓練、その給食

訓練の中には炊き出し訓練と非常食の搬

送訓練、そして救援物資の配給というよ

うなことを折り込んでおられるわけです。

　こういうことで訓練をなさって、実際

に体を使ってやっておられる地域と、全

くそれをなされていない地域は、いざと

いうときには格段の差が出ると、これは

歴然とすると思います。ですから、そう

いった格差をなくすることが、行政とし

ての責任ではないかと、私はそう思いま

すので、とにかく速やかに積極的に、各

自治会、校区の自治会に働きかけ、また

校区としてあと残っている５つの校区の

自治会に対しては、働きかけをもっともっ

と積極的にやっていただいて、１０年も

たってまだ７つしかできていないという

ことはいかがなものかと。

　昨年、申し上げてからでも、何か１つ

の校区ができたと聞いておりますけれど

も、結局そのときの答弁では最大の努力

をするということを言うておられたにも

かかわらず、これでは努力をされている

とは思えないというところで、今後の本

当に真剣な取り組み、その辺をお聞きし

たいと思います。

○三好委員長　答弁を求めます。堤参事。

○堤財政課参事　それでは、私の方から

予算書５５ページの繰入金についてと、

２４５ページの公債費の抑制についてご

答弁申し上げます。

　まず、予算書５５ページ、繰入金につ

いてでございますが、平成１７年度は公

債費のピークを迎えまして、公債費の額

は借換債を除きます実質ベースで過去最

高の６０億２，１９３万３，０００円と

なりました。前年度に比べ、７億４，３

５８万９，０００円、１４．１％と大幅

に増加いたしております。このような状

況に対処するために、人件費では前年度

に比べ、６億５，３０４万２，０００円

の大幅な減をはじめ、資本費平準化債の

発行による、公共下水道事業特別会計へ

の繰出金の抑制や、補助金の見直し、事

務事業評価による経費削減などの努力を

行いまして、実質ベースでの歳出増加額

につきましては、２，７９０万円、０．

１％にまで抑制をいたしました。

　しかしながら、歳入の根幹であります

市税はピークの９年度決算額２０２億４，

０００万円に比べまして、３４億１，０

００万円も減少しており、交付税や臨時

財政対策債も大幅に減少いたしておりま

す。

　これらの一般財源の減少を補うため、

財政調整基金など主要３基金から２６億

９，２２３万５，０００円を取り崩し、

繰り入れを行ったものでございます。

　この結果、公共施設整備基金を含む主

要４基金の平成１７年度当初予算による

取り崩し後の現在高見込みは一般会計の

借入分を除きます実質分で合計１２億４，

６３６万８，０００円となったものでご

ざいます。
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　続きまして、２４５ページの公債費の

抑制についてでございますが、平成１０

年１月に策定されました摂津市行財政改

革実施計画、いわゆる第１次実施計画を

受けまして、同年９月に摂津市財政健全

化計画を策定いたしました。この中で、

市債現在高の増嵩を受け、今後の市債の

発行につきましては、その発行額を元金

償還金以内にすることといたしました。

これは交付税の算入の対象となるような

事業債の発行であろうとも、別枠とはし

ないという決意のもとで、この方針のも

と平成１１年度以降の市債の現在高を減

少させてまいったものでございます。

　それで、その結果、平成１７年度以降、

地方債現在高倍率というのがございまし

て、普通会計の地方債の現在高を標準財

政規模で除したものを、地方債現在高倍

率と呼んでおりますが、それにつきまし

ては、平成７年度以降、ずっと２倍台で

推移をしておりました。標準財政規模に

つきましては、ここ数年減少が続いてお

りますもので、１５年度決算ではまだ２．

１８倍と、２倍は超えておるんですが、

１７年度の現在高見込みで試算いたしま

すと、２倍は若干ですが切るような見込

みとなっております。当面の目標として、

２倍を切ることを掲げておりましたので、

近々２倍を切るということは達成できる

のではないかなというふうに予測をして

おります。

　しかしながら、府下都市平均につきま

しては、１５年度決算では１．７５倍と

なっておりますので、今後も引き続き元

金償還金以内の市債発行に努め、府下平

均を下回ることを次なる目標に、抑制を

図ってまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○三好委員長　宮部課長。

○宮部固定資産税課長　固定資産税の課

税事務事業の手数料と委託料についての

ご質問でございますが、その中で前年に

なかったものがある。それから、額に大

きな差が出ておるというようなご質問の

趣旨であったかと思いますが、これは固

定資産税の評価替えが３年ごとにありま

すことから、すべて評価替えに関する事

務でございまして、３年に１度、ボリュー

ムが大きくなるというようなことで、こ

のような金額の差が出ております。

　その中で、家屋評価支援、土地評価支

援システムとはどういうようなものかと

いうようなお問いでございますが、家屋

評価支援システムと申しますのは、従来、

紙ベースで家屋の評価をやっておりまし

たものを電算システムの中で積算して、

家屋評価をするというものでございます。

　それから、土地の評価支援システムと

申しますのは、地籍図、先ほどありまし

た地籍図でございますとか、あるいは航

空写真でございますとかを電算の中に取

り込みまして、その中で奥行き、あるい

は間口等をはかることができるというこ

とで、土地の課税事務のまさしく支援シ

ステムとして使用しております。

　この分につきまして、再来年は評価替

えの年でございますけれども、実際に評

価替えの事務をいたしますのは、１７年

度中ということで、この１７年度にこの

システムの更新費用として計上したもの

でございます。

　それから、税法改正対応費用が５２５

万から１，０５０万円になっておるとい

うことでございますけれども、これも固

定資産の税制改正と申しますのは、評価

替えごとに大きな税制改正はございまし

て、その大きな税制改正に対応するため

に、通年５２５万円のところを１，０５

０万円ということで計上させていただい

ております。
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　次に、手数料でございますけれども、

ご質問の中で手数料２５万４，０００円

が８４３万３，０００円になっておると

いうお問いでございますけれども、実は

この２５万４，０００円と申しますのは、

１６年度予算で納税課所管の手数料でご

ざいまして、私ども固定資産税課所管の

手数料につきましては、１６年度は１，

９４８万２，０００円となっております。

この８４３万３，０００円との差額が１，

１０４万９，０００円の減少となってお

ります。この分につきましても評価替え

によるものでございますけれども、この

平成１８年度の評価に向けまして、路線

価付設業務を実は平成１６年と１７年度

と２年度にわたって行うことになってお

ります。

　この路線価付設業務が１７年度、２年

度目に当たることから、平成１６年度の

９８３万８，５００円から平成１７年度

は７０２万４，５００円ということで、

この分につきましては、２８１万４，０

００円の減となっております。

　それから、この路線価を付設するに当

たりまして、一定の地域ごとに標準宅地

の鑑定というのを行う必要がございます。

　これは、価格基準日が１７年１月１日

ということでございますので、平成１６

年度の事業といたしまして、標準宅地鑑

定業務手数料７１８万４，６２５円が計

上されておりました。

　それから、基準年度以外の年度の評価

に向けましては、新たな評価地のための

路線価を新設する必要がございまして、

平成１６年度は新設路線鑑定業務手数料、

これを１０５万計上いたしておりました

が、平成１７年度の新設路線につきまし

ては、平成１８年の評価替えに組み込ん

で行うために予算計上いたしておりませ

ん。

　合計１，１０４万８，６２５円減少い

たしましたことから、平成１６年度予算、

１，９４８万２，０００円でありました

ところ、８４３万３，０００円として計

上させていただいたものであります。

○三好委員長　寺本参事。

○寺本総務防災課参事　それでは、庁舎

管理事業に係りますご質問の中で、まず

修繕料に係る分でございますけども、こ

の１，５８８万の増額の理由でございま

すけれども、これにつきましては、緊急

電源装置というものが庁舎に設置してお

りまして、これは停電や落雷があったと

きに非常用発電機が作動するまでの間に、

急に電源が落ちることによりまして、業

務が停止し、市民サービスに支障を来た

すことを防止するための停電対策用の緊

急電源装置でございますけれども、これ

につきましては、平成５年新館庁舎建設

時に庁舎の停電対策用電源装置を庁舎７

階の機械室に設置しておるわけですけれ

ども、耐久年数が１０年のところ、平成

１７年度で１２年を経過することに相成っ

ております。

　それに伴いまして、電源装置本体の寿

命が来ているということから、買い替え

すべき時期が参っておるということで、

これにつきましては、市民サービスを最

優先に支障を来たすことがないように、

取り替えに予算を計上させていただいた

次第でございます。

　それから、同じく庁舎管理事業の庁舎

総合管理委託料の増額のご質問でござい

ますけれども、これにつきましては、従

来庁舎管理またエレベーター管理等、１

６項目の総合管理を委託しておるわけで

ございますけれども、それに加えまして

汚水槽等清掃業務、また空気環境測定業

務、また消防設備等保守業務等、この３

業務につきまして、総合管理委託という
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ことで委託することに相成りまして、計

上させていただいております。

　それから、光熱水費の５，１００万の

前年度と同額についてのご質問でござい

ますけれども、これ光熱費につきまして

は、電気代等空調関係が非常に大きなウ

エートを占めておりまして、室内温度の

変化に柔軟に対応するためには、夏場の

クーラーの使用時、また冬場の暖房の使

用時に備えまして、昨年の同額を計上さ

せていただいております。

　また節電につきましては、引き続き絶

えず努力してまいりますので、よろしく

お願い申し上げます。

　それから、最後に自主防災会のご質問

でございますけれども、東南海・南海地

震が今世紀の前半にも起こる可能性が高

いと言われておる中、地震や風水害など、

広域的に災害が起こった場合は地域住民

によります初期の救援活動が大変重要に

なってまいるわけでございますけれども、

このような場合、自主防災組織につきま

しては、非常に有効な手段ということで、

現在、７つの小学校区で立ち上げをいた

だいておるわけでございますけれども、

未組織の校区につきましても５つあるわ

けでございますけれども、その中でも連

合自治会独自で防災訓練を行っていただ

いておるところもございますので、ご指

摘のように早期組織化に向けまして、連

合自治会長や地域の役員方々に機会ある

ごとに啓発冊子など、活用しながら組織

化に向けて、働きかけてまいりたいと考

えております。

　また、近々には１校区立ち上げの打ち

合わせをすることに、これは本日連絡が

入ったわけなんですけれども、またほか

の未組織の校区につきましても、機会あ

るごとに啓発に努めてまいりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○三好委員長　井田参事。

○井田総務部参事　大澤委員のご質問の

中の納期のお知らせについての今後の対

応についてでございますが、これはさき

の当委員会でご答弁させていただきまし

たとおり、その方向で今計画しているわ

けでございます。さらに、市税の徴収率

の向上並びに納期内納付の促進の観点か

ら、口座振替率の向上に向けた取り組み

が必要であります。新規に取得した固定

資産税の課税対象者及び退職等により市

府民税特別徴収から普通徴収へと切り替

えとなった課税対象者に対象を絞り込み、

市民税、固定資産税、両課とも連携をと

りながら、個別に口座振替勧奨を積極的

に実施していくとともに、あわせて従前

からの納税者については、口座振替の利

便性のアピールを行っていくために、必

要な経費として６０万円程度の予算配分

をお願いいたしました。

○三好委員長　暫時休憩します。

　　（午後４時５５分　休憩）

　　（午後４時５６分　再開）

○三好委員長　再開します。

　本日の委員会は、この程度にとどめ散

会します。

　　（午後４時５７分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 三 好 義 治

総務常任委員  森 西 　 正
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